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予算常任委員会会議録 

 

１ 本委員会の開催日時は次のとおりである。 

   令和７年３月１１日（火）午前８時５８分 

２ 本委員会の出席委員は次のとおりである。 

委 員 長  久木田 大和 君       副委員長   川窪  幸治 君 

委  員  松下  太葵 君       委  員   野村  和人 君 

委  員  藤田  直仁 君       委  員   塩井川 公子 君 

委  員  松枝  正浩 君       委  員   木野田  誠 君 

委  員  前島  広紀 君       委  員   有村  隆志 君 

委  員  池田  綱雄 君       委  員   前川原 正人 君 

３ 本委員会の欠席委員は次のとおりである。 

   なし 

４ 委員外議員の出席は次のとおりである。 

   なし 

５ 本委員会に出席した説明員は次のとおりである。 

市長公室長      永山 正一郎 君   危機管理監      平田  雄嗣 君 

   秘書広報課長     鎌田 富美代 君   安心安全課長     山口 留美子 君 

秘書広報課主幹    堀ノ内 周作 君   秘書広報課主幹    冨久  亮二 君 

ジオパーク推進課主幹 野村  譲次 君   安心安全課防災グループ長  荒木   誠 君 

安心安全課交通防犯グループ長 東村  大輔 君   秘書広報課広報グループサブリーダー  西   俊寛 君 

   安心安全課交通防犯ｸﾞﾙｰﾌﾟｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ  野間  立樹 君   秘書広報課市政推進・秘書グループ主査  兒玉  良一 君 

安心安全課防災ｸﾞﾙｰﾌﾟ主査  鮫島  友和 君 

総務部長       小倉  正実 君   総括工事監査監    園畑  精一 君 

収納対策監      萩元  隆彦 君   総務部参事      野崎  勇一 君 

   財政課長       末増 あおい 君   財産管理課長     宗像  茂樹 君 

   工事契約検査課長   末永  明弘 君   税務課長       岩元  勝幸 君 

   総務課主幹      安樂  尚子 君   総務課主幹      柳田 謙一郎 君 

   財政課主幹      内村  光孝 君   財産管理課主幹    堀切  貴史 君 

   財産管理課主幹    向吉  孝司 君   税務課主幹      木藤  正彦 君 

   収納課主幹      尾辻  善尋 君   収納課主幹      安栖  大悟 君 

   収納課主幹      福元  啓太 君   工事契約検査課主幹  立山  和幸 君 

   工事契約検査課主幹  山下 裕一朗 君   総務課総務管理グループ長  小島   崇 君 

   税務課固定資産税グループ長 福留  敏郎 君   税務課固定資産税ｸﾞﾙｰﾌﾟｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ  有馬  貴浩 君 

税務課固定資産税ｸﾞﾙｰﾌﾟｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ  松下  孝史 君   税務課市民税グループサブリーダー  泉    梢 君 

工事契約検査課検査グループサブリーダー  四元  一実 君   総務課人事研修ｸﾞﾙｰﾌﾟ主査  生野  卓也 君 

   財政課財政グループ主任主事 小山下 朋宏 君 

企画部長       藤崎  勝清 君   企画政策課長     野村  博昭 君 

   地域政策課長     宮永  幸一 君   情報政策課長     八ヶ代 秋吉 君 

ＤＸ推進課長     三善  智弘 君   溝辺総合支所長兼地域振興課長 竹下  淳一 君 

企画政策課主幹    藤田  光治 君   企画政策課主幹    米元  利貴 君 

地域政策課主幹    今村  伸也 君   地域政策課主幹    美坂  雅俊 君 

   情報政策課主幹    出口  幹広 君   情報政策課主幹    永井  尚美 君 
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   情報政策課主幹    轟木  保貴 君   情報政策課主幹    佐藤  之俊 君 

ＤＸ推進課主幹    横山  雅春 君   ＤＸ推進課主幹    二宮  紀仁 君 

溝辺総合支所地域振興課主幹 末重  公司 君   地域政策課地球温暖化対策グループ長  鬼塚  友宏 君 

   企画政策課企画政策グループサブリーダー  山中  広行 君   地域政策課交通政策ｸﾞﾙｰﾌﾟｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ  有馬  義浩 君 

   溝辺総合支所地域振興課地域振興・教育グループサブリーダー 藤岡  勝史 君   地域政策課地域活性化グループ主査  西   真琴 君 

   企画政策課行革推進グループ主査  副島  優作 君   ＤＸ推進課情報化推進グループ主任主事  新村  武史 君 

   企画政策課企画政策ｸﾞﾙｰﾌﾟ主事補  貴島  聖斗 君 

霧島総合支所副総合支所長兼市民生活課長 山下   晃 君   霧島総合支所市民生活課主幹 貴島  俊一 君 

   霧島総合支所市民生活課主幹 入來  克浩 君   霧島総合支所市民生活課温泉G主査 荻原  政徳 君 

６ 本委員会の書記は次のとおりである。 

   書  記  有村 真一 君 

７ 本委員会の付託案件は次のとおりである。 

議案第27号 令和７年度霧島市一般会計予算について 

議案第32号 令和７年度霧島市温泉供給特別会計予算について 

８ 本委員会の概要は次のとおりである。 

「開 会  午前 ９時００分」 

○委員長（久木田大和君） 

  予算常任委員会を開会します。本日は去る２月25日の本会議で付託されました予算関係、議案10

件のうち３件の審査を行います。本日の会議はお手元に配布しました次第書に基づき審査を行いた

いと思います。 

 

   △ 議案第27号 令和７年度霧島市一般会計予算について 

 

○委員長（久木田大和君） 

まず、議案第27号、令和７年度霧島市一般会計予算について、総括の審査を行います。執行部の

説明を求めます。 

○総務部長（小倉正実君） 

それでは、議案第 27 号令和７年度霧島市一般会計予算についての総括について、ご説明申し上げ

ます。本市においては、これまで霧島市経営健全化計画に沿った適切な行財政運営に努め、持続可

能な健全財政を構築してまいりました。令和６年度の本市の税収については、最終予算ベースで過

去最高となった令和５年度に次ぐ額となったものの、人件費の増加や物価高などが見込まれること

から、今後の市税等一般財源の安定的な確保は不透明な状況にあります。加えて、国のこども未来

戦略に基づく、子育て支援の本格実施に伴う社会保障関係費の増加や、物価や資材、人件費の更な

る高騰などによる普通建設事業費等への影響、公共施設の老朽化への対応など、行政需要はますま

す増大する見込みであることから、これらに的確に対応するため、更に強固な行財政基盤を構築し

ていく必要があります。このような中、令和７年度もこれまで同様、持続可能な健全財政の確立を

はじめとする４項目の基本的な考え方の下、行政の効率化・合理化を一層推進するとともに、第二

次霧島市総合計画を踏まえながら、喫緊の課題に的確に対処するための事業などを盛り込み、前年

度比、110 億 8,000 万円、15.9％の増となる総額 806 億 6,000 万円の一般会計予算を提案しました。

なお、本市の当初予算は、令和４年度から４年連続過去最高額を更新しています。令和７年度予算

における増減の主なものとして、増加の要因としては、（仮称）霧島市クリーンセンターや霧島市民

会館、（仮称）霧島市総合保健センターの整備に要する経費、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交

付金事業に要する経費、児童手当の制度改正に伴う経費、病院事業会計への負担金等の増などがあ
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げられます。減少の要因としては、都市再生整備計画事業に要する経費、価格高騰重点支援給付金

の給付に要する経費の減などがあげられます。予算編成における財源不足につきましては、財政調

整基金を取り崩して対応したことから、令和７年度末における現在高は、令和６年度末と比較して、

約 34 億 7,000 万円減少し、約 44 億 4,000 万円になる見込みです。また、市債の令和７年度末にお

ける現在高は、令和６年度末と比較して、約 43 億円増加し、約 528 億円になる見込みです。次に、

霧島市経営健全化計画（第４次）改定との比較につきましては、令和７年度当初予算は１億 4,000

万円、財政調整基金の令和７年度末残高は約 7,000 万円、市債の令和７年度末残高は約 11 億 5,000

万円下回っています。それでは、引き続き、当初予算の概要や資料等に基づき各担当課長がご説明

しますので、よろしくご審査いただきますようお願い申し上げます。 

○財政課長（末増あおい君） 

議案第 27 号令和７年度霧島市一般会計予算についての概要をご説明します。先にお配りしている

令和７年度当初予算の概要に基づき、説明します。それでは、１ページをお開きください。令和７

年度の霧島市一般会計当初予算は、歳入・歳出総額を 806 億 6,000 万円としました。２ページをお

開きください。各会計の当初予算です。一般会計に国民健康保険特別会計など５つの特別会計の当

初予算を加えた総額では 1,086 億 4,441 万 6,000 円、対前年度比 111 億 2,829 万 3,000 円、11.4％

の増となっています。２ページ末から３ページには公営企業である病院事業会計、水道事業会計、

工業用水道事業会計及び下水道事業会計の予算を掲載しています。４ページをお開きください。一

般会計当初予算については、予算規模は 806 億 6,000 万円、前年度 695 億 8,000 万円に対して、 110

億 8,000 万円、15.9％の増となっています。これは、隼人駅東西自由通路工事を始めとする都市再

生整備計画事業費が減少する一方、（仮称）霧島市クリーンセンター整備・運営事業等の普通建設事

業費や市立医師会医療センター運営事業の負担金等が増加したことなどによるものです。一般財源

総額は 382 億 2,000 万円、前年度 365 億 4,000 万円に対して、16 億 8,000 万円、 4.6％の増とな

っています。これは、定額減税による市税の減収を補填するために交付される地方特例交付金が約 

５億２千万円減の 6,000 万円となったことや、臨時財政対策債が皆減となった一方、定額減税の影

響などにより市税が令和６年度と比較して約 ７億 9,000 万円増の約 168 億 1,000 万円となったこ

とや財政調整基金からの繰入金増などによるものです。なお、霧島市経営健全化計画（第４次）改

定との比較では、予算規模は １億 4,000 万円下回っており、一般財源総額は 約 10 億 9,000 万円上

回っています。次に５ページをご覧ください。歳出の一般財源額に対して歳入の一般財源額が不足

する財源不足額 35 億 1,000 万円については、財政調整基金を取崩して対応することとしました。

取崩し額は、経営健全化計画より約 10 億 8,000 万円多く取崩しています。市債残高の見込みは、令

和５年度末残高が、466 億 335 万 8,000 円であったものが、令和６年度末は、約 19 億円増加し 485

億 574 万円に、令和７年度末は、約 43 億円増加し、528 億 413 万 3,000 円に、それぞれなる見込み

です。経営健全化計画との比較では、令和６年度末残高は約 ３億 7,000 万円上回っており、令和７

年度末残高は約 11 億 5,000 万円下回っています。次に、財政調整基金の残高は、令和５年度末残

高が、82 億 3,759 万 9,000 円であったものが、令和６年度末は、約 ３億 2,000 万円減少し、79 億

1,474 万 9,000 円に、令和７年度末は、取崩し等により、約 34 億 7,000 万円減少し、44 億 4,439

万 2,000 円に、それぞれなる見込みです。経営健全化計画との比較では、令和６年度末残高は約 17

億 3,000 万円上回っており、令和７年度末残高は約 7,000 万円下回っています。次に６ページ、７

ページをお開きください。合併後の当初予算、市債残高、財政調整基金残高の推移をそれぞれ掲載

しています。令和７年度の予算総額は、令和４年度から４年連続で過去最高額となりました。市債

残高は、合併当初と令和７年度末の見込みを比較しますと、経営健全化計画に沿って市債残高の縮

減に努めてきたことから約 276 億円減少しています。財政調整基金残高は、平成 28 年度をピーク

に減少傾向にあり、令和７年度末残高は合併当初と同程度となっています。８ページをお開きくだ
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さい。地方財政計画に基づき区分した予算構成比を比較したものです。主な項目として、歳入の地

方税は、25.1％で前年度比 2.7 ポイントの減となっており、地方財政計画より、21.8 ポイント低く

なっています。地方交付税は 16.5％で、臨時財政対策債を含めた前年度より 2.8 ポイントの減とな

っており、地方財政計画より、3.0 ポイント低くなっています。また、先ほども申し上げましたと

おり、令和７年度の地方財政計画において、平成 13 年度の制度創設以来、初めて臨時財政対策債の

発行額がゼロとなったことから、表の令和７年度の地方交付税（臨時財政対策債含む）と欄外の地

方交付税（臨時財政対策債除く）の構成比は同比率となっています。なお、臨時財政対策債は、本

来、地方交付税で措置されるべきものを市債に振り替えて発行するものであることから、その元利

償還金の全額が後年度の基準財政需要額に算入されることとなっています。地方債については、

12.5％で前年度比 5.5 ポイントの増となっており、地方財政計画より、6.4 ポイント高くなってい

ます。その他の収入は、12.7％で前年度比 0.6 ポイントの増となっており、地方財政計画より、7.7

ポイント高くなっています。地方債についても、先ほどの地方交付税でご説明した内容と同じで、

臨時財政対策債含む、含まないにかかわらず、構成比は同率になっています。９ページには、予算

構成比を円グラフで表したものを掲載しています。10 ページをお開きください。一般会計の歳入予

算です。主なものを申し上げますと、市税は、前年度比 4.9％増で 168 億 1,320 万 1,000 円を計上

しています。これは、市民税が令和６年度に実施された定額減税の終了により、固定資産税が償却

資産の新規取得資産の増加傾向などにより、増加することが主な要因です。地方譲与税は、対前年

度比 0.7％増の ７億 6,000 万円を計上しています。これは、森林環境税の国の譲与額の増加見込み

に伴い、森林環境譲与税を対前年度 500 万円増と見込んだことによるものです。地方消費税交付金

は、前年度比 3.3％増となる 31 億円を計上しています。地方特例交付金は、定額減税の終了に伴

い、前年度比 89.6％減の 6,000 万円を計上しています。地方交付税は、前年度同額の 133 億円を

計上しています。内訳としては普通交付税が 125 億円、特別交付税が ８億円です。使用料及び手

数料は、前年度比 1.0％増となる 17 億 8,334 万 2,000 円を計上しています。国庫支出金は、前年

度比 24.5％増の 184 億 4,839 万 1,000 円を計上しています。これは、循環型社会形成推進事業費

の増が主な要因です。県支出金は、前年度比 4.7％増の 57 億 9,605 万円を計上しています。これ

は、障害者自立支援給付費、子どものための教育・保育給付費及び参議院議員選挙事務委託金の増

が主な要因です。繰入金は、前年度比 39.9％増の 67 億 5,096 万 6,000 円を計上しています。これ

は、財政調整基金及び衛生施設整備基金の取崩額の増が主な要因です。諸収入は、前年度比 3.4％

減の 13 億 8,385 万 6,000 円を計上しています。これは、畜産基盤再編総合整備事業費負担金の減

が主な要因です。最後に市債は、前年度比 99.7％増の 100 億 4,810 万円を計上しています。これ

は、（仮称）霧島市クリーンセンター整備事業及び霧島市民会館大規模改修事業に伴う合併特例債の

増が主な要因です。11 ページには歳入予算の一部の内訳を、12 ページ、13 ページには歳入予算の

概要を掲載しています。次に、14 ページ、15 ページをお開きください。歳入を自主財源と依存財源

に区分しますと、市税などの自主財源は対前年度 25 億 8,754 万 9,000 円、 9.9％増の 287 億 9,119

万 3,000 円、構成比は 35.7％です。これは、財政調整基金繰入金及び市税が増になったことが主な

要因です。また、地方交付税や国県支出金などの依存財源は、対前年度 84 億 9,245 万 1,000 円、

19.6％増の 518 億 6,880 万 7,000 円、構成比は 64.3％です。これは、市債及び国庫支出金の増が

主な要因です。さらに、特定財源と一般財源の区分では、特定財源は、対前年度 94 億 444 万 9,000

円、 28.5％増の 424 億 4,405 万 8,000 円、構成比は 52.6％です。これは、先ほどの依存財源と同

じで、市債及び国庫支出金の増が主な要因です。一般財源は、対前年度 16 億 7,555 万 1,000 円、

4.6％増の 382 億 1,594 万 2,000 円、構成比は 47.4％です。これは、先ほどの自主財源と同じで、

財政調整基金繰入金及び市税が増になったことが主な要因です。16 ページ、17 ページをお開きくだ

さい。次に、一般会計歳出予算について説明します。歳出予算を目的別に分類しますと、民生費の
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割合がもっとも高く 37.0％を占めています。次に、衛生費の 18.3％、総務費の 11.8％、教育費の 

9.7％の順となっています。衛生費が前年度と比較して大幅増となっており、これは（仮称）霧島市

クリーンセンター整備事業に要する経費の増が主な要因です。18 ページ、19 ページをお開きくださ

い。歳出を性質別にみますと、義務的経費に属する経費は全て増加しています。人件費は、前年度

と比較して １億 4,223 万 6,000 円、 1.2％増加しており、この主な要因は、人事院勧告による職員

等の給料等の増によるものです。扶助費は、前年度と比較して 17 億 1,974 万 2,000 円、 8.9％増

加しており、この主な要因は、児童手当支給事業、子どものための教育・保育給付事業、障害者自

立支援給付事業及び子ども医療費助成事業などが増加したことによるものです。次に、公債費は 

8,037 万 6,000 円、 1.4％増加しており、この主な要因は、利率上昇を見込んだことによる償還利

子の増によるものです。その結果、義務的経費は前年度と比較して、 19 億 4,235 万 4,000 円、 5.3％

増加し、385 億 4,358 万 4,000 円、構成比 47.8％です。次に、投資的経費については、普通建設事

業費が前年度と比較して、 79 億 6,503 万 5,000 円、 73.5％増加し、 188 億 801 万 1,000 円となっ

ていることから、投資的経費全体も前年度と比較して、78 億 7,991 万 1,000 円、70.5％増加し、190

億 6,488 万 5,000 円となっています。この主な要因は、補助、単独事業ともに（仮称）霧島市クリ

ーンセンター整備事業及び（仮称）霧島市総合保健センター整備事業が増となったこと、補助事業

で市民会館大規模改修事業が増となったことなどによるものです。その他の経費については、前年

度と比較して、 12 億 5,773 万 5,000 円、5.8％増加し、230 億 5,153 万 1,000 円となっています。

そのうち、物件費の 10 億 199 万 5,000 円、12.3％の増は、教育費で学校給食センター運営に要す

る経費の増や、総務費で基幹系システム標準化に要する経費が増加したことなどによるものです。

投資及び出資金 ２億 2,892 万 2,000 円の皆増と貸付金 の 7,641 万 6,000 円、89.7％の増は、病院

事業会計への出資金及び貸付金が主な要因です。20 ページ、21 ページをお開きください。市民一人

当たりの予算額は約 65 万 6,000 円で、前年度と比較して、約９万 4,000 円の増となりました。22

ページをお開きください。歳入と目的別歳出の前年度比較を棒グラフで表したものです。23 ページ

から 39 ページにかけまして、令和７年度の主要事業を掲載していますが、多数の事業があることか

ら個別の説明は割愛します。40 ページをお開きください。積立基金残高は、令和６年度末で 256

億 4,037万 6,000円を見込んでおり、令和５年度末と比較して ９億 1,253万円減少する見込みです。

令和７年度には 67 億 4,202 万円を取崩すこととしているため、同年度末に、 205 億 5,119 万 3,000

円となる見込みです。41 ページをご覧ください。地方債残高は、前々年度末である令和５年度末は、 

466 億 335 万 8,000 円、前年度末である令和６年度末は、 485 億 574 万円となる見込みであり、令

和７年度末には、42 億 9,839 万 3,000 円増加し、 528 億 413 万 3,000 円となる見込みです。42 ペ

ージをお開きください。合併特例債の対象事業です。令和７年度は 11 事業に対して、 83 億 5,510

万円を発行することとしています。43 ページ、44 ページは、入湯税、都市計画税、地方消費税交付

金、航空機燃料譲与税及び森林環境譲与税の充当事業です。なお、森林環境譲与税については、基

金充当事業についても併せて表示しています。45 ページ以降は国の地方財政計画に関する資料です。

以上で、概要の説明を終わります。 

○税務課長（岩元勝幸君） 

税務課及び収納課所管分に関する、主な歳入予算の概要についてご説明します。一般会計予算に

関する説明書の 10 ページをお開きください。市税は 168 億 1,320 万 1,000 円計上し、対前年度比

104.9％で７億 8,620 万円の増額です。詳細につきましては、14 ページから 25 ページになります。

まず、14、15 ページをお開きください。（款）１市税（項）１市民税（目）１個人 は、令和６年

度に実施された定額減税に係る減収の回復や給与収入の増加により、対前年度比 112.0％、５億

9,300 万円増額の 55 億 2,430 万円を計上しました。次に、16、17 ページをお開きください。（項）

２固定資産税（目）１固定資産税は、建築棟数が順調に推移していることや償却資産等の増加を見



6 

 

込み、前年度比 102.1％、１億 7,470 万円増額の 83 億 3,440 万円を計上しました。次に、26 ページ

から 33 ページの地方譲与税の総額は、対前年度比 100.7％、500 万円増額の７億 6,000 万円です。

増額の要因は、30、31 ページをお開きください。（項）３森林環境譲与税で、国の譲与額の増加等

を見込み、前年度比 104.4％、500 万円増額の１億 2,000 万円を計上しました。次に、34 ページの

（款）３から 49 ページの（款）10 までの交付金の総額は、前年度比 103.3％、１億 979 万 4,000

円増額の 34 億 4,026 万 6,000 円です。増額の主なものは、42、43 ページをお開きください。（款）

７地方消費税交付金で、賃金上昇による個人消費の増加を見込み、対前年度比 103.3％、１億円増

額の 31 億円を計上しました。次に、64、65 ページをお開きください。（款）15 使用料及び手数料（項）

２手数料（目）１総務手数料のうち、（節）1 税務手数料 1,500 万円は、税証明、督促等の手数料で

す。次に、82、83 ページをお開きください。（款）17 県支出金（項）３委託金（目）１総務費委託

金のうち、（節）２県税徴収事務費 1 億 8,800 万円は、個人県民税の徴収事務に対する委託金です。

最後に、96、97 ページをお開きください。（款）22 諸収入（項）1 延滞金加算金及び過料（目）１

延滞金（節）１延滞金 120 万円は、滞納税額に係る延滞金です。以上で、税務課及び収納課に関す

る歳入予算の概要説明を終わります。 

○委員長（久木田大和君） 

ただいま執行部の説明が終わりました。これから質疑に入りますが、財務に関する質疑などにつ

きましてはこの総括に関する審査のところでご発言をお願いします。なお、正規職員の人件費に関

する質疑などにつきましては、この後の総務部の審査で御発言願います。それでは、質疑はありま

せんか。 

〇委員（松枝正治君） 

  令和７年度の当初予算を組む際に、当初予算の編成方針というのが出されております。その中に

も書いてありますけれども、令和５年度の決算の中でも、監査委員の意見書の中に、さらなる強固

な行財政基盤の構築に取り組まれることを望むということで、そういうことも含めながら、この方

針の中には書いてあるわけですけれども、歳入がより一層自主的な財源の安定確保に努める必要が

あると、いうようなところが記載があるわけですけれども、見る中で、この歳入の部分の確保とい

うのが少しメッセージ性が弱いのではないかと思うんですけれども、この辺どのようにお考えにな

られていらっしゃるでしょうか。 

〇財政課長（末増あおい君） 

  歳入につきましては、やはり自主財源の確保につきまして、庁内でも、意見を協議を行いながら、

自主財源の確保に努めているところですけれども、それ以外につきましても有利なものが財源がな

いかということを、国庫支出金であったりとか、あと地方債であったりとか、有利な財源を確保す

るように庁内で協議を行いながら確保を図っているところです。それ以外でいきますと、その他新

たな収入の確保につきましては、来年度からネーミングライツなどもまた新たな施設で始まります

ので、ほかの施設にそのようなものがまた導入できるものがないかなども含めて検討しているとこ

ろです。 

〇委員（松枝正治君） 

  令和４年度からの、かなり予算額が増加をしてきているという、今年最高額だということでかな

り伸びているところですけど、かなり財源を確保するのに苦労なさっているのかなというのが、こ

の予算書を見る中ではあるわけです。大型事業も当然ありながら、財源を埋めていくような、大変

だったのかなというふうに思うわけですけれども、先ほど課長のほうからの答弁の中で、様々に取

組を今からなされていくということで、それも理解をするわけでございます。そういう中で、この

方針の中で財源のその他の財源については、未利用財産の処分、ふるさと納税、企業版ふるさと納

税の確保、公共施設へのネーミングライツの導入ということは先ほどおっしゃられたわけですけれ
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ども、ここになどということが記載がされてあるわけですけれども、この辺はどのようなことを想

定をなさっているのかですね。お示し頂けますか。 

〇財政課長（末増あおい君） 

  財源につきましては、先ほど予算編成方針のほうにもありますとおり、そのような確保でありま

すとか、あと、使用料手数料の見直しなどで、さらに自主財源の確保を図っていくなどしていると

ころです。 

〇委員（松枝正治君） 

  分かりました。などというのが、使用料手数料ということで、何年かに数年に一度、改正が行わ

れて、当然、市民への負担も求めるわけですので、その辺も見ながらどのように改定していくかと

いうのは、また議論があるかというふうに思っております。その中で、この方針、それから市長の

施政方針の中にもありました財政の原則が四つあります。その中でスクラップアンドビルドの推進

ということがありまして、令和７年度のこのスクラップアンドビルドの視点ですけれども、令和７

年度の予算でどのように、このものがなされているのか、少し御説明頂けますか。 

〇財政課長（末増あおい君） 

  令和７年度当初予算におきましては、新規事業が 27 ございます。それから、この事業などは款項

目とかの移動などもありますし、その他、実際全く新設されたもの、国の影響によるものなどもご

ざいますけれども、そういうのが 27 事業ございます。一方、廃止した事業につきましても、27 事

業ございまして、こちらも、国の影響によるものや、その他事業が終わったものあとその他、統合

した事業などもございまして、農政のほうなどで補助金が様々あったものを統合して一つの事業に

いたしまして効率的な執行ができるようにしたものなどもございます。 

〇委員（松枝正治君） 

  かなり庁内の中でも議論をなされながらされているというところでありますけれども、今、課長

のほうから答弁がありました、新規が 27 それから廃止が 27 そして統合もなされているということ

でありますけれども、数的には、余り変わらないような感じであるんですけれども、先ほど執行が

しやすいような形のものもあるというようなことでおっしゃられましたけど、効果としてはこのス

クラップアンドビルドの考え方の効果としては、本来でいけば、潰すほうが多くなっていくという

ようなニュアンスを受けるわけですけれども、財政の確保のためには思うんですけれども、効果と

してはまずは行政の内部において、市民の方々を対象した中でしやすくしていくという業務改善の

視点からも、そのものをなされているというようなことでよろしいでしょうか。 

〇財政課長（末増あおい君） 

  先ほどすいません申し上げました新規事業の中には、20 周年記念事業も含まれておりまして、そ

れらが幾つか事業があるものですから、新規等はスクラップというか、廃止事業が同数になってい

るんですけども、実際 20 周年であるとか、あと定額減税、国の関係の事業などもございますので、

それを除きますと、廃止ほうが多くはなっております。 

〇委員（松枝正治君） 

  分かりました。それでは病院会計事業に今回かなりの金額が出て行っているわけですけど、諸支

出金で 13 億 1,122 万 8,000 円という額が出されているわけですけれども、財政として、この支出ど

のように見ていらっしゃるのかお示し頂けますか。 

〇財政課長（末増あおい君） 

  医師会医療センターの新設に伴いまして、今回、経費などが大きく膨らんだところではございま

すけれども、医師会医療センターは、市民に欠くことのできない施設であると思いますので、そち

らのほうをしっかりと運営していくためには必要な負担金であったり出資金、貸付金であったと考

えております。 
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〇委員（松枝正治君） 

  私も全く同じでありまして、不採算性も含めて、先の補正予算でも上がってきているところであ

りましたけど、新年度の当初予算でも上がってきております。この 13 億 1,122 万 8,000 円の内訳で

すね、内訳をどのように精査をされて、今回このように支出金として出されているのか、その考え

方について少し御説明頂けますか。 

〇財政課長（末増あおい君） 

  今回 13 億円支出した中には負担金、出資金、貸付金ございます。負担金につきましては、総務省

の繰出基準に基づき、繰り出したものが約８億 2,000 万円ございます。次に、総務省の基準に基づ

かない基準外の負担金といたしまして、新病院の関係、新病院開設に伴う必要経費といたしまして、

１億 8,900 万円。すいません先ほど８億 1,600 万円です。約８億 1,600 万円で、新病院開設に伴い

負担するものが１億 8,900 万円。出資金につきましては元金償還金、あとそれと基準外の負担金と

いたしましては、病院の利子償還金の部分も基準外負担金に含まれております。それから、出資金

につきましては、元金償還金の病院が本来負担する部分、その部分を出資金として支出しておりま

す。それからそれ以外でそのどちらにも含まれないもので、長期貸付けを行うものがその他といた

しまして、約 7,600 万円支出しているところです。 

〇委員（松枝正治君） 

  この額として、いろいろ精査をする中では、妥当な必須であったというふうに財政としては見て

いるのか、再度確認をいたします。 

〇財政課長（末増あおい君） 

  妥当な支出であると考えております。 

〇委員（松枝正治君） 

  それでは、この事業の検証を基本方針の中で言われております。全ての既存事業の実績や効果を

効率性、有効性等の観点から、徹底検証し、前例にとらわれることなく大胆に見直しを行われたい

というのが出されているわけですけれども、令和７年度の予算を編成する中で、この辺各部署の確

認、これをどのようになさっているのか、お示し頂けますか。 

〇財政課長（末増あおい君） 

  予算を各課から出されまして査定する中で、その一つ一つについて担当、財政課のグループ長、

私で中身を確認しながら査定しております。 

〇委員（松枝正治君） 

  それでは財源の確保の部分になりますけれども、このものについて職員一人一人が自分のことと

して考えというふうにありますけれども、この辺の通知の中で、職員の皆さんが、この考え方、歳

入の確保等ですね、いうようなところをしっかりと浸透しているというようなところの認識として

はどのようにお持ちなのか、お示し頂けますか。 

〇財政課長（末増あおい君） 

  令和６年度から始まった事業ですけれども、ガバメントクラウドファンディングなどは、担当課

からの提案でございました。そのほかも起債なども新たな起債が使えるのではないかという、今ま

で使っていなかったけれどもこの事業が使えるのではないかということなどで、担当課から提案が

あって、それで予算要求がされているところです。 

〇委員（前川原正人君） 

  歳入のほうからお聴きをしておきたいと思うんですが、今回先ほど課長の説明でありましたとお

り、臨時財政対策債が全部なくなったと。これは平成 13 年から始まった制度であって、逆に言えば

交付税で算定されなければ支出されなければならない性格のものを、地方に接近をさせると。その

代わり後年度措置ということで財政措置がなされるというのがあるわけですけれど、去年の一般会
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計の当初予算を見てみますと、大体１億 5,000 万円ほどが臨財債として予算化されていたわけで、

これがゼロになるわけですけれど、逆に言えば、後年度措置ということでいけば、今後、後年度で

１億 3,000 万円、多いときは３億円ほどの時期もあったんですけど、今までの経過の中で、大体幾

らぐらいを、この分については、前年度並みの１億 5,000 万円ほどは、予定見込みとして交付税が

増えるという理解でよろしいですか。 

〇財政課長（末増あおい君） 

  令和６年度につきましては、先日３月補正のほうで減額補正をしておりますけども、実際１億

3,000 万円程度の発行になるんですけれども、それらについては令和６年度発行した翌年度から 20

年かけて、地方交付税普通交付税の基準財政需要額に算入されることになります。それで全額措置

されることになります。 

〇委員（前川原正人君） 

  あくまでも、本来であれば後から、全額後年度措置ということは理解をするんですけど、あくま

でも予算っていうのは見積りであって、本来であれば普通に考えれば、減らされた分が交付税でち

ゃんと予算化されるというのが、一般的な考え方だと思うんですね。だから後年度措置なのでとい

うと、悪くいうと、留保財源としてあるのではないかと、ゆがんだ見方をしてしまうんですけど、

その辺については、どうなんでしょうかね。 

○財政課主幹（内村光孝君） 

  議員のおっしゃるとおりではあるんですけども、あくまでも今回、交付税の中に算入されますの

は、理論の償還の分が、基準財政需要額のほうに算入されるということになります。交付税の算定

に当たりましては、それ以外の需要の計算、あと収入のほうの計算、そちらのほうを両方した結果

交付税となりますので、財政といたしましては、過大な見積りならないように、令和７年度につい

ては、令和６年度と同額の地方交付税のほうを見込んだところでございます。 

〇委員（前川原正人君） 

  あくまでも安全運転をしなければならないと思います。要は、マイナスというか、予算が、いわ

ゆる過度に激減をすると、また、一悶着あったり、いろいろと労力もかかると思うんですけれど、

そこはそれで理解をするところです。もう一点は、経営健全化計画の第４次の令和６年２月 19 日に

財政課のほうで作成をされているこの計画を見てみますと、令和７年度のあくまで令和６年につく

った計画ですけれど、地方交付税を見てみると、130 億ほどの計画ということでなってるんですけ

ど、先ほど口述書の中でも、ほぼ大体のそのような方向性で推移をしているというふうに見るんで

すけど、この交付税が逆に言えば、例年からすると、計画はあくまでも持っとかんないかんですけ

ど、現実に見たときに、交付税がやっぱり減る傾向にあると思うんですけど、その辺についてはど

のように見ていらっしゃいますか。 

○財政課主幹（内村光孝君） 

  今年度の予算で、税収のほうを増額で見込んでおりますので、一般的には税が伸びるとやはり普

通交付税のほうは少なくなるということになります。ですが先ほども申し上げましたとおり、その

他の需要の関係、そういうのもありますし、また、制度改正等ありますと、そこの中身が少し変わ

ってまいりますので、あくまでも、令和７年度の当初予算といたしましては、健全化計画に計上し

ている額と同額、令和６年度と同額ということで、予算の見込みを立てたところでございます。 

〇委員（前川原正人君） 

  もう１点の予算説明のこれは当初予算の概要のほうですけど、この 42 ページを見てみますと、合

併特例債の対象事業ということで列記がされております。この中で、83億 5,510万円ということで、

財源内訳で合併特例債ということで、記入があるわけですけれど、現在の今回約 83 億円の発行額が

あるわけですけど、今、全体で、今回の当初予算ベースで見たときにどれぐらいの発行額になりま
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すか。 

〇財政課長（末増あおい君） 

  令和７年度当初予算時点での発行見込額は 521 億 330 万円になります。 

〇委員（前川原正人君） 

  そうすると、今度は発行枠の限度がありますよね。それが大体どれぐらいというふうに想定をさ

れていらっしゃるんですか。 

〇財政課長（末増あおい君） 

  健全化計画、あと、新市まちづくり計画のほうで発行可能額については計画を出しておりまして

530 億円を計画しております。 

○委員（前川原正人君） 

  それともう一つはですね、今回、全体の予算の総額が 806 億 6,000 万円ということなのですけど、

今回の大きな事業として、（仮称）霧島クリーンセンター関連経費 106 億 9,418 万 1,000 円と、これ

だけじゃないですけど、一番目立つというかこれが予算を大きくしているというふうにも見えるの

ですけど、しかし、財源の内訳を見てみますと、ごみ処理施設整備事業で約 100 億ほどが加勢をし

ていると言ったらいかんですけど、膨れているというのが見てとれます。そのうち、国庫支出金だ

ったり合併特例債だったり、一般財源だったりということで、この分を引くと、ほぼ今までどおり

の大体おしなべたときに同じぐらいの予算の規模になるようなということになるのですけれど、こ

の国庫支出金、そして合併特例債もそうですが、一般財源も起債を起こすわけですので、ある意味

その部分については後ほど見返りというか、措置があるというような理解をしているのですが、そ

ういう理解でよろしいですか。 

○財政課主幹兼財政グループ長（内村光孝君） 

今回、クリーンセンターのほうの建設には合併特例債のほうを充当しております。こちらのほう

が充当 95％で、元利償還金の 70％が後年度、交付税の基準財政需要額のほうに算入されるというこ

とになっております。ですので、今回クリーンセンターの建設に当たりまして、約 60 億程度の合併

特例債のほうを予算化しておりますので、後年度、その分については交付税措置がされるものと考

えております。 

○委員（前川原正人君） 

やはり日本語っていうのは難しいもので、後年度って言ったら、あくる年に全て返ってくるのか

なというような気もするのですけど、ここの部分については、何年間かに分けてですか。それとも

後年度の単年度、来年度に対してもう全て返ってくるという理解でよろしいですか。 

○財政課長（末増あおい君） 

合併特例債につきましては、借入れの年限によるのですけれども、10 年で借りたら、その分 10

年間交付税措置される、15 年で借りれば、15 年措置されるということになります。 

○委員（前川原正人君） 

ですから、合併特例債で借りる起債許可が出て、初めてオーケーが出るわけですけれど、今回の

ごみ処理施設分、クリーンセンターの部分について言わせていただければ、これが何年ぐらいで返

ってくるというふうに理解をすればよろしいですか。概算でいいですよ。 

○財政課主幹兼財政グループ長（内村光孝君） 

合併特例債につきましては、その年にこのクリーンセンターだけではなくて、様々な事業を借入

れしたものの元金、あと利子の償還がございます。ですので、それが全て積み上がった実際の数字

というものが交付税の算定資料の中で基準財政需要額のほうに入ってまいります。委員からお問い

合わせのありましたクリーンセンターにつきましては、耐用年数等も長いですので、25 年、30 年そ

ういった形で償還していく形になるかと思います。［15 ページに追加答弁あり］ 
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○委員（藤田直仁君） 

令和 7 年度の当初予算編成方針のほうから一つ確認したいことがありまして、令和 7 年度も前年

度引き続き予算編成を部別総枠配分方式でやっているというふうに書いてあるのですが、これをち

ょっと具体的に分かりやすく説明していただいてよろしいでしょうか。 

○財政課長（末増あおい君） 

枠配分方式と申しますのは、一般財源を枠として捉えまして、総額の中から必ず必要になる人件

費や公債費などの義務的経費を除き、残ったものを各部に割り振るという形、前年度比だとかです

ねあと新規事業とか、あと終了事業などもございますのでそれらを加味した上で各部に配分してい

るものです。 

○委員（藤田直仁君） 

本市においては何がメリットでこの方式をとっているのでしょうか。 

○財政課長（末増あおい君） 

各部の自主的なやはり予算要求、必要な優先順位の高い事業は何かということを各部で考えて予

算要求することがメリットであると考えております。 

○委員（有村隆志君） 

臨時財政対策債が計画では 530 億借りられるよということですので、臨時財政調整対策債ですか

ね。さっきこれの、今現在どこまで、あと幾ら使える部分が残っているのか。 

○財政課長（末増あおい君） 

合併特例債でよろしいですかね、530 億の。合併特例債は、あとは９億弱、530 億で、今 520 億ち

ょっとですので、８億 9,000 万程度がさらに活用できます。ただし、令和 7 年度が発行の最終年度

になりますので、年度内に事業を実施することを決めて、許可をとりといいますか、協議を行わな

ければならないところです。 

○委員（有村隆志君） 

ということは今年度中に計画を作って使うように計画するということですか。 

○財政課長（末増あおい君） 

合併特例債につきましては有利な起債ではありますけれども、あくまでも借金ということですの

で、必要に応じて使うことにはなりますけれども、全額を使うといいますか、令和 7 年度の補助裏

に合併特例債を充当している補助金などもあるのですが、国庫補助事業などがあるのですが、国庫

補助事業の決定が来年度になるものですから、想定したよりもその補助金の付きが悪いといいます

か、要望額以上にならなければ、その部分をまた合併特例債を増やして、予算措置をして、事業を

行う必要が出てくるため、そこら辺は増えてくるかと思います。あと、緊急な何かしないといけな

い事業が発生した場合に活用することになります。 

○委員長（久木田大和君） 

休憩します。 

「休 憩  午前 ９時５８分」 

――――――――――――――― 

「再 開  午前 ９時５９分」 

○委員長（久木田大和君） 

再開します。 

○財政課長（末増あおい君） 

失礼いたしました。合併特例債、令和７年度当初までの見込みの累計を除きますと、正確には残

額８億 9,670 万円。８億 9,670 万円が 530 億円との差額になります。 

○委員（松枝正浩君） 
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説明書の 84 ページ、利子及び配当金がありますけれども、基金利子の部分についてはここで質疑

をしてもよろしいでしょうか。引き続きいたします。昨年度が 2,865 万、本年度は 6,874 万 1,000

円ということになっております。この増減の背景ですね、どのようになっているのかお示し頂けま

すか。 

○財政課長（末増あおい君） 

通常の基金利子、銀行などに預けて入ってくる利子につきましては、昨年度の利率を 0.05％でみ

ておりましたけれども、昨今の利子の上昇などを見込みまして、それを来年度は 0.2％として、４

倍になっているのですけども、0.05 を 0.2％にしたことが１点です。あと、新たに今年度から職員

退職手当準備基金のほうの債券運用を開始いたしましたので、その部分の債券運用の運用益が入っ

ております。 

○委員（松枝正浩君） 

以前から申し上げておりますように、基金の運用の部分については一つずつでもいいと思ってお

りましたけれども、令和 7 年度から運用をなされるということでありますので、この点については

非常に評価をするところであります。それでは概要のですね、40 ページ、この基金の部分について

少しお聴きいたしますけれども、取崩しの額が財調については 35 億 1,000 万円ということで、健全

化計画でいきますと、24 億 2,900 万円ということで、様々な事業があり、このものを切り崩してい

るということでありますけれども、積立額のほうが 3,964 万 3,000 円ということで、健全化計画で

いきますと、7 億 5,000 万円積み立てることになっております。なかなか、令和５年度の決算でも

確認をしたところでありますけれども、後で執行残等を見越して、そのものがかなり令和５年度の

決算の中でも乖離が生じていたというようなところがありますけれども、積み立てるということは

否定するものでありませんけれども、やはり、この不用額として落とす中で、ここに積み上がって

いくということが本当に事業として効果をなしているのかというところの視点も一つあると思うの

ですね、歳出の部分で。この点については、令和 7 年度のこれからの執行ですけれども、しっかり

とその辺も見ながらですねこの積立額を見ていただきたいのですけれども、どのように見解を持っ

ていらっしゃるのかお示し頂けますか。 

○財政課長（末増あおい君） 

40 ページのこの３財政調整基金で言いますと、積立額 3,900 万という部分は利子の部分を積んで

あるものでして、経営健全化計画で見込んでおりますのは、前年度の決算剰余見込の２分の１以上

ということで、７億 5,000 万ですので、当初は決算上見込んでおりませんので今の時点では。７億

5,000 万は、９月補正など決算が出ましてから、どれだけ２分の１以上といいますと積まないとい

けなくなるかという部分でそれを健全化計画では７億 5,000 万と見込んでいるところです。あと、

積まずに金額をということなのですが、まず、２分の１は必ず積むことになっておりますので、そ

の分は積んでおるところです。それから、財政調整基金につきましては、これまでも経営健全化計

画で予測できない大規模災害とかあと経済状況の悪化などに対応するために一定の基金を確保して

おく必要がありまして、事業の選択と集中による経費節削減であったり、歳入の増加を将来に備え

て基金に積み立てることで、財政計画で示す残高以上の基金の確保に取り組むことを重点事項に掲

げて取り組んでおります。これまでも、決算の剰余が見込まれる場合に積んでおりますけれども、

この成果もありまして、今回、経営健全化計画で見込んだ 24 億程度だったのですけれども、それを

10 億以上上回る基金繰入れをしなくてはならない場面が今回あったわけなのですけれども、これま

での基金涵養の取組の甲斐もあって、年度末残高が健全化計画とそれほど差がない状態で保つこと

ができたと考えているところです。また、今後は、このまま収支不足の改善が図られないままです

と、財政調整基金のほうも底をつくようなことになってはいけませんので、今後もさらに積んでい

きたいと考えております。 
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○委員（松枝正浩君） 

当然積立てを否定するものではないわけです。当然積立てをする前に歳入の確保をしていくとい

うことが大前提であるように思います。かなり積立額の中でも、この金額の根拠というのが、幾ら

まで積み上げるというそういったものがなかなか示されていない中で、どこまで一体積み上げるの

かというところもありますので、その点については、他市の状況も見ていただきながら、このぐら

いにこのぐらいいるのだというようなところも示しながら、市民の皆さんにも当然そこはしていく

べきだと私は思うのですけれども、また、そこについては、令和７年度に検討をしていただきたい

なというふうに思っております。収納課のほうにお尋ねをいたします。歳入確保の視点の中で、令

和５年度の監査委員の決算の意見書の中で、債権の管理の部分ですね、この部分については全庁的

に債権回収のさらなる強化を図る必要があるということで、当然、今までのこれまでの取組の中で、

かなりの高い収納率を上げているということで、私もここに書いてあるように、業務としては非常

に評価をいたすところでございます。それにあわせて取り切れないところについては、ここにも書

いてありますけれども、不納欠損という処理がありますので、そういう中で処理をしていくわけで

あります。単純に落とすということじゃなくて、しっかりととりながらですね、そこを落とすもの

については、これは落としてもいいのかなというふうに私は思っております。そういう中で、まず

とっていくということを全庁的に書いてあるように、全庁的に図っていかないといけないというと

ころはありますけれども、不納欠損につなげないという流れがするんですけれども、令和７年度の

中で、監査委員が令和５年度に言われている全庁的に債権の認識というのを高めていくような取組

っていうのが、どのようなことをお考えになられているのかお示し頂けますでしょうか。 

○収納対策監（萩元隆彦君） 

  私ごとであれなのですけれども、収納対策監っていうのが、実は私は３月末をもって役職定年を

迎えるということでありまして、７年度までちょっと継続を私個人としてはもちろん、それなりの

ポジション頂ければ動ける形にはなりますが、ただ、種をまくという意味で、令和５年度、令和６

年度と対策監として在任させていただいた間に、重視した点について、まず、収納課と同じように

ほかの債権についても、例えば、裁判所抜きで差押えが可能な債権、そこについては、重点的にま

ず研修を個別に行いまして、まず法令の流れを、債権確保の流れにおいて、税の徴収と同様にでき

るところをまず理解してもらうところに力を入れました。あと、かたや、裁判所を通じないとでき

ないような債権の部分につきましては、当然、税と同じように、例えば自主納付を促すようなとこ

ろとか、督促を出したり、催告書を出したりとか、そこについては、まず行って、初動が大切だと

いうところを徹底、研修を行ったつもりであります。あと、裁判所を絡めないとできない部分につ

いては、異動がどうしてもつきもののところでありますので、今、建築住宅課のほうで司法のプロ

に委託をして、債権確保を進めて、ちょっと他の部署のことなので、詳しくは申し上げられません

けれども、成果が上がっていると存じ上げております。だから、そのような促しというか、まず、

理解をしてもらう、種をまくというところを重視して、活動を行ってきたところであります。です

から、法令の流れとか、マインドが浸透して、令和７年度についても何も行ってなかったよりは、

十分効果が出るような環境は整えたと思っております。 

○委員（松枝正浩君） 

おっしゃるように裁判所との関係性で取り組まなければならない債権というのも当然ありまして、

この種をまくという部分が、他の部署で令和７年度の当初予算の中でも外部に委託をするというよ

うなところも動きつつあるように思っております。今後、定年延長を迎えていかれるわけですけれ

ども、そこがしっかりとまたこの継続がなされるような引継ぎを行っていただきたいと思います。 

○委員（有村隆志君） 

これはもう各課にわたることなのですけども、総論のところで言わさしてもらいます。物価高が
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かなり今後進んでくる中で、いろんな補助金項目でも、例えば、細かいこと言うと、地域でボラン

ティアしていただく補助金なんかにしても、補助金が、ある金額がずっと何年も間も同じような金

額がついているものいっぱいあるような気がするのですけども、そこら辺も、今後、みて行かない

といけないのではないかと思うのですけど、そこら辺は、今回の予算では考慮された、さっきおっ

しゃったので、全体的にはそういうのが入っているかどうか。 

○財政課長（末増あおい君） 

物価高騰をどの程度かと見込むことは難しいのですけれども、物価高騰分それぞれの事業の中で

各課が要求をして、予算に反映されております。事業には年度ごとに増減もありますので、物価高

で全部が上がったわけではないのですけれども、それぞれの事業の中で反映されているところです。 

○委員（有村隆志君） 

今後そういう要望が上がってきたら、予算主義だからすぐにはできないけど、今後はそういう上

がってきた各課から上がったものには対応するということでいいですか。 

○財政課長（末増あおい君） 

その必要性などを精査した上で必要に応じて予算措置はしていく予定です。 

○委員（藤田直仁君） 

予算の概要の 11 ページ、市税と地方交付税の状況のところなのですが、市民税の個人分が６年度、

約 49 億、７年度が 55 億、６億円ほど上がっているのですけど、それぞれのまず納税者の数ってい

うのは分かりますでしょうか。 

○税務課主幹（木藤正彦君） 

令和６年度のですね、均等割の納税義務者は６万 1,393 人です。令和５年度は持ってきてないん

ですけれども、すいません。令和７年度が６万 1,393 です。令和６年度が６万 997 ということにな

っております。 

○委員（藤田直仁君） 

前年度比で 16％ぐらい増えてるんですけども、ここはどのように分析してるんでしょうか。 

○財政課長（末増あおい君） 

すいません。まずこの個人分なんですけども、令和６年度は定額減税がございましたので、その

分が５億 1,800 万円、前年度は引かれておりますのでその差額が増えたということになります。 

○委員（前川原正人君） 

どうしても数字でしか見れないので、ずっと後ろからついてまわればいいんでしょうけどそれが

できませんので、お聴きをするんですけれど、霧島市の、例えば財政全般というかこれはもう総務

部でなければ分からない部分ですけど、類団と比較をしたときにですね、霧島市の位置というのは

大体、例えば各セクション、例えば、予算規模だったり、それから財政調整基金だったり、様々比

較の方法があると思うんですけれど、大体、大きく３基金ですね、財政調整基金と特定建設事業基

金を見たときに、類団との比較という点ではどのような位置にありますか。 

○財政課長（末増あおい君） 

申し訳ございません、当初予算では類似団体との比較を行っておりません。 

○委員（前川原正人君） 

決算と勘違いしてました。もう一つ、もう１点はですね、いわゆる当初予算の申請になるんです

けれど、今度の退職者が、霧島市全体でどれぐらいいらっしゃるんですか。そして、新規の入庁者

ですね、予定人数ですね。が、大体どれぐらいっていうのは分からないんですか。総務部のほうに

なるんだ、ごめんなさい。後で聴きます。失礼しました。 

○委員（木野田誠君） 

６年度、４ページの、口述書４ページのですね定額減税は大変だったと思うんですが、この４ペ
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ージの１番下の２行目あたり、市税は前年度比 4.9％増でっていうところからですね、次のページ

の２行目までのここのですね、ちょっと文章の説明をちょっとしていただけますか。 

○財政課長（末増あおい君） 

予算の概要、当初予算の概要を見ていただきたいんですけれども、当初予算の概要ですね、こち

らの資料です。これで、10 ページを御覧ください。10 ページの１番上の市税のところ右側を見てい

ただきますと、主な増減内容が入っております。これで、この口述書の中で市民税が令和６年度に

実施された定額減税の影響によりということで、この中の市民税５億 9,250 万のうち５億 1,800 万

円、こちらは定額減税で、５億 1,800 万円は定額減税で減っていた分です。その代わりに、令和６

年度の地方特例交付金、11 番地方特例交付金見ていただきますと、今年度 6,000 万で、すいません、

令和７年度が 6,000 万、令和６年度が５億 7,800 万、その差額が５億 1,800 万ありますけれども、

これは定額減税分が全額地方特例交付金として交付されたことによるものです。ですから、この文

章で言いますと令和６年度に実施された定額減税の影響の分、５億 1800 万がまず戻ってきたという

こと。それから固定資産、同じく、１番の市税の右側見ていただきますと固定資産税のほうで１億

7,470 万円増えておりますけれども、これは税務課のほうからも説明がございましたとおり、償却

資産の新規取得資産の増加傾向などによりその分が増えたということで、市民税が増えているとい

う、この増えた要因はこのようなことだという説明です。 

○財政課主幹（内村光孝君） 

すいません先ほど前川原委員のほうからありました、霧島市クリーンセンターの合併特例債の借

入れの期間につきましては、20 年、20 年でした。訂正しておわび申し上げます。 

○委員（野村和人君） 

10 ページの交通安全対策特別交付金のほうですね、こちらのほうが 3,000 万から 1,400、1,600

万ですかね。下がった要因について、御説明いただけますか。 

○財政課長（末増あおい君） 

3,000 万円というのはこれまで 3,000 万円で、交通安全対策特別交付金のほう見てきたんですけ

れども、これと同額で交通安全の安心安全課のほうで行う、ラインを引いたりですねあとカーブミ

ラーを付けたり、あと、しているのが 3,000 万円で同額でこれまで、この歳入のほうも上げてきた

んですけれどもその歳出予算とですね、実際に最近どんどん金額が下がっておりまして、1,500 万

1,600 万程度しか歳入が入ってこなくなっているものですから、実態に合わせて今回減額をしたと

いうことです。 

○委員（野村和人君） 

先ほど財源の話のときにガバメントクラウドファンディングの話もあったと思うんですけども、

令和６年から始めた事業だと思いますけど、令和７年でまた新たに取り組んだものがあるのか、お

示しいただきたいと思います。 

○財政課主幹（内村光孝君） 

令和７年度新たに取り組んだ取組はございません。令和６年度の地域猫の取組について、引き続

き取り組んでいくような形で予算を計上しております。 

○委員（野村和人君） 

その他に何か使えるものがなかったとか、議論があったのかどうか、お示しいただきたいと思い

ます。 

○財政課長（末増あおい君） 

当初予算、令和７年度の当初予算の編成に当たっては、新たにこれを活用したいという担当課が

なかったものですから、特に今回どれかを入れようか、どの事業に入れようという議論はしており

ません。 
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○委員（有村隆志君） 

部長にお聴きしますけども、今本当に財政が、今回も１番大きい予算をつくったわけで計上させ

ていただいたわけですけども、今後、来年に向けてもまた、クリーンセンターも出来上がりますけ

ども、それから病院も出来上がりますけども、当然また、基金を積んでいかないといけないのかな

という気もするんですけども、そうして、来年度また減税もあったりしするのかなという感じが、

もう先の見えない状況でありますけども、今後、市の財政というのはますます厳しい状況が続くの

かなと思いますんで、そこに向けての、こういうところを気をつけていきたいというもの思いがあ

ればまた教えていただけませんか。 

○総務部長（小倉正実君） 

先ほど来、財政課長のほうから説明ありましたとおり、来年度予算についてはおおむね経営健全

化計画に基づいたような形での予算編成ができたものと思っております。ただ委員から今質問があ

りましたとおり、現在も、当初想定して、健全化計画を作成していた以上に物価高騰、人件費高騰

等が起こっておりますので、本市の財政運営をするに当たっては、今後も、そういうことを見据え

た上で、健全な財政運営ができるように考えていかなければならないというふうに考えているとこ

ろでございます。そのためには、考えていかなければいけないところで、現在のところは、先ほど

来説明しておりますとおり、健全化計画に基づいたものになってはおりますので、それを見据えた

上で今後も考えていかないといけない上に、なおかつ今後のそういうような物価高騰等に対応する

ためには、やはり基金の涵養というのも、経営健全化計画で見込んだ以上のものをできるだけ進め

るように、しておくことが重要であると思うとともに、また新たな財政需要等も発生してくると思

いますので、それにも的確に対応できるような健全財政を進めていくことが必要だというふうに考

えております。 

○委員長（久木田大和君） 

ほかにありませんか。 

［「なし」と言う声あり］ 

ないようですので、これで総括の質疑を終わります。ここでしばらく休憩します。 

「休 憩  午前１０時２６分」 

――――――――――――――― 

「再 開  午前１０時４０分」 

○委員長（久木田大和君） 

休憩前に引き続き会議を開きます。次に、総務部のうち総務課、財政課、財産管理課の審査を行

います。執行部の説明を求めます。 

○総務部長（小倉正実君） 

それでは、所管しております総務部関係の予算のうち、歳出予算の総括をご説明いたします。詳

細の事業内容につきましては、先に配付しております令和７年度一般会計予算説明資料総務部をご

覧ください。まず、総務課につきましては、一般管理費で、職員や特別職の人件費や自衛隊支援に

要する経費を、人事管理費で、職員のメンタルヘルス対策や会計年度任用職員の任用に要する経費

を、職員研修費で、各種職員研修や職員派遣に要する経費を、文書法制費で、自治会長への文書発

送や無料法律相談に要する経費を、財産管理費で、国分シビックセンターや各総合支所等の維持管

理に要する経費などを計上しております。次に、財政課につきましては、財政管理費で、予算編成

事務など財務関連事務に要する経費を、財産管理費で、財政調整基金や特定建設事業基金等への積

立金を、公債費で、市債の償還に要する経費のほか、予備費を計上しております。次に、財産管理

課につきましては、財産管理費で、他の課等に属さない公有財産の適切な維持管理、公共施設照明

の LED 化並びに本庁及び各総合支所で共用使用している公用車の維持管理に要する経費などを計上
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しております。次に、工事契約検査課につきましては、土木総務費で、請負工事・業務委託検査事

務に要する経費のほか、工事及び業務委託の入札執行事務に要する経費を計上しております。最後

に、税務課及び収納課につきましては、税務総務費で、地籍図関連の経費を、賦課徴収費で、軽自

動車税・市民税・固定資産税・諸税の賦課に関する経費や収納・徴収に要する経費を計上しており

ます。事業の詳細や、歳入予算等につきましては、引き続き、各課長がそれぞれ説明いたしますの

で、よろしくご審査いただきますようお願いいたします。 

○総務部参事兼総務課長（野崎勇一君） 

総務課所管の予算について、ご説明します。総務部の予算説明資料１ページから５ページ、予算

に関する説明書は 112 ページから 119 ページをお開きください。まず、（目）１一般管理費のうち総

務課分は、18 億 9,889 万 9,000 円です。特定財源としまして、国庫支出金として自衛官募集費で 1

万 9,000 円、市民課の歳入である個人番号カード交付事務費 99 万 1,000 円、その他財源として土地

開発公社給与費で 1,443 万円、人事交流等負担金で 2,672 万 7,000 円の計 4,216 万 7,000 円を計上

しています。主な事業は、人件費のほか、国分・溝辺特攻慰霊碑保存委員会運営事業 30 万円などを

計上しています。次に、（目）２人事管理費で 6 億 5,562 万 9,000 円を計上しています。特定財源と

しまして、国庫支出金としてこちらも市民課の歳入である個人番号カード交付事務費 825 万円、そ

の他財源で大腸がん検診の共済組合助成金 121 万 2,000 円、職員退職手当準備基金繰入金 373 万

2,000 円、職員退職手当準備基金利子 446 万 5,000 円、会計年度任用職員の雇用保険料 696 万 9,000

円のほか、商工観光施設課の歳入である関平温泉使用料 320 万 7,000 円の計 2,783 万 5,000 円を計

上しています。主な事業は、県などからの業務支援派遣職員の給与負担や委託料などの人事及び給

与事務に関する人事管理事務事業 2,529 万 4,000 円、職員のメンタルヘルス向上を図ることを目的

にメンタルヘルス・ハラスメント対策事業として 463 万 8,000 円を計上しております。次に、予算

説明資料の２ページから３ページをお開きください。引き続き人事管理費で、意欲的な業務への取

組や能力の向上を図り、公平で透明性、納得性の高い人事評価を行うための人事評価運用事業 35

万 2,000 円、育児休業や病気休暇等代替職員に係る報酬等や会計年度任用職員の社会保険料及び雇

用保険料など会計年度任用職員管理事務 2 億 5,398 万 6,000 円を計上しています。次に、（目）３職

員研修費で 1,277 万 7,000 円を計上しています。主な事業は、実務に必要な知識や専門的な知識を

習得させるための一般職員研修事務 365 万 9,000 円、管理能力や人材育成能力の向上を図り、効果

的な部下育成を行うための管理監督者職員研修事業 29 万 9,000 円、全国市長会や海津市などに職員

を派遣し、幅広い視野を持った職員の養成を図る職員派遣研修事務 802 万 4,000 円などを計上して

います。次に、予算説明資料は３ページから４ページをお開きください。（目）４文書法制費で 4,813

万 8,000 円を計上しており、特定財源として、その他財源に総務課分の資料印刷代などの雑入分、

90 万 7,000 円を計上しています。主な事業は、庁内の法律問題について、顧問弁護士に相談を行う

市政顧問弁護士事務 125 万 4,000 円、自治会長を通じて文書等の配布・回覧を行うため自治会長宅

までの文書の送付を委託する自治会長宛文書発送事務 997 万 2,000 円、後納郵便料などに係る文書

収発事務 1,469 万 3,000 円、鹿児島県弁護士会に委託して行う無料法律相談事業 126 万 8,000 円な

どを計上しています。次に、予算説明資料の４ページから５ページをお開きください。（目）８財産

管理費のうち総務課分は５億 9,574 万 2,000 円です。特定財源としまして、地方債として合併特例

債で１億 8,050 万円、その他財源に駐車場使用料など 1,991 万 9,000 円を計上しています。主な事

業は、本庁舎や各総合支所等の維持・管理を行うための経費として、シビックセンター維持管理事

業で４億 3,225 万 5,000 円を計上し、国分ハウジングシビックホールの改修等を予定しています。

改修期間は令和７年９月から 12 月までの約４か月間を見込み、その間は利用制限を行う予定です。

また、総合支所維持管理事業で 7,274 万円を計上しています。以上で、総務課に関する説明を終わ

ります。 
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○財政課長（末増あおい君） 

財政課所管の予算について、ご説明します。歳入については、予算に関する説明書の 50、51 ペー

ジをお開きください。（款）11、（項）１、（目）１、（節）１地方特例交付金 6,000 万円は、住宅借

入金等の特別税額控除の実施に伴う減収分を補てんするために交付されるものです。次に、52、53

ページをお開きください。（款）12、（項）１、（目）１、（節）１地方交付税は、当初予算の概要の

説明と重複しますので省略します。 次に、84、85 ページをお開きください。（款）18 財産収入、

（項）１財産運用収入、（目）２利子及び配当金、（節）１基金利子 6,846 万 8,000 円のうち、 3,591

万円は財政課所管の基金利子として収入するものです。次に、92、93 ページをお開きください。（款）

20 繰入金、（項）２基金繰入金、（目）１、（節）１財政調整基金繰入金 35 億 1,000 万円は、財源不

足を補てんするために繰り入れるものです。また、（目）２特定基金繰入金、（節）１減債基金繰入

金 ４億円は、公債費の財源とするために、（節）２特定建設事業基金繰入金 ４億円は、普通建設事

業費の財源とするためにそれぞれ繰り入れるものです。（節）６まちづくり基金繰入金 ２億円は、

地域政策課、市民活動推進課及びスポーツ・文化振興課で実施する事業の財源とするため繰り入れ

るものです。次に、94、95 ページをお開きください。（款）21、（項）１、（目）１、（節）１繰越金 

２億円は、令和６年度の決算剰余金を前年度同額で見込み計上しています。歳入の最後として、106、

107 ページをお開きください。（款）22 諸収入、（項）６、（目）２、（節）10 雑入の ６億 1,339 万

3,000 円のうち、財政課の所管に係るものは、1,400 万円で、公益財団法人鹿児島県市町村振興協会

の宝くじ配分金を見込み計上しています。次に、歳出について、予算説明資料は６ページを、予算

に関する説明書は 116 ページをお開きください。（目）財政管理費は、予算編成・執行管理事務等に

係る事務経費として、 265 万円を計上しています。歳出の主なものは、統一基準による財務書類作

成支援業務委託 228 万 7,000 円です。（目）財産管理費は、 ８億 2,874 万 4,000 円のうち、財政課

の所管に係るものとして、 １億 352 万円を計上しています。歳出の内訳は、財政調整基金の積立金

として 3,964 万 3,000 円、減債基金の積立金として 688 万 1,000 円、特定建設事業基金の積立金と

して 5,484 万円、まちづくり基金の積立金として 215 万 6,000 円を計上しています。次に、予算に

関する説明書は 268 ページをお開きください。（目）元金は、借り入れた市債の償還元金 57 億 4,970

万 7,000 円を計上しています。特定財源は、その他特定財源として、住宅使用料及び減債基金を充

当しています。（目）利子は、借り入れた市債の償還に係る利子等 ２億 6,700 万 4,000 円を計上し

ています。歳出の内訳は、借り入れた市債の償還に係る利子 ２億 6,040 万 4,000 円、歳計現金が不

足した時の一時借入金に係る利子 660 万円になります。特定財源は、その他特定財源として、住宅

使用料を充当しています。最後に、予算に関する説明書は 272 ページをお開きください。（目）予備

費は、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるためのもので、前年度同額、 3,000 万円を計上し

ています。以上で、財政課に関する説明を終わります。 

○委員長（久木田大和君） 

ただいま執行部の説明が終わりました。これから質疑に入りますが、各費目の正規職員の人件費

に関する質疑などにつきましては、この審査のところで御発言願います。会計年度任用職員につい

てある場合はそれぞれの費目でお願いいたします。また、物品調達・役務に関する入札における予

定価格は原則公表しておりませんので当該事項に係る質疑及び答弁にはご注意ください。質疑はあ

りませんか。 

○委員（松下太葵君） 

メンタルヘルスハラスメント対策事業の対策業務委託っていう主な業務内容を教えてください。 

○総務部参事兼総務課長（野崎勇一君） 

  メンタルヘルスハラスメント事業での業務委託の内容ですけれども、基本的には職員からの相談

業務、そういったものがあれば対面での面談とかというものもございますけど、そのほか電話での
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対応していただいたり、あるいは 24 時間対応のＳＮＳへの対応、それとそのほかに年間を通して

安全衛生委員会の出席であったりとか、あとストレスチェック、そういったものの業務委託、それ

からアンケート調査、そういった業務を外部の専門機関に業務委託をして対応していただいている

状況でございます。 

○委員（松下太葵君） 

  この相談っていうのは何度してもこの金額は変わらないっていうのでよかったですかね。 

○総務部参事兼総務課長（野崎勇一君） 

相談回数に上限は設けておりません。 

○委員（前島広紀君） 

  口述書の２ページ、総務課にお尋ねしますけれども、土地開発公社の給与費ということで 1,443

万円あるわけなのですけれども、この土地開発公社というのは以前、解体するという話があったわ

けなのですけれども、まだ継続しているということでこういうことになっていると思うのですが、

ここの職員の概要、それと職務の内容、主な現在の職務はどういうふうになっていますか。 

○総務部参事兼総務課長（野崎勇一君） 

  土地開発公社の存続の意義でありましたり、その業務の内容というものにつきましては、所管は

企画部のほうで所管しておりますので、具体的内容につきましては企画部のほうで御確認頂ければ

というふうに考えております。職員につきましては、専従で事務局長が１人、また兼務といたしま

して令和７年度以降は職員数が減る見込みでございますけれども、令和６年度につきましては兼務

職員が３名、事務局長のほかに配置をしておりました。 

○委員（藤田直仁君） 

１ページ目、説明資料の１ページ目、人事管理事務事業の中の相互派遣職員給与等負担金等とい

うことで、去年より類似しているやつから見ると 100 万ぐらいアップしているのですけれども、こ

の内容についてもう少し説明をお願いいたします。 

○総務課主幹兼人事研修グループ長（安楽尚子君） 

  こちらの内容としましては、県から派遣をしていただいております建築指導課長の派遣職員 1 名

分の給与 950 万と、航空会社の ANA から受け入れている職員 1,000 万と、あと会議出席負担金等で

19 万 1,000 円を合わせまして、1,969 万 1,000 円を計上しているものです。 

○委員（藤田直仁君） 

ＡＮＡは１名でしたっけ。 

○総務部参事兼総務課長（野崎勇一君） 

  ＡＮＡからは１名でございます。 

○委員（松枝正浩君） 

総務課のほうにお尋ねをいたします。先ほど松下委員のほうからもありましたハラスメントの関

係でありますけれども、２ページに一般職員の研修事務ということで、委託料がハラスメント防止

研修で 37 万円、そしてまた１ページに、それを受けてのメンタルヘルスハラスメント対策事業とい

うことで463万8,000円ということで上げてあるわけですけれども、事務事業評価を見てみますと、

なかなかこの数値が下がっていないという状況もあるわけですけれども、この辺の研修の効果です

ね、有効的な効果であるのかどうかというところについてはどのように考えられているのか、お示

し頂けますか。 

○総務部参事兼総務課長（野崎勇一君） 

  メンタルヘルスハラスメントその効果がいかにというところでございますけれども、研修を受け

ている職員も年次的に受けておりますし、業務を専門事業者のほうに委託もしているというところ

でございまして、現在長期的な病休を伴うようなそういった職員数というものが、これまでは非常
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に多い状況だったというところではございますけれども、令和 5 年度に対しまして令和６年度現在

の長期的な入院職員数とか、休職職員数というものは減少しているところでもございますので、少

しそういったものでは効果があらわれているのではないかというふうには考えているところです。 

○委員（松枝正浩君） 

予算を計上しているわけですので、少しでもこの職場環境は変わりながら、研修も受けて、そこ

を減少方向に持っていって、しっかりと働けるような所をつくっていかなければならないのかなと

いうところで思っておりますので、それについても含めて検討を令和７年度の中で行っていただき

たいなというふうに思っております。それから、予算説明資料の３ページの職員派遣の研修事務と

いうことで、様々なところに派遣をなさっているわけですけれども、この辺のところの成果をどの

ように見られて、この令和７年度の予算措置となされたのか少し御説明頂けますか。 

○総務課主幹兼人事研修グループ長（安楽尚子君） 

  国、県等に派遣をいたしまして、専門的な知識、あと全国での人脈等々をネットワークとして得

て帰ってきている職員が多数増えているところであります。その報告会も毎年行っておりまして、

次年度の手を挙げてぜひ行きたいという職員もおりますので、そういった面ではつながっていって

いるのかなというふうに考えております。 

○委員（松枝正浩君） 

帰庁の報告というのもあられるということでありますけれどもこれは、全庁的に全職員に対して

帰庁の報告というのがなされているのでしょうかお伺いいたします。 

○総務課主幹兼人事研修グループ長（安楽尚子君） 

報告会のほうについては、まず、庁議メンバーのほうで報告会をまずしております。そのあとに、

別な場面で若手職員を中心に報告会を開いております。その後、その報告会の資料というものは、

グループウェアのほうで掲載しておりまして全職員が見られる形となっております。 

○委員（松枝正浩君） 

様々な形で行かれた内容を公表していただきながら、もっと行きたくなるようなふうに持ってい

っていただきたいなということと、やはり外から霧島市を見るということは非常に大切なことであ

りまして、人脈も先ほどおっしゃられたようにそうだと思います。このように職員の資質を上げて

いくという点からも、ぜひここは周知をしながら皆さんが応募をしたくなるような方法というのを

今後とっていただきたいなというふうに思います。それから、職員の弁護士というのがおられたと

思うのですけれども、この採用関係で令和７年度どのようになっているのかお示し頂けますか。 

○総務部参事兼総務課長（野崎勇一君） 

  任期付職員といたしまして、令和５年度までは弁護士を採用できていたところでございますけれ

ども、令和６年度から現在不在というような状況となっております。不在となってから以降、継続

しまして職員採用募集ということで、案内を出しているところではございます。これまでは面接ま

で頂けた対象者はお１人いらっしゃいましたけれども、採用まで至っていないというようなところ

でございますので、今後も継続して募集を行っていきたいというふうに考えております。 

○委員（松枝正浩君） 

令和５年度までいらっしゃって、今いないということで非常に日頃、様々な業務の中で相談をす

るという方がいなくなるというのは非常に心細くなるところもあると思っております。様々な方法

での広報というものが必要ではないかなと思いますので、現在している方法に合わせて、また新た

なですね募集の方法というようなことも考えながら、ぜひ令和 7 年度は任期付弁護士の方の採用を

していただきながら、職員の皆さんが安心して業務に打ち込めるような体制というものをつくって

いただきたいというふうに思います。 

○委員（木野田誠君） 
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３ページの職員派遣研修事務についてお伺いしますけども、松枝委員のほうからも質問がいろい

ろありましたけれども、松枝さんは 10 年ちょっと前に派遣されていた１人ですから、先ほどおっし

ゃったように、いろんなことが十分分かっていると思います。私が質問したいのは、派遣先が全国

市長会、鹿児島県、海津市それから地方公共団体システム機構とあるわけですが、こういうところ

に何名ずつ派遣される予定なのか、それと期間とお示し頂きたいと思います。成果については、そ

こらの１年２年ではないと思います。やはり 10 年ぐらいしたときに、やっぱ研修の成果が出てきた

なというのを今まで私自身が外部から職員さんの方を見て、そういうふうに感じているところです。

大いに勉強していただきたいと思います。 

○総務部参事兼総務課長（野崎勇一君） 

  職員派遣の派遣先と派遣期間でございますけれども、令和７年度は延べ８名を派遣する予定とい

たしております。派遣先といたしましては、県外で地方公共団体情報システム機構Ｊ－ＬＩＳと言

われるところに１名、これは今年度から来年度にかけての継続になります。全国市長会が１名、そ

れから海津市が１名、市長会と海津市につきましては派遣期間１年ということで、県外が３名にな

ります。失礼しました。市長会につきましても、派遣期間は２年でございました。それから県内が

県市町村課に１名、これは期間１年です。それから、姶良地域振興局に１名、これは派遣期間が２

年になります。それから、後期高齢者医療広域連合、これが今年度から来年、再来年度までの３年

間の派遣として１名、そして県の文化振興財団に上野原縄文の森とみやまコンセールに各１名ずつ

の２名、２年の派遣となっているところです。 

○委員（野村和人君） 

３ページの文書収発事務についてお尋ねさせてください。市に到達したものをほかにということ

なのですが、これは総合支庁とかそういったものに送ってらっしゃるのかなと思うのですが、その

辺の背景とどのぐらいのペースで送られたりしていらっしゃるのかをお尋ねします。 

○総務課主幹（柳田謙一郎君） 

  文書収発事務に関する御質問です。市に届く分については、郵便物だったり、宅急便だったり、

そういったものが届いた分を庁内各課に配布いたします。それから、逆に送るほうについては、毎

日定時までに４階の文書室に集まってきた郵便物等をその日のうちに郵便局等に引渡しております。 

○委員（野村和人君） 

送り先は総合支所などでよろしかったですか。 

○総務課主幹（柳田謙一郎君） 

  一般の業務に関わる郵便物なので、外の関係する団体とかいろんなところに発送される一般の郵

便物です。御質問は本庁から総合支所へ文書等を運ぶことに関する御質問ということでよろしいで

しょうか。この３ページの文書収発事務というのは、先ほど御説明申し上げたとおり、郵便等で送

る分なのですけども、本庁から総合支所に送る分について、他の事業で庁舎間の使送事務というの

がありまして、そこは毎日１名の運転手が決まったコースで配送しております。 

○委員（野村和人君） 

内容的に本書じゃなくてもいいパターンとかいろいろあるのかなと、スキャナをとってメールで

送るとかそういったものもできるのかなというふうに思うのですけども、そういった工夫は何かご

ざいますか。 

○総務課主幹（柳田謙一郎君） 

  昨年の９月補正でも郵便料金の値上げ等もありましたので、その辺もありますので、郵便料金を

抑えていく必要があるかと思っております。その中で、今おっしゃられたとおり、今まで郵便で送

ってきた分をメールに切替えていくという、細かい部分を積み上げていくっていうことで経費を抑

えていくということも庁舎内でお願いしているところです。 
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○総務部長（小倉正実君） 

今の御質問について関連ですけれども、財政課が主体となりまして、やはり経費削減対策という

ことで言われたような、例えばですけれど、開催通知等については、通知だけであればもうメール

等でお送りするような形で、郵便料金の値上げに対応した経費削減も努めるようにということで周

知をしているところでございます。 

○委員（藤田直仁君） 

しつこくてごめんなさい。先ほどのことなのですけれども、派遣給与の部分なのですけど、ＡＮ

Ａのほうにお１人で 1,000 万っていうのは、個人的に給与を渡しているのではなくて、会社にとい

うことだろうとは思うのですけれども、勤務の内容というか体制、勤務体制とそれから勤務の内容

についてちょっと教えていただけませんか。 

○総務課主幹兼人事研修グループ長（安楽尚子君） 

  ANA のほうから１名、観光ＰＲ課のほうに配置をしております。主な業務としましては、市特産

品の流通促進に関すること。霧島茶や工芸品の販売促進、市特産品のプロモーションマッチングに

関すること、事業者や農家とホテルや飲食店のマッチング事業、あと、インバウンド誘客事業、航

空会社とのコラボ事業の展開等を行っているところです。そのほかに関しましては、スポーツキャ

ンプの受入れ支援とか、そういうことを行っております。 

○委員（藤田直仁君） 

  次は４ページ、財産管理課のほうにお聞きしたいのですが、シビックセンターの維持管理事業の

ところで、委託料が今年度は 3 億円強になっているのですけれども、去年を見ますと 1 億円ぐらい

だったのですが、この２億円アップした理由というか中身について教えてください。 

○総務課総務管理グループ長（小島 崇君） 

委託料につきましては、人件費や物価上昇により、清掃業務や保守業務の多くが増加傾向にあり

ますが、今回大きく増額になった理由は、冒頭でも口述でございました国分ハウジングシビックホ

ール、こちらのほうの改修事業、こちらのほうを１億 9,000 万のほうで計画しておりまして、増額

の大きな要因となっております。 

○委員（前川原正人君） 

この口述書の６ページの部分ですけれども、牧園木工所解体業務ということなのですが、これは

どういうこの歴史背景があったのかお知らせ頂けますか。 

○総務部財産管理課主幹兼財産管理グループ長（向吉孝司君） 

  こちらの牧園木工所解体工事でございますけれども、こちらは昭和 29 年に木造の保育所施設と

して新築されてから 70年が経過している施設になります。保育所が廃止してからは、しばらく活用

されておりませんでしたが、平成 14年から平成 26年まで木工所として貸付けられていたものにな

ります。しかし、平成 28年以降は木工所も閉鎖され、現在まで空き家の状態で廃屋となっておりま

す。老朽化が激しく、屋根の一部や建具等も外れ、台風等で倒壊の危険が高いことから、このよう

な工事費を計上しております。 

○委員（前川原正人君） 

ということは後々の利活用については、まだ今後検討していくという理解でよろしいですか。も

うそのまま置いとくのか更地にして終わりなのかどうか。 

○総務部財産管理課主幹兼財産管理グループ長（向吉孝司君） 

  ここの解体を行った後の活用については、ちょっとまだ現段階では検討ができておりません。 

○委員（前川原正人君） 

もう一つは債務負担行為のほうで、予算書の中の 8 ページになりますが、公共施設照明ＬＥＤ化

事業ということで、今後 10 年間、令和８年から令和 17 年度まで３億 5,471 万 9,000 円ということ



23 

 

で、大体１年で 3,500 万円ほどを投じていくという予定にはなっているのですけど、この目標のい

わゆるＬＥＤ化をどの程度見込んでいらっしゃるのか、目標ですね。その辺についてはどのように

お考えなのかお聞きをしておきたいと思います。 

○財産管理課主幹（堀切貴史君） 

  あくまでもこの事業を使っての目標となりますけれども、令和９年度を目途に 100％を目指して

いきたいというふうには考えて、計画に沿って進めているところでございます。 

○委員（前川原正人君） 

これはあくまでも 17年の全体のスパンの中で、庁舎については９年だよと。ほかのいわゆるその

公民館、街路灯とかそういうのも含んでいるのだというそういう理解でよろしいですか。 

○財産管理課主幹（堀切貴史君） 

  街路灯とか、そういったものは含んでおりません。 

○委員（前川原正人君） 

お聴きをしたいのは、債務負担行為として令和 17年度まで予定されているわけですよね。今おっ

しゃった令和 9 年度で施設の管理の部分については、整備事業としては終わらせていくのだという

ことですけど、そうすると、後の９年以降の部分が、見えないわけですよ。そこはどうなっている

のですか。 

○財政課長（末増あおい君） 

  今年、今回債務負担行為に上げてありますこの３億 5,400万というのは、令和７年度に整備をす

る部分についての債務負担行為ですので、先ほど財産管理課のほうで御説明いたしました８年度、

９年度に整備する分はそのたびに債務負担行為を設定します。ですから、この３億 5,000 万につき

ましては、令和７年度に事業をしてＬＥＤ化を導入する施設分のみが入っている状況です。リース

で行いますので。 

○委員（前川原正人君） 

おっしゃったのは要するにリース料が入っているので、その分の返済も入れてという、そういう

理解なのですか。終わることは９年で終わるよと。リース料として支払いをしていくというのが 17

年度までと。ただし、９年度で事業としては一応終わるよという意味なのですか。 

○財政課長（末増あおい君） 

  今回こちらに上がっているのは、令和７年度中に整備をする施設の分だけです。７年度中にＬＥ

Ｄ化をして、リースが開始される施設の分のみがここには計上されていますので、また８年度にな

りましたら、新しい施設をする場合は、別な債務負担行為を設定して、８年度に整備した場合は、9

から 18 というような 10 年間でリースで払っていくという形になりますので、今回の分は令和７年

度に整備する施設の分のリース料だけが計上されております。８年度、９年度でリースを開始する

分はまた、翌年度翌々年度で上がってまいります。 

○委員（前川原正人君） 

失礼しました。最初に戻りますけど、結局は７年度でどれぐらいのもうほぼ 100％終わるという

見込みなのですかそのＬＥＤ化っていうのは。 

○財産管理課主幹（堀切貴史君） 

  あくまでも本事業で計画している施設に関してになりますけれども、令和７年度末の見込みとし

ては、44％程度の整備率を見込んでいるところでございます。 

○財産管理課長（宗像茂樹君） 

補足で説明したいと思います。あくまでも対象につきましては公共施設ということで、新年度以

降につきましては、7 年度につきましてはスポーツ施設等を中心に整備を行っていきますけれども、

8 年度以降につきましては、そのほかの施設で公民館だったりとか、公園だったりとかそういった



24 

 

ところを今のところ予定をしているところでございます。 

○委員（前川原正人君） 

そうすると、ある意味というかもう当たり前のことですけど、電気代等の節約にもつながるとい

うことになると思うのですけど、そういうこの試算というか今おっしゃった 44％ぐらいが整備をさ

れていくという見込みの中で、どれぐらいの節約効果というのを期待されているのですか。 

○財産管理課長（宗像茂樹君） 

  これまでシビックセンターとか、学校等を整備してまいりました。特に、この試算につきまして

は非常に難しい状況がございまして、例えば、シビックセンターでございますと、電気料金のほか

に空調だったり、ほかの電気使用量が乗っかってきますので、なかなかその効果というのが見えづ

らいっていうところもありましたので、今後、業者と協議をしながら、照明代がいくら削減できる

かという具体的な数字を示してほしいというような協議も進めているところでございます。一般的

に言われますのは、ＬＥＤに変えると 60％から 70％の使用量が削減できるっていうふうに言われ

ているところでございます。 

○総務部長（小倉正実君） 

補足説明でございますけれども、ＬＥＤ化については、当然財政的な面の経費削減ということも

考慮した上ではありますけれども、それ以外に本市におきましては、ゼロカーボンシティの宣言等

をしておりますので、そういう宣言に合わせた施策ということで進めているところでございます。

先ほどの前川原議員の御質問の中で、ＬＥＤ化事業ですけども、当初予算説明資料のほうの 289ペ

ージをお開き頂ければと思います。289 ページの下から６項目のところに公共施設照明ＬＥＤ化事

業というのを掲載しておりますけれども、こちらにありますとおり、今回が三つあるうちの 1 番下

の７年度で設定する分が今回分になりますけども、それ以前に５年度、６年度それぞれの事業に合

わせて、債務負担行為を設定しているところでございます。 

○委員（前川原正人君） 

失礼いたしました。ありがとうございました。もう１点は、この口述書の中で公有財産登録事務

ということで 150 万円。これは毎年予算化されて、少しずつ未登記物件の解消を図るというのが目

的なのですけど、今年の本年度予算で大体何件を目途に、そして、あと残りが大体どれぐらいの未

登記物件があるのかお知らせ頂けますか。 

○財産管理課長（宗像茂樹君） 

  財産管理課で予算計上をしておりますけれども、建設部など各担当部署で持っているものに対し

て未登記解消の取組の中で必要な経費を計上しているところでございます。また、未登記解消につ

きましてはそれぞれの担当部署において取り組んでいるところでございますので、具体的に何件と

いうのは申し上げられないところでございます。見込みとしてあくまでも 150万円計上していると

いうことでございます。 

○総務部財産管理課主幹兼財産管理グループ長（向吉孝司君）主幹 

  現在の未登記件数でございますけれども、これは令和６年３月 31日現在でございます。1,577件

でございます。 

○委員（前島広紀君） 

  口述書の３ページの下のほうなのですけれども、主な事業は本庁舎や各総合支所等の維持管理を

行うための費用として、シビックセンター維持管理事業で４億 3,225 万 5,000 円を計上して、国分

ハウジングホールの改修等を行うということなのですけれども、先ほど藤田委員からの質問の中で、

説明資料の数４ページのところ、下のところなのですけれども、ここの委託料のところに１億 9,000

万改修費が入っているということの説明だったわけなのですけれども、まずこれは国分ハウジング

ホールの改修費ということなのですかね。 
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○総務部参事兼総務課長（野崎勇一君） 

  国分ハウジングホールではなくて、国分ハウジングシビックホールになります。 

○委員（前島広紀君） 

  国分ハウジングシビックホールの改修費ということで、１億 9,000 万ということなのですけれど

も、まずお伺いしたいのはどうして委託費の中に入ったのか伺いたいのですけれども。 

○総務課総務管理グループ長（小島 崇君） 

  国分ハウジングシビックホールの改修につきましては、舞台機構であったり、舞台照明であった

り、それから音響設備、それからエレベーターというふうなものを改修の中に考えているところで

す。それぞれ舞台機構、照明、アンプスピーカーそれぞれのものにつきましては、現在保守をして

いるような機械経費になりまして、その中の一部を更新するということになりましたので、委託料

というような形で考えているところになります。 

○委員（前島広紀君） 

  ここの施設は、国分ハウジングに管理委託しているわけですか。 

○総務課総務管理グループ長（小島 崇君） 

  国分ハウジングシビックホールにつきましては、管理委託をしているわけではなく、ネーミング

ライツということで名前のほうを使っていただいて、その中から経費を一部ちょうだいしていると

いうふうなことになりますので、管理委託自体は市役所の総務課のほうになります。 

○委員（前島広紀君） 

それならなおさらのことを修繕費が何で委託費の中に入るのですかね。 

○総務課総務管理グループ長（小島 崇君） 

改修の委託というふうな形で考えております。修繕ではなくてですね。新規に変えるというふう

なところで委託料というところで計画させていただいてるところになります。 

○委員（前島広紀君） 

だからお伺いしたい。ちょっと理解できないのは、どうして工事費じゃないのか、委託費なのか。

例えば、その上に修繕費とかありますよね。9,900 万円かな。それとか工事請負費、下から３段目

のところなんだけど、これは 5,290 万円。こういうことで、修繕費とか工事費とかいうことで上が

ってるわけだけど、どうして委託費という科目になるのか。そこのところがちょっと理解できない

ところがあるんですけれども。 

〇委員長（久木田大和君） 

一旦休憩します。 

「休 憩  午前１１時３９分」 

―――――――――――――――――――― 

「再 開  午前１１時４０分」 

○委員（久木田大和君） 

再開します。 

○総務部長（小倉正実君） 

今回、委託料という形で予算計上させていただいたのは、現在、委託でいろんな機器等を保守管

理をしていただいているところでございます。その中で、その機器が壊れたから修繕するというこ

とではなくて、今の国分ハウジングシビックホール全体をどういう今後の運用をするかということ

も含めた上で改修をしようというふうに考えておりまして、そうした場合に、どのような運用する

かということを含めた上で、どういう機器が適切であって、それに交換していくかということを総

合的に委託をするというふうな考え方で来ておりますので、委託料ということで計上しているとこ

ろでございます。 
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〇委員長（久木田大和君） 

休憩します。 

「休 憩  午前１１時４１分」 

―――――――――――――――――――― 

「再 開  午前１１時４２分」 

〇委員長（久木田大和君） 

再開します。ほかにありませんか。 

○委員（木野田誠君） 

説明資料の７ページです。公共施設照明のＬＥＤですね、ここでちょっとお願いがあるんですけ

ども、１市６町合併して、支所の照明はこうこうとしているところの前にはですね、前にはと言っ

ていいのかな。しているとこもあるんですけど、霧島の場合は暗いんですよ。真っ黒。会議があっ

て出てくると、階段があるんで、踏み外すそうで怖いんですけども、これは総合支所長にも言った

んですけれども、早急に照明を付けてくれということで言ってあるんですけれども、ここに出てき

ましたので、この場でもお願いしときますのでよろしくお願いします。それで、これはお願いで、

その上の財産管理総務管理事務事業で、一番下の使用料及び賃借料ということで、霧島ＪＲ自転車

置場というふうにあるんですが 20 万円、これはどういう意味の賃借料の計上になるんですか。 

○財産管理課長（宗像茂樹君） 

使用料及び賃借料につきましては、神宮駅の敷地内にあります自転車置場、これの使用料になり

ます。 

○委員（木野田誠君） 

どの自転車置場を言ってらっしゃるのか私は全然分からないんですけれども、あそこにある自転

車置場というのは、ライオンズクラブで設置した自転車置場が長いのがあるんですけれども、その

ほかには、自転車置場は今のところ見当たらないし、今後計画されてる自転車置場であれば、そこ

を詳しく教えてください。そもそも、この２万円の予算はどこから上がってきた予算申請なんです

か。 

○財産管理課長（宗像茂樹君） 

支所のほうから、予算要求に基づくものでございます。 

○委員（木野田誠君） 

ちょっと、今まで見たことのない項目だと思うんですが、その辺はどうなんですか。 

○財産管理課長（宗像茂樹君） 

予算計上については、昨年度も計上しているところでございます。 

○委員（木野田誠君） 

あともってで結構ですので、どういうところに使う２万円なのか教えてください。 

○委員（前川原正人君） 

口述書の７ページになりますが、霧島市簡易水道事業への運営補助として、5,199 万円というこ

とですけど、上水道の場合は、独立採算ということで、上水道の会計の中で運用していくんですけ

ど、簡易水道の場合は、交付税の算定基礎に入っていると思うんですね。地方交付税の算定基礎に

入ってて、その分が 5,199 万円満額なのかどうなのか、お聴きをしておきたいと思います。 

○総務部長（小倉正実君） 

すいません、交付税措置については、また後もって確認した上で答弁させてもらいます。 

○委員（前川原正人君） 

旧福山町のときのは、交付税の算定基礎に入ってるということで理解をしていたんです。今度は

合併をして、上水道と簡易水道と霧島市になって二つの会計は、最初は別々でしたけど一緒になっ
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ているんですけど、そこはまたあと確認が出来次第、交付税の算定基礎にはなっていると思うんで

すが、そのことが満額がどうなのかということはまたお知らせいただければと思います。それとも

う一点は、工業用水道事業費の運営補助として 300 万円を計上と。もうこれはあくまでも、特別会

計の場合は独立採算が大前提なんですけど、これも去年は僕はおりませんでしたので、一昨年以前

の議論の中で、この 300 万円はなくしていくんだということで、方向性をお示しになられた経緯が

あるんですけど、これはいつまでぐらいにこの 300 万円を独立採算のほうに持っていくということ

になっていくのかですね。その見込みとしてどうなのかという点をお聴きをしておきたいと思いま

す。 

○総務部長（小倉正実君） 

こちらのほうでは、総務部の中では具体的な水道事業計画についてのところの詳細はちょっと把

握しておりませんけれども、今までの経緯の中の話の中では、工業用水道事業会計と通常の水道事

業会計を今後統合していくというような話がありますので、その中で、同様に水道事業会計の中で

統合されれば、もうその中の水道事業会計全体の中で採算性を踏まえながら事業運営されていくも

のと考えておりますので、そうやった場合には今、前川原委員がおっしゃられたとおり、一般会計

からの負担金というのはなくなっていくのではないかというふうに考えております。統合する方向

性はあるというふうには聴いておりますけれども、具体的なことでしたらまた水道事業会計のほう

で御質問いただければと思います。 

○委員（池田綱雄君） 

３ページ、もう何人もされましたけど、職員の派遣事業、これについて、木野田委員から派遣先

の質問があって、派遣先はもう大体分かりましたけど、その中に、自治大学校の派遣というのがな

かったように思うんですが、今も自治大学校の派遣はあるのかどうかが１点と、そして派遣員につ

いては、選考は、職員が応募されてくるのか、あるいは人事のほうで決められるのか、そこをお聴

きします。 

○総務部参事兼総務課長（野崎勇一君） 

自治大学校への研修につきましては中長期の数か月にわたるような研修につきましてはこれまで

派遣してきた実績はございますけれども、ここ数年、募集をしてもなかなか応募者がいないという

ような状況がございます。そういった中で、特定の、数週間、１週間、２週間とかいうような特定

の講義を目的としたそういった研修等へは、希望者があれば派遣をしているところでございます。

あと、それぞれ先ほど申し上げました、様々な派遣先への応募につきましては、自薦あるいは他薦

問わず、応募を頂きまして、それをまた面接等を通じまして選考をしているというところでござい

ます。 

○委員（池田綱雄君） 

なぜ聴いたかというと、私も昔、自治大学校にちょっと行かしてもらったんですが、お金が要る

んですよね。東京に行けばですね。だからやはり、勝手に人事のほうで決められるのではなくて、

相手方の意見もきいて派遣をしてもらいたいなということを要望しておきます。 

○委員（松枝正浩君） 

それでは、予算説明資料の４ページ、５ページということで、総務課のほうにお尋ねをします。

シビックセンターの維持管理事業の中で、修繕料が936万6,000円ということであがっております。

それから、５ページにいきますと、総合支所の維持管理事業で修繕料が 568 万円ということで、５

総合支所で、１総合支所当たり平均して出してみますと 113 万 6,000 円、そしてまた、隼人市民サ

ービスセンターにおきましては修繕料が 50 万円ということでばらつきがあるわけですけれども、い

ろいろ老朽化してきますといろいろ目立ってきて、市民の方が来られるにも危険な状態というのも

起こりうる可能性もあるわけです。この辺のところで、この金額で足りるのか、もうちょっと増や
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すべきじゃないかと思いますけど、この辺の考え方としていかがでしょうか。 

○総務部参事兼総務課長（野崎勇一君） 

公共施設の適正な維持管理というものにつきましては、日頃から、それぞれの所管している担当

課において、日常の点検、あるいは管理委託等を行っている関係業者の点検等の結果を踏まえまし

て行っているところでございますけれども、今回、予算計上している内容につきましては、そうい

った関係事業者からの定期点検の結果等を踏まえる中でやはり修繕等が必要と思われるようなもの

等も含まれて、令和７年の予算計上を行っているところでございます。際限なく、その維持管理経

費というものに予算をつけられるという状況であれば、様々な、そういった施設の修繕、補修とい

うものはできるかもしれませんけど、限られた予算の中で、そういった安心安全な公共施設を提供

していくという中での対応としては、必要最小限の予算の中で対応していく中では、そういった維

持管理等の中で指摘を受けた、そういった部分を中心に予算計上しているというところでございま

す。 

○委員（松枝正浩君） 

確かに限られた財源の中でしていく、そしてまた優先順位、何よりも市民の方が来られる施設で

ありますので安心安全という視点が一番大切だと思います。そこをもってやっていくという話であ

りますけれど、それではお聴きしますけれども、総合支庁の維持管理事業の中で修繕料が 568 万円

ということでありますけれども、この内訳、各総合支所ごとに幾らずつの修繕料になっているのか

お示し頂けますか。 

○総務課総務管理グループ長（小島 崇君） 

各総合支所の修繕料につきましては、まず、溝辺につきましては、突発的な事業ということで 35

万円。横川につきましては 10 万円、牧園につきましても 10 万円、霧島につきましては、突発的な

ものの 60 万円にプラスしまして、３階屋上ドームの取り替え修繕であったり、先ほどありましたよ

うに業者のほうから上がってきた、そういうふうなものの修繕事業というのがございます。それか

ら福山のほうに 40 万円、全体的なもので使うものとして予備として 20 万円というふうなところに

なります。申し訳ございません、追加で、溝辺のほうは自動ドアの修繕、こちらのほうもございま

したので、つけ加えさせていただきます。 

○総務部参事兼総務課長（野崎勇一君） 

ただいまグループ長が申し上げました、そこの中で霧島総合支所の中では消防法に関する指摘等

を受けている部分がございまして、そこに予算といたしましては 300 万円程度の修繕見込みを立て

ているところでございます。 

○委員（松枝正浩君） 

はい、分かりました。予算がつかないとなかなかこの修繕をしたくてもできないという状況があ

りますので、安心安全の面を大事に考えながらつけられているとは思いますが、しっかりとその点

については、予算措置をなされながら執行のほうをしていただきたいというふうに思います。それ

から、総務課のほうに、事務事業評価の中で職員表彰の関係がありますけれども、令和６年度が３

万 2,000 円という予算が当初でついているようですけれども、令和７年度で予算が幾らまずついて

いるのかお示し頂けますか。 

○総務課主幹兼人事研修グループ長（安楽尚子君） 

職員表彰事務のほうは、４万 1,000 円になります。 

○委員（松枝正浩君） 

分かりました。この中身を見てみますと、勤続年数による表彰というのが数値としては上がって

おりますけれども、優秀な方ですね、優秀な方についての数字というのが全く入ってきていないわ

けですけれども、モチベーションを上げていくという視点からいくと、ここについても表彰をして
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いくべきではないかというふうに思いますけれども、令和７年度、そのようなお考えはないのかお

示し頂けますか。 

○総務課主幹兼人事研修グループ長（安楽尚子君） 

委員のおっしゃるとおり、現在は勤続 20 年以上で勤務良好な方と、あと、15 年以上で退職した

方に対しての表彰で、この事務を行っております。今後、そういった優秀な方への表彰というとこ

ろは、ちょっと今のところはないんですけれども、御意見を頂きましたので、考えていきたいと思

います。 

〇委員長（久木田大和君） 

ちょっとまだ多く質問はありますでしょうか。ここでしばらく休憩をいたします。 

「休 憩  午前１１時５９分」 

――――――――――――――― 

「再 開  午後 ０時５９分」 

○委員長（久木田大和君） 

それでは休憩前に引き続き会議を開きます。 

○財政課長（末増あおい君） 

午前中に前川原議員からお尋ねのありました簡易水道事業の負担金の関係ですけれども、簡易水

道事業を行う元利償還金の２分の１について一般会計から繰り出しを行っておりまして、地方普通

交付税の基準財政需要額に算入されております。 

○財産管理課長（宗像茂樹君） 

午前中に木野田委員のほうから御質問のありました、使用料のことについてお答えいたします。

使用料につきましては、霧島神宮駅の足湯があります隣に自転車小屋がございますけれども、それ

の敷地に対する敷地料というか、使用料でございます。 

○委員（前川原正人君） 

今財政課長のほうから 5,199 万円は、基準財政需要額の中で交付税算入がされているということ

なんですが、これも金額というのは満額、水道会計へ繰り出しているという理解でいいんですか。 

○財政課長（末増あおい君） 

元利償還金にかかる部分については繰り出しております。 

○委員（前川原正人君） 

すいません、ちょっと理解がまだ深まってないんですけど、簡易水道の場合は、交付税の算入に

入りますよっていうのは私たちはそういう理解をしてるんです。ですから今回の 5,199 万円ってい

うのは、元利償還金分だけという理解なんですか。それともほかにも繰出金という点でいけば元利

償還金とは別に、ほかの部分でも、水道会計への歳入、繰り出しという点はどうなんですか。 

○財政課長（末増あおい君） 

すいません児童手当の負担金のほうも、簡易水道のほうに出しておりますので、その分がありま

す。 

○委員（有村隆志君） 

今の関連で確認です。今、簡易水道は市内にたくさん、林務が管理する、上下水道部にもあるの

かな。それから、共生協働にもあるのかなというふうに、簡易のものがあるわけです、ような気が、

聞いてるん、考えてるんですが、このお金の中から各簡易水道に直接払うような、負担金例えば林

務水産に払ってとか、そういう振り分ける、簡易水道に係るお金を直接払ってる分がありますか。

そこは、例えば林務水産に振り分けてますよとかそういうものがありますか、もうそれは全くない。 

○財政課長（末増あおい君） 

財産管理課のほうで出しているのは水道、上下水道部に出している分だけです。 
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○委員（有村隆志君） 

近年ですね簡易水道を持っていらっしゃる方々が、もう管理が大変だということでお話があるも

んだから、これはもう上下水道部だけに出てるということでいいですね。確認。 

○委員（松枝正浩君） 

財産管理課のほうにお尋ねをいたします。説明資料の８ページ、公共施設マネジメント計画推進

管理事業の中で 190万 8,000円ということで出てきておりまして、昨年度が 1,081万 7,000円という

ことで、昨年度の資料を見てみますと、２期の実施計画、期の策定業務が大きく影響しておりまし

て、今年度、下がっているところでありますけれども、先ほど総括の中で少し申し上げたところで

ありますけれども、歳入の視点で言ったときに、この予算説明書のですね、84、85 の財産貸付け収

入のところがあるわけですけれども、これが昨年度より若干ですね、下がってきている。収入の確

保をする視点でいけば、これがもう少し出てくるのではないかというふうに思うわけですけれども

この辺のまず背景どのように、どのようなことでこの、昨年より少なくなっているのかですね、お

示し頂けますでしょうか。 

○財産管理課長（宗像茂樹君） 

財産管理課のほうで所管しております行政財産使用料の比較でも構いませんか。６年度と７年度

に比較いたしますと、さほど変わりはないのかなというふうには思っております。ただ、評価の関

係で使用料を出したりしますので、評価の上限に、変動によりまして、使用料が変わってくること

もありますので、そこらあたりでちょっと差額が出てるのかなというふうには考えております。 

○委員（松枝正浩君） 

この予算説明書ですね、説明書の中の 84、85 になりますけれども、財産管理課だけの分では、恐

らく今の説明でいくと全部ではないなというふうに思ったところでありますけれども。それではこ

の歳入を確保する上で、市長の施政方針を含め、本日のやりとりの中でも出てきておりますけど歳

入をどのように確保していくかというところでありますけれども、この令和７年度、具体的な取組

ですね、どのようなものを想定をしていらっしゃるのかですね、お示し頂けますか。 

○財産管理課長（宗像茂樹君） 

先ほど大変失礼しました。84ページの 84、85ページの建物貸付け料がここに計上してございます。

ここについては、６年度からすると、若干増えておりますので、ここらあたりは財産管理課のほう

の所管の分には増加しているということでございます。それから、令和７年度以降の歳入確保に対

する取組ということですけれども、前年に引き続きまして、ネーミングライツの新しい施設の導入

であったり、例えば、公用車の事業者広告であったり、そういったところについては引き続き、継

続して取り組んでいきたいというふうに思っております。そのほかに、例えば、庁舎内での広告で

あったり、そういったところについては、先進事例を今後また、引き続き調査、調査研究しながら

霧島市で導入できる分については、検討してまいりたいというふうに考えております。 

○委員（松枝正浩君） 

今ネーミングライツの話が出たところでありますけれども、令和７年度具体的な施設でどこを想

定をしているのかというのが決まっていましたらお知らせいただけますか。 

○財産管理課長（宗像茂樹君） 

ネーミングライツにつきましては事前にお知らせをいたしておりましたけれども、牧園のみやま

の森運動公園のところについて、ネーミングライツを４月１日から導入いたす予定でございます。 

○委員（松枝正浩君） 

牧園は以前にお知らせがあったわけですけれども、それ以外のところで、今施設として、歳入確

保の視点で考えているようなところがあるのかどうかですね、お示しいただけますか。 

○財産管理課長（宗像茂樹君） 
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具体的にはどういった施設にということは、まだ計画はしておりませんけれども、逆に事業所等

からこういったところに導入ができないかといった提案もないとも限りませんので、そういったと

ころも含めて、私どものほうも、そういった、協力していただけるような企業がないのかどうか、

そこあたりについて、広く、この制度について、周知していきたいというふうに考えております。 

○委員（松枝正浩君） 

担当課だけではなかなか難しいと思いますので、ほかの部署ですね、企業であったり、様々に業

務を内部ではされておられますので、連携を図りながらですねこれ全体的に取組をするような形で

ですね、進めていただきたいと思います。以上です。 

○委員（野村和人君） 

７ページの財産管理課、公用車管理事務について、お尋ねします。昨年の答弁で言えば、この公

用車 434台のうちの 36台がここに計上されているとお聞きしておりますが、台数について御説明頂

けますか。 

○財産管理課主幹（向吉孝司君） 

こちらの予算につきましては、本庁 19台、溝辺が１台、横川２台、牧園３台、霧島が４台、隼人

５台、福山２台、こちらの予算の計上となっております。市で今、所管している公用車につきまし

ては 444台、これは令和６年の６月１日現在の台数でございます。 

○委員（野村和人君） 

すいません。先ほどそれと、昨年は 36 台だったんですけど今足し算をするとこれ何台になります

か。ごめんなさい。追いついてない。36 台、同じく。 

○委員（野村和人君） 

同じく 36台ということになるのかなと思うんですが、昨年の金額と比較すると、大分落ちてるよ

うには感じるんですが何が差になってくるんでしょうか。 

○財産管理課主幹（向吉孝司君） 

はい、年によって、車検のある車ない車がございます。そちらの車検代のほうが減っているとい

うことでございます。 

○委員（野村和人君） 

このうちで新車購入を、計画されているんですけども、こちらについてどちらに入る予定か御説

明頂けますか。 

○財産管理課主幹（向吉孝司君） 

こちらの１台につきましては、福山地域振興課のほうに軽貨物１台を配備する予定でございます。 

○委員（野村和人君） 

高校に、任意保険が入っている、下のところにも、建物自動車保険等の任意保険が入っていると

いう形になるんですが、この区分けは新車と既存の台数ということでよろしいか確認です。 

○財産管理課主幹（向吉孝司君） 

委員のおっしゃるとおりでございます。 

○委員（有村隆志君） 

確認で、以前、事故、交通事故等が、市の職員が負ける機会、事故があった場合に、ケースが多

いということで、ドライブレコーダーをつけるようにしていた、今もそれは続けられてるのかそれ

とも、もうつけていないのか、どうでしょうか。 

○財産管理課主幹（向吉孝司君） 

ドライブレコーダーの取付けにつきましては、車の買換えのときに、新しい車にはドライブレコ

ーダーをどんどん設置していくということで、ドライブレコーダーの設置の車両の台数につきまし

ては、増えてきております。 
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○委員（前川原正人君） 

最初の総括の中でもお聞きをして、総務課で聞いてくれということだったんですが、今回の本予

算を見たときの退職者ですね。何名ほど退職になるのか。そして新しく採用をする人員をどの程度

を見込んでいらっしゃるのか、お示し頂けますか。 

○総務課長（野崎勇一君） 

令和６年度での退職者の見込みでございますけれども、56人を見込んでおります。その中には８

名、消防局の職員も含まれております。それから新年度令和７年４月１日での採用予定人数でござ

いますが、49人を見込んでおります。そのうち、消防職員が５名、含んでおります。 

○委員（野村和人君） 

すいませんさっきの自動車保険の件についてですが、民間の感覚でいくと等級が下がったりとか

して、値段が安くなったりとか、いうような思いがあるんですけども、ここに関してはそういうこ

とはないんですか。それとも逆に 20 等級とかがもう、いっぱいいっぱいになってるのか。確認を

させてください。 

○委員長（久木田大和君） 

答えられますか。 

○財産管理課長（宗像茂樹君） 

後ほど答弁させていただきたいと思います。［56 ページに答弁あり］ 

○総務課長（野崎勇一君） 

先ほど退職者と新規採用の職員数について述べましたけれども、先ほど述べましたのは、現在見

込んでおる実人数でございます。予算上での見込みになりますと、退職者を 47 名、新規採用を 50

名として見込んでいたところでございます。 

○委員長（久木田大和君） 

ほかにありませんか。それではないようですので、総務課、財政課、財産管理課の審査を終了い

たします。ここでしばらく休憩します。 

「休 憩  午後 １時１６分」 

――――――――――――――― 

「再 開  午後 １時１９分」 

○委員長（久木田大和君） 

休憩前に引き続き会議を開きます。次に、工事契約検査課、税務課、収納課の審査を行います。

執行部の説明を求めます。 

○財産管理課長（宗像茂樹君） 

財産管理課所管の予算について、ご説明します。予算に関する説明書 116 ページから 119 ページ、

予算説明資料の７ページをお開きください。（款）２総務費（項）１総務管理費（目）８財産管理費

の財産管理総務管理事務事業は、他の課等に属さない公有財産の適切な維持管理等を行う事業で、

事業費 2,999 万 6,000 円を計上しています。このうち、委託料の内訳につきましては、牧園木工所

解体業務ほか支障木撤去業務や旧高千穂小焼却炉撤去業務委託に 900 万円、旧田中家別邸施設管理

内外清掃業務委託ほか緑地管理剪定業務委託等に 441 万 8,000 円、固定資産台帳ＬＧＷＡＮ管理シ

ステム保守業務委託に 405万 5,000円、その他市有地草払いや清掃業務委託などに 810万 3,000円、

合計で 2,557 万 6,000 円です。公共施設照明ＬＥＤ・再生可能エネルギー設備等整備管理事業は、

民間提案制度により、令和５年度から年次的に公共施設照明のＬＥＤ化を図る事業に取り組み、令

和７年度実施予定のスポーツ施設等 61 施設分を併せたリース料 6,570 万 2,000 円、同じく令和６年

度において、民間提案制度により避難所指定施設に太陽光発電設備及び蓄電池を整備し、併せて既

存照明のＬＥＤ化を図った事業に係るリース料 209 万 9,000 円、合計で 6,780 万 1,000 円を計上し
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ています。土地開発基金繰出金事業は、土地開発基金の運用利子について基金への繰出しを行うた

め 571 万 4,000 円を計上しています。財産管理課所管公用車管理事務は、本庁及び各総合支所で共

用使用している公用車の適切な維持管理のために、701 万 5,000 円を計上しています。予算説明資

料の８ページをお開きください。建物等・自動車保険事務は、本庁及び各総合支所で共用使用して

いる公用車の保険及び公有財産（建物・道路）の保険事務を行う予算として 350 万 3,000 円を計上

しています。公有財産取得処分事務は、公有財産の取得及び処分に係る経費 1,204 万 5,000 円を計

上しています。公有財産登記事務は、未登記物件の解消に係る経費として 150 万円を計上していま

す。公共施設マネジメント計画進行管理事業は、霧島市公共施設管理計画に沿って、公共施設の総

合的かつ計画的な管理を推進するための経費 190 万 8,000 円を計上しています。このうち、手数料

については、市有地売却の媒介制度事業を行うため、155 万円を計上しています。次に、予算に関

する説明書 270 ページから 271 ページ、予算説明資料の９ページをお開きください。（款）13 諸支

出金（項）１公営企業費（目）２水道事業費の簡易水道事業費負担金事業は、霧島市簡易水道事業

への運営補助として、5,199 万円を計上しています。児童手当負担金事業は、児童手当負担金とし

て 214 万 8,000 円を計上しています。次に、（目）３工業用水道事業費の工業用水道事業費負担金事

業は、霧島市工業用水道事業への運営補助として、300 万円を計上しております。最後に、一般会

計予算書の８ページをお開きください。債務負担行為について、公共施設照明ＬＥＤ化事業に係る

令和８年度から令和 17 年度までのリース料３億 5,471 万 9,000 円を、限度額として設定するもので

す。以上で、財産管理課関係予算の説明を終わります。 

○工事契約検査課長（末永明弘君） 

工事契約検査課所管の予算について、ご説明します。予算説明資料の 10 ページをお開きください。

工事契約検査課の予算については、（款）土木費、（項）土木管理費、（目）土木総務費３億 9,709

万円のうち、996 万円であり、大きく分けて２つの業務を行っております。請負工事・業務委託検

査事務では、電子納品システムと CAD システムの保守費用として委託料 62 万 7,000 円のほか、会計

年度任用職員関係経費、消耗品費、研修負担金などを含め、合計 314 万 8,000 円を計上しています。

次に入札執行事務では、契約管理システム改修業務費用として委託料 39 万 6,000 円、電子入札共同

利用システム等の負担金 426 万 9,000 円のほか、会計年度任用職員関係経費、入札等監視委員への

報償費や旅費、消耗品費など含め、合計 681 万 2,000 円を計上しています。以上で、工事契約検査

課に関する説明を終わります。 

○収納対策監兼収納課長（萩元隆彦君） 

税務課・収納課所管の予算について、ご説明します。予算説明資料の 11 ページをお開きください。

税務総務費４億 2,056 万 6,000 円の主なものは人件費になります。そのほか、地籍図等交付事務に

係る経費を計上しています。 次に、賦課徴収費２億 7,657 万 6,000 円は、税務課・収納課に係る

賦課事務及び収納事務の経費になります。税務課関係経費の主なものとして、軽自動車税賦課事務

は、軽自動車税種別割の賦課を行う経費として 841 万 7,000 円、個人市民税賦課事務は、個人市民

税の賦課を行う経費として 2,736万 3,000円を計上しています。次に、12ページをお開きください。

固定資産評価替事務は、令和９年度評価替えに向けた経費として 9,069 万 1,000 円、固定資産税賦

課事務は、固定資産税の賦課を行う経費として 1,256 万 5,000 円を計上しています。 次に、13 ペ

ージをご覧ください。収納課関係経費の主なものとして、収納管理総務管理事務事業は、課税の減

額更正等に伴い生じる過誤納金の還付処理を行う経費として、償還金利子及び割引料 5,000 万円を

計上しています。市税等徴収・滞納整理事務は、滞納処分等の滞納整理を行う経費として、4,913

万 9,000 円を計上しています。以上で、税務課及び収納課に関する説明を終わります。 

○委員長（久木田大和君） 

ただいま執行部の説明が終わりました。これから質疑に入ります。質疑はありませんか。 
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○委員（野村和人君） 

11 ページの地籍図交付事業についてお尋ねします。それぞれの総合支所も含めて、発行ができた

かなと思いますが、発行件数等について御説明いただけませんか。 

○税務課固定資産税グループ長（福留敏郎君） 

地籍図等交付事務ですけれども、令和６年度が２月の 28 日時点で 1 万 2,461 件というふうになっ

ております。ちなみに令和５年度は１年間で１万 5,640 件、４年度は 1 万 6,487 件となっておりま

す。 

○委員（野村和人君） 

これに伴う収入は幾らになりますか。 

○税務課固定資産税グループ長（福留敏郎君） 

令和６年度が２月末時点で 373 万 500 円というふうになっております。ちなみに令和５年度は年

間で 459 万 9,900 円。令和４年度が１年間で 330 万 2,200 円となっております。 

○委員長（久木田大和君） 

数字のほうの答弁はゆっくりお願いをいたします。 

○委員（野村和人君） 

地籍図を求める方々、市民の方々というのは割と特殊かなと思ってます。各総合支所のほうでも

発行の割合がどのぐらいなのかなと、１か所に集中してもいいのかなというふうにも思っています

が、発行、各総合支所の数字とか出ましたら教えていただきたい。 

○税務課固定資産税グループ長（福留敏郎君） 

各総合支所ごとの件数になりますと、ちょっと今のところ、こちらでは把握しておりませんで、

後ほどで回答させてもらえればとういうふうに思います。［56 ページに答弁あり］ 

○委員（松枝正浩君） 

  それでは説明資料の 12 ページ。固定資産の評価替え事務についてお尋ねをいたします。本年度

9,069 万 1,000 円ということで予算が上げられているわけですけれども、昨年度からすると、今年

度が評価替えだということでここにも書いてありますけども鑑定評価業務を併せて行うということ

で、昨年度の差額でいきますと 4,693 万 2,000 円というのが差額でありますけれども、今申し上げ

た昨年度との差額が、鑑定のお金になるのかなというふうに想定するわけですが、鑑定の業務の中

身について少し御説明いただけますか。 

○税務課固定資産税グループ長（福留敏郎君） 

鑑定業務についてですけれども、今委員からお話しいただきましたように、金額としましては

3,444 万 3,200 円を計上しております。標準宅地 515 地点を鑑定するといった内容になっておりま

す。主な鑑定業務のざっくりとした主な内容としては以上になります。 

○委員長（松枝正浩君） 

若干 1,000 万円程度の差額が昨年度からすると出てきているんですけれども、この金額というの

はどのような金額に使われるんでしょうか。 

○税務課固定資産税グループ長（福留敏郎君） 

今お話しいただきましたように、1,000 万円ほど鑑定評価額を引いても、プラスの差額が出てく

るわけなんですけれども、令和７年度というのは評価３年間の評価替えの中で最も作業量の多い年

となりまして、航空写真の撮影ですとか、数値データの整備ですとか、そういったようなものも経

費がかさみまして、航空写真撮影ですとか地図システム整備、これにかかる令和７年度の名称とし

まして評価支援業務委託ということになりますが、4,465 万 8,900 円を計上しておりまして、この

同業務が昨年度でいきますと、3,913 万 8,000 円となっておりまして、この時点で大体 500 万円ほ

ど、プラスが出てきております。  
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もう 1 点、それとは別に、土地評価替業務委託というものもございまして、これは土地に特化した

評価替えに関する業務委託なんですけれど、こちらも令和７年度、作業量が多くなっておりまして、

令和７年度の業務委託額 1,158 万 8,500 円となっておりまして、昨年度がこの業務について、428

万 4,500 円ということになっておりまして、差額 500 万円以上出ておりますので、ここあたりの金

額がかさんできてるということになっております。 

○委員長（松枝正浩君） 

それでは 13 ページ。収納管理総務管理事務事業ということで、昨年度と同じ 5,000 万円というこ

とで計上がなされているわけですけれども、件数的には何件ぐらいを想定しているのか、お示しを

いただけますでしょうか。 

○収納課主幹（福元啓太君） 

お話のありました就農管理総務管理事務事業のこの予算につきましては、令和５年度になります

けれども、実績といたしまして、市税合計で 611 件になります。ですので、令和７年度といたしま

しても、ほぼ同じぐらいの同数と考えて見込んでいるところでございます。 

○委員長（松枝正浩君） 

同じく 13 ページの市税等徴収・滞納整理事務ということで、4,913 万 9,000 円計上されておりま

す。令和６年度が 4,573 万円ということで若干増になっているというふうに捉えるわけですけれど

も、昨年度との違い、これがまず何であるのかというのをお示しいただけますでしょうか。 

○収納対策監兼収納課長（萩元隆彦君） 

滞納整理事務の増減に係るお問合せにつきましてですけども、まず、総体で大体 340 万円ほど、

令和７年度のほうが増になっております。内訳といたしまして、皆様御存じのとおり、収納課のほ

うでは滞納整理の主な手段の一つとして、督促状、催告書など、郵便物を大量に送付を行っており

ます。その関係上、昨年より郵便料金の改定がございまして、郵送代のほうが、大体前年より 300

万円ほど、まず、ちょっと上乗せになっております。あと、委託料の中におきまして、システム標

準化という国のほうからの指定でありまして、市役所の国の指定した主な業務については、国の仕

様に準じたシステムを導入することになっております。それが、令和７年度中に改修を行うという

ことになっておりますので、その滞納整理に関係するシステムの改修費用がおおむね 100 万円ほど

増になっております。ただ、これを足すと 400 万円ちょっと超えてしまうんですけども、前年、公

用車の新規購入で備品購入費を 100 万円計上しておりましたので、今回は、その分は計上しており

ませんので、増減が一応 340 万円の増というふうになります。 

○委員長（松枝正浩君） 

今この令和 7 年度の内訳を見てみますと徴収をしに行く旅費等が昨年度からすると減っているわ

けですけれども、航空機等の燃料の部分を含め相当上がっているところもあるんですが、これでも

うちょっと上げてこなければならなくなるのではないかなと思うところは個人的に思うところであ

りますけれども、この滞納者の数値を事務事業評価で見てみますと年々下がっている状況でこれも

徴収が行われてきているというような状況であるんですけれども、令和６年度が 2,000 人というこ

との数値が出ているわけですけれども、令和７年度の数値ですね、これがどのぐらいを想定してい

るのかお示し頂いただけますでしょうか。 

○収納対策監兼収納課長（萩元隆彦君） 

一般市税ベースでちょっと申し上げますと、大体令和５年度が終了した時点で、1,800 人程度で

すので、その辺りで一般市税のほうは推移するものとみなして試算を行っているところです。また、

特別会計の国保、介護保険、後期のほうも、併せて徴収を行っておりますので、そちらのほうも一

つ一つ見ると滞納者数は年々減ってきている状況もあります。そういうのも鑑みて、計上しており

ます。 
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○委員（前川原正人君） 

工事契約検査課にお聞きをしたいんですが、今回それぞれの経費ということで予算計上がありま

す。その中で、いわゆる霧島市の場合は、鹿児島県知事許可を取った業種の人たちがそれに見合っ

て、入札の願いという形で出すんですけど、大体どれぐらいの件数が登録をされていらっしゃいま

すか、市内で。 

○工事契約検査課長（末永明弘君） 

令和６・７年度での市内の指名業者は 154 社ございます。 

○委員（前川原正人君） 

そのほかにも、例えば滞納がない場合もそういうのも受注が可能になりますよね。そういう部分

でも、工事契約検査課のほうでも把握されていらっしゃるのですか。その他、各所管でですか。 

○工事契約検査課長（末永明弘君） 

入札の参加資格を２年に１度申請していただいております。申請していただいてる書類の中に、

幾つかの税の徴収、税の納付が確実になされているかどうかの書類は提出していただいている状態

ですので、滞納をしている業者が入札に参加するということはございません。 

○委員（前川原正人君） 

なので、滞納があると、そこで資格がないよというのは理解をしてるつもりですけど、そういう

何ていうんでしょうね。今おっしゃったのは、知事許可を持っていらっしゃる業者が 154 社なんで

すけど、ほかにも滞納がない自営業者だったり、中には法人格を持っている事業所もあると思うん

ですけど、そういうところまでは把握はされてはいらっしゃらないんですか。 

○工事契約検査課長（末永明弘君） 

建設業界については、大臣許可と知事許可とございます。うちのほうに指名業者に出していただ

いてる業者は、知事許可、大臣許可、どちらかをお持ちで特定とか一般とか、種類がいろいろある

んですけれども、その中で、許可を持ってないとできない額というのがございますので、入札に参

加する業者については許可を持ってる業者しか参加してないという状態でございます。 

○委員（前川原正人君） 

もう一つは 11 ページのほうで、予算説明資料のほうで、軽自動車税というのを適正・公正に行う

ということであるんですけれども、本予算上での見込み台数というのはどれどの程度見込んでいら

っしゃいますか。 

○工事契約検査課長（末永明弘君） 

申し訳ございません。工事契約検査課は、工事に関することしかやっておりませんのであとは財

産管理課のほうです。 

○総務部税務課主幹（木藤正彦君） 

軽自動車の令和７年度の台数ですけれども、６万 8,725 台を見込んでおります。 

○委員（前川原正人君） 

それと先ほどの松枝委員のほうからもありました、固定資産税の評価替えの事務ということで、

これは３年に１回、この見直しをしていくということになるんですけれど、要は霧島市の場合は、

路線価方式でしたかね。課税をするときの基準というのは、ポイント方式じゃなくて、路線価方式

ということで理解でよろしいですか。 

○税務課固定資産税グループ長（福留敏郎君） 

おっしゃるように基本的には路線価方式ですけれども、山間部に行くにつれてちょっと路線価で

対応できないところが準路線を布設してみたり、あと村落地区になると村落の価格というか、集団

地区というか、路線ではなくても、ポイントといいますかですね、するところも、山間部のほうに

は出てきます。でも基本的には路線価方式でしております。 
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○委員（前川原正人君） 

どうしてもこれはもう固定資産税の評価の在り方、これはもう国の指針のほうで、３年に１回と

いうことで決定をし、そのとおりにやらなければならないという性格を持ってるわけですけれど、

実際、評価額が 30 万円以下の場合、税金はかからないというのが大前提になってるわけですね。で

すからそういう逆説的に言えば、30 万円以下の固定資産税も持っていれば税金は無税だと。しかし、

ある一定程度、評価が出ないと、売買なんかにも左右されるという、そういう部分も出てくるんで

すけれども、逆に言えばそういう評価に当たらない土地というのがどの程度あるのかというのが、

今の現代は幾らで買ってくださいと言っても、幾ら上げるからもらってくださいと言っても、もら

い手もいないというような、そういう現状があるわけですけれど、その辺についての状況の把握と

いうのはされていらっしゃるのかどうなのか、概算でいいですけれど、お知らせいただければと思

います。 

○税務課固定資産税グループ長（福留敏郎君） 

今おっしゃった、いわゆる免税点未満、免税点以上、課税のかかる、かからないということです

けれど、まず、土地の所有されてる人数でお答えしますと、免税点以上が、４万 5,672 名、令和６

年度ですけど、免税点未満の所有の方が２万 9,096 名。土地の面積で言いますと、免税点未満です

と 6,256 万 8,680 ㎡。免税点以上でいきますと、３億 2810 万 1671 ㎡。そして、評価額でベースで

申し上げますと、免税点未満が、50 億 2,600 万円程度。免税点以上の評価額としましては、約 3,200

億円。ちょっと桁が大きくなりまして申し訳ないですけれども、ということになっております。 

○委員（前川原正人君） 

今回の評価額の算定が変わることで、私の記憶の中では、この評価額というのは３年に１回なん

ですけれど、東京都に合わせていくというのを聞いたことがあるんですけれど。評価額の下がると

ころというのが、今予算上でありますか。実際、便利なところにいれば当然上がるわけですね。上

がると、固定資産税という形で歳入として税収に跳ね返るというふうな現象が起こるんですけど。

そういう点では、何て言うんですかね、今回の予算ベースで見たときに、固定資産税の評価額がぐ

んと上がらないですけど、下がることはなかっても上がることはあるというふうに思うんですけど、

大体を調べたときどれぐらいの影響額というか、額に反映していくのかなというパーセンテージで

もいいんですけど、その辺がお示しできればお願いをしたいと思います。 

○税務課固定資産税グループ長（福留敏郎君） 

令和６年度評価替えによって、路線価格が前年比 98.4％というふうに下落しております。令和６

年度の評価替えでしたけれども令和７年度については、また時点修正といいまして、下落が大きい

ようなところに対して、下落で修正しておりまして、その下落修正の結果、路線価格がまた前年比

98.5％というふうになっております。それを反映して、令和７年度価格に反映しております。 

○委員（前川原正人君） 

要するに今おっしゃった下落してるということは、実質上例えば今まで評価が 10 万円であったと

すれば、今おっしゃったように 98.5％ですから、９万 8,500 円まで下がるという、そういう理解で

よろしいんですか。 

○税務課固定資産税グループ長（福留敏郎君） 

おっしゃるように平均的には今 98.5％という数字ですね。平均的にはそういうことになりますけ

れども、やはり当然上がるところもございますし、もっと下がるところもございますというところ

になります。 

○委員（野村和人君） 

工事契約検査課のほうにお聞きします。普段から、請負業者の方々からは県の工事より市の工事

のほうが書類が煩雑で手間がかかるとか、よく聞くんですけども、今回３月６日にホームページの
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ほうでは、書類の簡素化という事例も挙げていらっしゃいます。この両方の効率化、受発注の効率

化について、ＤＸも含めて工夫していることがございましたら教えてください。 

○工事契約検査課主幹（立山和幸君） 

野村委員のおっしゃるとおり、今ホームページに掲載したところです。働き方改革に伴いまして、

工事関係の関係書類の簡素化というものを、４月１日からの運用でお示ししたところですけども、

県に倣って行っておりますけども、霧島市独自の要領でありまして、全く県と同じというわけでは

ありません。なので、必要な関係書類については、しっかり出してもらうということで、理解を頂

きたいと思っております。 

○委員（野村和人君） 

必要だというのは分かるんですけども、何らか工夫・改善されてるところはお示しできませんか。 

○工事契約検査課主幹（立山和幸君） 

今回お示ししましたが、これから先、県もですけども、霧島市もそういった簡素化に向けて、し

っかり段階を踏みながら改善していきたいと思っております。 

○委員長（久木田大和君） 

ほかにありませんか。それではないようですので、これで、工事契約検査課、税務課、収納課の

審査を終わります。ここでしばらく休憩します。 

○委員長（久木田大和君） 

ほかにありませんか。 

［「なし」と言う声あり］ 

ないようですので、これで総務部の質疑を終わります。ここでしばらく休憩します。 

「休 憩  午後 １時５２分」 

――――――――――――――― 

「再 開  午後 １時５４分」 

○委員長（久木田大和君） 

休憩前に引き続き会議を開きます。次に、市長公室の審査を行います。執行部の説明を求めます。 

○市長公室長（永山正一郎君） 

議案第 27 号令和７年度霧島市一般会計予算のうち、市長公室所管の予算概要について、ご説明し

ます。事業内容につきましては、先に配付しております令和７年度一般会計予算説明資料市長公室

をご覧ください。まず、秘書広報課につきましては、一般管理費で秘書事務に要する経費などを、

広報広聴費でラジオ広報、ホームページの管理運営や広報誌の発行に要する経費などを計上してお

ります。次に、安心安全課につきましては、交通防犯対策費で、交通安全施設整備事業に要する経

費などを、水防防災費で、防災行政無線運営事業に要する経費などを、災害対策費で、霧島山及び

桜島の火山活動に伴う対策に要する経費などを計上しております。最後に、ジオパーク推進課につ

きましては、企画調整費で霧島ジオパーク推進事業に要する経費を計上しております。以上で、市

長公室所管の予算概要について説明を終わりますが、その詳細や歳入予算等につきまして、秘書広

報課とジオパーク推進課は私が、安心安全課は課長が説明しますので、よろしくご審査くださいま

すようお願いします。それでは引き続きまして秘書広報課の説明を行います。予算書は５ページ、

予算に関する説明書は 112 ページから 117 ページ、予算説明資料（市長公室）は１ページから３ペ

ージです。それでは、予算説明資料に基づき説明します。１ページをお開きください。まず、（目）

一般管理費 19 億 2,033 万 9,000 円のうち、秘書広報課分は、1,071 万円になります。予算の内訳に

ついては、市政功労者表彰事務において、市民表彰に要する経費として記念品代 62 万 1,000 円を、

交際費執行事務において、交際費 100 万円を、公用車管理業務において、市長車などの燃料費、修

繕料、保険料などで 80 万 1,000 円を、秘書事務において、旅費・委託料・使用料及び賃借料・出席
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負担金などで 498 万 7,000 円を計上しております。続いて、２ページをお開きください。ふるさと

の記憶写真展事業において、20 年間の市の歩みやまちの風景をパネルにして、市制施行 20 周年を

記念した写真展等を開催する経費として 54 万円を、総務一般管理関係各種協議会等参画事業におい

て、全国市長会・九州市長会・鹿児島県市長会などへの負担金 276 万 1,000 円を計上しております。

次に、（目）広報広聴費については、4,437 万 6,000 円を計上しています。予算の内訳については、

ラジオ広報事業において、ＦＭきりしまへの放送委託料 305 万円を、ホームページ管理運営事業に

おいて、ホームページの管理運営にかかる委託料 196 万 9,000 円を、広報きりしま発行事業におい

て、上旬号（カラー版）を年 12 回、二色刷りの下旬号（おしらせ版）を年 10 回発行する経費とし

て 3,850 万 2,000 円を計上しております。なお、予算に関する説明書 114 ページの広報広聴費の特

定財源のその他 823 万 9,000 円は、広報誌の広告掲載料、ホームページのバナー広告掲載料、県政

かわら版の配布手数料、広報誌発送郵便料の雑入の全額を充当したものになります。以上で、秘書

広報課の説明を終わります。 

○安心安全課長(山口留美子君) 

安心安全課に関する令和７年度一般会計予算について、ご説明します。予算書は５ページから６

ページ、予算に関する説明書は 126 ページから 129 ページ、224 ページから 227 ページ、予算説明

資料（市長公室）は４ページから６ページです。それでは、予算説明資料に基づき説明します。４

ページをお開きください。まず、（目）交通防犯対策費として 6,339 万 3,000 円を計上しています。

主な事業として、交通安全施設整備事業では、交通事故防止等のため、道路反射鏡、防護柵等の交

通安全施設の整備や既存施設の修繕に要する経費として、3,200 万 3,000 円を計上しています。交

通防犯指導員事業では、交通事故防止や交通の円滑化のため、交通防犯指導員が各教育機関や各種

団体において実施する交通安全教室に要する経費や防犯パトロール等を実施する経費として、1,291

万 6,000 円を計上しています。防犯組合連合会運営事業では、暗がりをなくし安心して暮らせる安

全なまちづくりのために、各地区自治公民館及び自治会が維持管理する防犯灯の設置に要する経費

や腐食した支柱の交換費用として、432 万 9,000 円を計上しています。特定財源として、ふるさと

きばいやんせ基金繰入金の 440 万円及び再生可能エネルギー寄附金等による環境まちづくり基金繰

入金の 170 万円、合計 610 万円を充当しています。次に、予算説明資料５ページをご覧ください。

（目）水防防災費に、7,376 万 7,000 円を計上しています。主な事業として、排水機場維持管理事

業では、天降川流域の７か所の排水機場を適切に維持管理するための業務委託料や浸水状況をいち

早く地域住民に届ける内水氾濫監視警報システム等に係る事業費として 961 万 8,000 円を計上して

います。防災行政無線運営事業では、防災情報等を迅速、かつ、正確に市民に伝達するための手段

の一つである同報系防災行政無線の維持管理や各地区自治公民館等が整備しているコミュニティ無

線との接続に係る維持管理に要する経費、また、県が整備している衛星系の防災行政無線の再整備

に係る負担金等の事業費として、4,918 万円 1,000 円を計上しています。送排水ポンプ導入管理事

業では、内水氾濫等に迅速に対応し、浸水被害を軽減するための事業費として、87 万 3,000 円を計

上しています。災害発生対応事務では、発災時における応急対応資機材の整備や市公式アプリきり

しま防災・行政ナビの保守管理等に係る事業費として、405 万 5,000 円を計上しています。特定財

源として、ふるさときばいやんせ基金繰入金の 210 万円及び緊急防災・減災事業債 600 万円、合計

810 万円を充当しています。次に、６ページをご覧ください。最後に、（目）災害対策費に、411 万

5,000 円を計上しています。火山活動対策事業では、火山災害からの早期復旧を図るため、霧島山

及び桜島の火山活動への予防対策や大規模な災害が発生した場合の復旧活動に係る事業費として、

341 万 5,000 円を計上しています。次に、災害時重機借上事業では、土砂災害等により宅地等が被

災したときに、日常生活の早期復旧と二次災害防止のために、重機の借上料やブルーシートなどの

原材料購入の支援を行う事業費として、70 万円を計上しています。以上で、安心安全課の説明を終
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わります。次にジオパーク推進課に関する令和７年度一般会計予算について、ご説明します。予算

書は５ページ、予算に関する説明書は 118 ページから 119 ページ、予算説明資料（市長公室）は７

ページです。それでは、予算説明資料に基づき説明します。７ページをお開きください。（目）企画

調整費 2,754 万 4,000 円のうち 184 万 4,000 円がジオパーク推進課分であり、霧島ジオパーク推進

連絡協議会への負担金です。負担金の内訳については、教育活動の充実化や日本ジオパーク全国大

会をはじめとするネットワーク活動等に要する経費などの通常予算分 168 万 3,000 円及びサイト看

板更新業務等に要する経費などの特別予算分 16 万 1,000 円です。以上で、ジオパーク推進課の説明

を終わります。 

○委員長（久木田大和君） 

ただいま執行部の説明が終わりました。これから質疑に入ります。質疑はありませんか。 

〇委員（松下太葵君） 

  交通防犯指導員事業のところなんですけど、この人数が去年もこの４名で今年も４名を配置しと

なっているんですけど、この報酬が 100 万円ちょっとぐらい上がっているんですけど、これは何か

理由があるのか教えてください。 

○安心安全課交通防犯グループ長（東村大輔君） 

  報酬単価の改定によるものです。増になっております。 

〇委員（松枝正治君） 

  それでは秘書広報課からお尋ねをいたします。予算説明資料の１ページ、市政功労者表彰事務と

いうことで、令和７年度、予定人数がまず何人を想定しているのかお示しください。 

○秘書広報課主幹（堀ノ内周作君） 

  94 件を予定しています。 

〇委員（松枝正治君） 

  かなり多くの方を表彰されるということで、この事業目的の中にあります市民のまちづくりへの

意識の醸成を図るということで、たくさんの方を表彰して、ここをしていくということではあるん

ですが、この意識の醸成を図るという中で、この表彰と、この意識の醸成の仕組みづくり、これが

ちょっと非常に見えにくいところではあるんですけれども、どのように、この市民のまちづくりの

意識醸成を図っていくのかお示し頂けますか。 

○市長公室長（永山正一郎君） 

  毎年多くの方を表彰しているわけですけれども、これまでのまちづくりの活動に対しての表彰と

いうことで、その表彰することによって、周りの方が、またまちづくりに対するその表彰者の行動

等に感銘を受けて一緒にまちづくりをやっていけたらというような思いが伝わってくるのではない

かなと。そういった相乗効果によって、少しでも多くの方々に、まちづくりを担っていただきたい

と考えております。 

〇委員（松枝正治君） 

  今、公室長おっしゃられたことというのは十分理解をするわけですけれども、それが本当にその

ようになっていくのかというのが非常に疑問なところもあるわけで、そこを、仕組みづくりしっか

りとしていくということも、この表彰されるのと合わせて効果が出てくるのかというふうに思いま

すので、霧島市への愛着を深めていくというところにつながるとするならば、やはりその仕組みづ

くりをまたしっかりとお考えになられながらやっていただきたいなというふうに思っております。

それから、新規事業の中で、令和７年、20 周年が参ります。そういう中で、写真展を２ページです

けれども、ふるさとの記憶写真展事業ということであるわけです。写真を展示していくということ

でありますけれども、先ほども申し上げました霧島市にさらに愛着を持っていただくというところ

へつなげるということが、展示をしてどのようにつなげていくのかというのが、非常に見えにくい
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わけですけれども、どのようにお考えなのかお示し頂けますか。 

〇秘書広報課秘書広報課市政推進・秘書グループ主査（兒玉侑大君） 

  20 周年の写真展なんですけども、そちらにつきましては、各地区を巡回して、20 年間の写真を見

ていただくことで、ああいうこともあったね、あのとき頑張ったねとか、あのとき小学校だったね

ということで昔を振り返っていただく。そして、これまでの歩みを皆様に振り返っていただくとい

うことで、市に愛着を深めてもらうというふうに考えております。 

〇委員（松枝正治君） 

  分かりました。それでは、今ありましたように、地区を回られるということでありますけれども、

事業自体の期間、これどのぐらいの期間で実施をなさるのか、お示し頂けますか。 

〇秘書広報課秘書広報課市政推進・秘書グループ主査（兒玉侑大君） 

  回る期間につきましては、まず国分のシビックセンターを９月３日を現時点で予定しているんで

すが、９月から 11 月の３連休のあたりぐらいまでを、２か月間、企画展を巡回することを考えてお

ります。 

○委員（有村隆志君） 

  先ほどの市政功労者表彰で件数を増やしたよということですので、私も、20 周年もあるので、今

回増やしていただければということで、この産業経済の部分で選ぶ場合は、どこがどういう形で推

薦されるのか教えてください。 

○秘書広報課主幹（堀ノ内周作君） 

  産業経済部門につきましては、永年勤続ということで農業委員会であったり、土地改良区、それ

から私有林の監視人、農業協同組合組合長、商工会議所、商工会と観光協会等となっていますので、

そういうところに推薦の依頼を出すことになります。 

○委員（有村隆志君） 

  ここに該当しないような人が、少しいるような気もするんですが、地域に相当貢献されている、

なので、そういう人がいるという場合は、これに引っかからなかったらもう産業経済では出てこな

いということになるのかなあと思うんですけど、何かそういう広く市のほうで見て、こういうよう

な市の施設を借りてね、すごく長いことやられた事業があるんですけど、それはまた後で言います

けど個人的なことだから、そういうところも見ていただければなと思ってちょっと言わさしてもら

いました。要望になります。検討をお願いします。 

○委員（野村和人君） 

  先ほどありました 20 周年記念事業の写真展の件ですけども、45 枚を印刷、ポンチ絵のほうで 45

枚印刷ということで 4,400 円ということですが、どのぐらいの大きさで印刷をされる考えなのか。 

〇秘書広報課秘書広報課市政推進・秘書グループ主査（兒玉侑大君） 

  サイズについては、用紙の規格でいうと、Ａ２サイズを予定しております。Ａ３の倍というぐら

いの大きさのサイズになります。 

○委員（野村和人君） 

  各総合支所等を回った後、この印刷された写真はどのように活用されるか考えていらっしゃいま

すか。 

〇秘書広報課秘書広報課市政推進・秘書グループ主査（兒玉侑大君） 

  現時点での活用というところはまだ検討をしているところではないんですけれども、状況を見な

がらですが、大事に保管していきたいというふうに考えております。 

○委員（野村和人君） 

  この印刷のほかに、啓発物品として 34 万円ですかね、これはどちらにどのようなものを考えでし

ょうか。 
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〇秘書広報課秘書広報課市政推進・秘書グループ主査（兒玉侑大君） 

  34 万円の中身は基本的には懸垂幕を掲げるための予算としてつくっております。 

○委員（野村和人君） 

  次に、ホームページの管理運営について、お聴かせいただきます。昨年夏にホームページのアン

ケートをとってらっしゃると思いますけれども、そちらについての結果について、どのように啓発

していくのか、活用していくのか、お聴かせください。 

〇秘書広報課秘書広報課市政推進・秘書グループ主査（兒玉侑大君） 

  御質問頂いたアンケートについては、昨年の８月に、市民の皆様に対してホームページを通じて

実施したものなのですけども、このアンケートの中で、やはりデザインが古いとか、ちょっと探し

づらいといったお声を頂いております。そういったものを含めて、今後リニューアルに向けて検討

を進めているところでございます。 

○委員（野村和人君） 

  令和７年度でリニューアルする考えが、あるのかないのか。 

〇秘書広報課秘書広報課市政推進・秘書グループ主査（兒玉侑大君） 

  令和７年度中の当初予算にはリニューアルの予算を計上しておりませんので、早くても令和８年

度以降ということになります。 

○委員（野村和人君） 

  昨年夏にアンケートをとって、令和７年度にできないというのは悔しいかなというふうに思いま

す。このリニューアルはいつからされてないホームページになるんですか。 

〇秘書広報課秘書広報課市政推進・秘書グループ主査（兒玉侑大君） 

  現在のホームページは、平成 28 年３月にスタートしております。それ以降、リニューアルはござ

いません。 

○委員（野村和人君） 

  ぜひ早期に見やすい、やはり情報発信するって、特に大事なことだと思います。これまでもＳＮ

Ｓを活用したりとかも含めて、どうやって発信していくかっていうことを悠々によく考えていただ

きたいなというふうに思っているとこです。現状のホームページの運営についてですが、情報発信

するのにＰＤＦでアップされたり、ワードでアップされたり、エクセルでアップされたりたり、い

ろんなパターンでされているところで、統一感がなく、短文なのにワードでアップされたり、よく

分からないなというふうにあるんですけども、そういうのは基準的なものがあって運用されている

のか、お尋ねします。 

〇秘書広報課秘書広報課市政推進・秘書グループ主査（兒玉侑大君） 

  明確な基準を設けているわけではございませんが、ダウンロードする方にとって加工しやすい、

もしくは使いやすいという形を念頭に置いてアップロードするようにしております。 

○委員（野村和人君） 

  令和７年度でリニューアルできないのであれば、せめてこの運用方針を統一するべきだと思うし、

うかつにこのＰＤＦが多いとか、アンケートの中にもあったと思います。そこを運用基準をしっか

り定めまして、使いやすい、見やすい、ホームページにしていただきたいと思います。 

〇委員（前川原正人君） 

  先ほどから出ております、ふるさとの記念写真展事業ということで予算計上があるわけですけれ

ど、これは先ほどの説明では、９月３日から大体始まって２か月程度で実施をするということです。

大体各支所を活用して、１か所、どれぐらいの日数で考えていらっしゃるんですか。 

〇秘書広報課秘書広報課市政推進・秘書グループ主査（兒玉侑大君） 

  １か所当たり７日間から 10 日というふうに考えております。 
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〇委員（前川原正人君） 

  それともう一点は、ポンチ絵のほうの 59 ページになります。最後の部分で、市長公室の中で秘書

広報課の所管として、事業費総額で 1,497 万 5,000 円ということで予算計上があるんですけれど、

この中で、ＮＨＫのど自慢は、所管課としてはスポーツ・文化振興課が担うということで説明がご

ざいます。要するに、これがいつ、６月でしたっけ、６月ぐらいをめどにということで、まだ協議

中の部分もあるとは思うんですけれど、その詳細部分については、いつぐらいに全て分かることに

なりますか。そのことについてまた広報をし、そしてまた募集をかけというとか、様々、いろんな

手だてだったり、いろんな仕掛けをつくっていかなければならないと思うんですが、その辺につい

てどうなんでしょうか。 

○秘書広報課主幹（冨久亮二君） 

ＮＨＫのど自慢の広報につきましては、３月下旬に発行いたします広報誌のお知らせ版のほうで

告知をいたします。その中で、観覧の方法でしたり、もしくはその参加の方法でしたりもう全て告

知することといたしております。 

○委員（前川原正人君） 

旧国分が昭和 40 年当時、多分知ってる人はいないと思います。ふるさとの何とか祭りといって、

宮田輝さんが出たのは、第 1 回国分で最初にやった経緯があるんですね。すごく、私も見ていたわ

けじゃないですけど、聴いた話ですけど、このロケーションがよくて電波が入りやすくてというこ

とで、第２回目になるＮＨＫの関係でいえば、大きなイベントとしては、第２回目ぐらいになるの

かなという認識を持ってるんですけれども、例えばやっぱり一番の関心というのは、ゲストは誰だ

ろうかとか、やはりそこに目が行くと思うんですね。それに対して、その反応によっては、視聴率

が上がってみたり、参加者が上がってみたりということで、一つの霧島市をアピールするという点

では大きな相乗効果も期待ができるんですけど、まだその辺についてはまだ公表はされない、まだ

できないのかどうなのか、お知らせいただければと思います。 

○市長公室長（永山正一郎君） 

ＮＨＫののど自慢については、もう既にＮＨＫのテレビなんかも放送されてまして、ゲストも由

紀さおりさんとマックスで、市の広報誌では３月に発行される広報誌という事だったんですけども、

既にホームページ等でも案内はしているところで、ただ公表していいよっていう時期があったもの

ですから、後手後手になっているというようなことです。そういうふうに御理解いただければと思

います。 

○委員（前島広紀君） 

安心安全課にお尋ねいたします。資料の４ページのところなんですけれども、交通安全施設整備

事業において、道路反射鏡の設置、それと防護柵の設置とありますけれども、まず、予定している

戸数と申請の仕方、その辺りをお伺いしたいと思います。 

○安心安全課交通防犯グループ長（東村大輔君） 

まずカーブミラーなんですけれども、申請の仕方といたしまして、まちづくり実施計画からの要

望と、あと各自治公民館からの要望を受けまして、現場を確認いたしまして、つけるかつけないか

の判断をいたしております。令和７年度の予算計上をしましたが、令和６年度から原材料費と委託

料に分けまして執行いたしましたところ、大体 50 基のカーブミラーが設置できたというところで、

同じ予算計上しておりますので、大体 50 基ぐらいをめどに予算計上をしております。あとガードレ

ールと区画線に関しましては、これはもう毎年同じ予算で計上しておりまして、令和６年度３月８

日現在ですけれども、防護柵が 17 か所、区画線が 15 か所というところで、大体このような数値を

想定しております。 

○委員（前島広紀君） 
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この申請の仕方と設置する時期について、少し説明をお願いしたいと思います。 

○安心安全課交通防犯グループ長（東村大輔君） 

申請の仕方はちょっと先ほども申し上げたんですけれども、自治公民館からの申請、あと、まち

づくりからの要望に関して申請を受けまして、現場を確認して、設置できるかどうかの可否を判断

し、設置しております。申請の時期といたしましては、大体、６月、７月頃に要望を受けまして、

夏以降に設置、こちらで事務処理をいたしまして夏以降に設置という形になっております。 

○委員（前島広紀君） 

あわせまして、その一番下のところなんですけれども、防犯組合連合会運営事業のところで、防

犯灯の設置とありますけれども、これは令和７年度はどのぐらいを想定しておられますか。 

○安心安全課交通防犯グループ長（東村大輔君） 

防犯灯の新規設置ということになりますが、今年度は約 121 基を想定しております。 

○委員（前島広紀君） 

それは新設だけですか。それとも補修とかそういうものも含んでですか。 

○安心安全課交通防犯グループ長（東村大輔君） 

令和７年度におきましては、新規設置に加えまして、腐食した支柱の交換を予算計上いたしまし

て、補助の対象としております。ですから、令和７年度は新規設置と支柱の交換ということになり

ます。 

○委員（木野田誠君） 

今のところで、去年の予算に比べて大分減っているんですけれども、これ違いはどういうところ

ですか。 

○安心安全課長(山口留美子君) 

防犯組合連合会への補助についてですけれども、これまで、新規設置とそれから防犯灯の電気代

の削減を目的に、蛍光灯タイプから、ＬＥＤへの交換に対しても補助を行っておりました。これが

平成 28 年度から令和６年度まででございました。ほぼもう今終了しているような状況でございます。

先ほどグループ長が答弁いたしましたとおり、令和７年度は新規設置については継続して補助いた

します。また、基本的には、電柱に防犯灯は設置するんですが、支柱に設置をされているところも

あるものですから、そこの支柱が腐食した分についても補助をすることといたしました。なお、も

う既にＬＥＤになった防犯灯がもう大体 10 年ぐらいということですので、それについての補助につ

きましては、一応、防犯組合のほうからも要望がございまして、もう設置から 10 年がたつので補助

をしてもらいたい。自治会加入率との関わりがあるとか、あと台風とか天災があった場合にも、ま

とめて腐食したりとか、そういうことがございまして、市のほうといたしましても、議論をしてま

いりました。やはり自治会加入率の低下の関係、それから防犯灯のほうが、自治会加入者だけじゃ

なく、そこに住んでらっしゃる皆さんのほうが恩恵を受けると。あと、防犯の効果もあると。夜間

の視界の確保だったりということで、犯罪抑止効果もあるということで、議論をしたところなんで

すけれども、市として総合的に判断いたしまして、もう既にＬＥＤ化した分についての防犯灯の補

助というのは、今回はなしということで市として判断をしたところでございます。ただ、電気代に

つきましては、令和３年度から地域振興補助金のほうで対応しておりますので、こちらについては、

引き続き市民活動推進課が持っております補助金のほうで対応することになると考えております。 

○委員（木野田誠君） 

ＬＥＤ化については、一頃は大分年数がかかるということで言われたんですけれども、大体ほぼ

100％出来上がったというような理解でよろしいですか。 

○安心安全課長(山口留美子君) 

今、私も答弁し、委員がおっしゃったとおり、もうほぼ 100％ということで、こちらのほうも認
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識しております。 

○委員（池田綱雄君） 

ふるさとの記憶写真展事業ですか、これについてお尋ねしますが、これは、秘書広報課で保管し

ているということは、今まで、市報に載せた写真ということでよろしいですか。 

〇秘書広報課秘書広報課市政推進・秘書グループ主査（兒玉侑大君） 

そうですね。対象となる写真は秘書広報課で取材している写真になります。なので、その大部分

はもう既に広報誌に掲載されていたりとか、ホームページのまちの話題というのがございますが、

そこに掲載されている写真などを活用したいというふうに考えております。 

○委員（池田綱雄君） 

市報だけじゃなくて、市民の皆さんにもそういう写真はないかということで、問いかけているん

ですか。 

〇秘書広報課秘書広報課市政推進・秘書グループ主査（兒玉侑大君） 

市民の皆様への問いかけ、呼びかけというのはまだしておりませんし、その予定はすいません、

ありません。 

○委員（池田綱雄君） 

今まで市報に載せたというのは、目新しいのはないわけですよね。だから、せっかくこうやるな

ら、市民にも呼びかけて、いろんなものを持っておられる方はいらっしゃると思います。そういう

人たちの写真も寄せてもらって、その中からの良いのを選ぶとか、何かしたほうが。だから、たっ

た 54 万円の事業費というのは、ただあるものをさっとこう、こっちにやるばっかりの事業かなと思

ったものですから、せっかくやるなら、20 年間いろんな旧市町でみんないろんな写真を持ってる人

がいらっしゃると思いますよ。そういうのも載せてもらえば新鮮味があるなと私は思うんですけど、

どうですかね。 

○市長公室長（永山正一郎君） 

今、委員がおっしゃるのも一理あるかと思うんですけれども、声かけをしたときに、多分、数多

くの写真が来るのかなと。またそこから限られた 45 枚というのを選んでいかなければいけないとい

うのもちょっと難しいのかなという気もしますし、あと、写っている対象が肖像権の問題やらいろ

いろあると思いますので、その辺も確認しながら、どういった方法が、まだうちの秘書広報課にあ

る写真だけじゃなくて、ほかにどんな方法があるのか考えて、幅広い写真の中から選べるようなこ

とを、まだ期間がありますので、考えていきたいと考えております。 

○委員（池田綱雄君） 

20 年間市報に載せた写真、こんなのもあったねと思い出すのもいいかもしれんけど、載った範囲

内じゃなくて、今言ったように、いろんなところに声をかけて、すごい写真を持ってる方もいらっ

しゃると思いますよ。そういうのもどうせ展示やったら、展示してもらいたいなと。まだ時間があ

るならですよ。ぜひ検討していただきたい。 

○委員（木野田誠君） 

７ページのジオパークについてお伺いしますけれども、霧島ジオパーク推進連絡協議会は、正式

な名称を忘れましたけど、鹿児島のほうとの合併、ジオパークの合併そして世界のジオパークを目

指していくのかどうか、そこらの推進事業の中でどういうふうに考えているのか教えてください。 

○ジオパーク推進課主幹（野村譲次君） 

霧島ジオパークのほうでは、世界を目指すということで今取組を進めておりまして、桜島錦江湾

ジオパークと統合についての協議を進めているところです。その中で、負担金の問題もありまして、

そこでただ単純に両ジオパークの事業費を合算するだけではなくて、専門員が何名必要であるとか、

職員が何名必要であるとか、運営体制のほうまでまだそこらあたりの詰めまで行ってないもんです
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から、そこら辺りを詰めた段階で、まだもう少し時間をかけて詰めた段階で、世界を目指すのであ

れば、桜島錦江湾ジオパークとの統合を、霧島ジオパークの総会で合意形成を図った上で進めてい

く流れとなっております。 

○委員（木野田誠君） 

その辺の計画が大体具体的にどのようになってるか分かっていればお示しください。 

○ジオパーク推進課主幹（野村譲次君） 

計画の具体的な目標年度は定めておりませんで、昨年度の総会のときに、プロセス表というのを

つくりまして、ステージ１からステージ 12 までの項目をつくっております。ただ、今年度、統合の

協議を進める中で、そのプロセス表自体も見直さないと、何か目的であったりとか、負担金の積算

であったりとか、うまくいかなかった面もありましたので、そこらあたりの見直しからもまた進め

ていく流れになっております。 

○委員（木野田誠君） 

世界を目指すという意思はあるということで理解していていいですか。 

○ジオパーク推進課主幹（野村譲次君） 

霧島ジオパークの総会の過去の総会のほうでは、世界を目指すという話合いがなされております。

ただ、事務局とか構成市町の行政だけが目指すという考えだけではなくて、地域の方々も一緒に活

動する中で、桜島錦江湾ジオパークと統合して世界を目指すほうがさらに大きないろんな取組につ

ながるよねということであれば、最終的に統合、世界という流れになっていく予定です。 

○委員（野村和人君） 

今のジオパークの話は、世界を目指すということで、ぜひ早めの目標設定をお願いしたいという

ふうに思っているところでした。安心安全課のほうに、予算書の 127 ページのところで、交通安全

協会各支部への補助金、それから、霧島市防犯組合連合会に対する予算が２割と５割ですかね、大

分削減されてるようですけども、背景について御説明ください。 

○安心安全課長(山口留美子君) 

交通安全協会運営支援事業でございますが、交通安全協会のほうは警察署ごとに設置され、令和

２年に霧島警察署と横川警察署が統合されたタイミングで、本来であれば交通安全協会も統合され

る予定でございましたが、今年度、令和６年度、横川警察署管内であった牧園支部と横川会が霧島

地区交通安全協会に加入し、活動されることとなりました。したがいまして、令和７年度以降は、

霧島地区交通安全協会のほうから、牧園・横川支部、横川含め、全支部が助成金を支給されること

から、市の補助金の調整を行ったところで、市の補助自体は減額となっているところでございます。

それから先ほどの防犯組合連合会運営事業についてですけれども、先ほど申しましたとおり、防犯

灯の電気代削減を目的に、防犯灯の蛍光灯からＬＥＤ化への補助が終了したということで、その分

が削減となったというのと、あと、防犯組合のほうでイベントをされておりましたけれども、その

イベントのほうが、もう参加者のほうが減少しつつあるということで、イベントを廃止されたとい

うことで、イベント代についてが減額となっているところでございます。 

○委員（野村和人君） 

防犯組合はあれとしても、交通安全協会のほうですが、各支部そんなに何の情報もなく、削減さ

れているようなお話もありました。事前協議とかそういったものは全くなかったのか、確認をさせ

てください。 

○安心安全課交通防犯グループ長（東村大輔君） 

事前のこの協会への話というのはしておりませんでした。各地区、担当レベルでの協議というも

のはしてはいたんですけれども、事前の話というのはしておりませんでした。 

○委員（藤田直仁君） 
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安心安全課のほうにお尋ねいたします。災害発生対応事務のことですが、まず毎回聴かれている

ことなのですが、きりしま防災・行政ナビのダウンロード数の直近の数とそれから令和６年度の３

月 31 日時点の数、どれだけ伸びたかという数まで教えてください。 

○安心安全課防災グループ長（荒木 誠君） 

きりしま防災・行政ナビの直近の数字なんですけれども、３月１日現在の数字でして、１万 3,485

件でございます。この間、令和６年度、１日現在の数字になりますので、令和５年度の、いわゆる

令和６年３月１日からの伸びの数字になりますけれども 2,970 件、年間で御登録いただいておりま

す。 

○委員（藤田直仁君） 

続きまして、情報伝達手段の多重化とあるんですけども、今現在その多重化というのは何種類、

具体的に何をもってこの多重化と言っているのか教えてください。 

○安心安全課防災グループ長（荒木 誠君） 

情報伝達手段につきましては、元来、防災行政無線が基本とする形で運用してまいりました。こ

れに加えまして、今説明をいたしました市の公式アプリ、きりしま防災・行政ナビを導入しました。

あと、加えまして市のホームページ、あとホームページと連動しまして、ＳＮＳ、フェイスブック

ですとか、旧ツイッター、Ｘですね、こういったところでの情報発信、あと、ＦＭきりしまのほう

に連動いたしまして、きりしま防災・行政ナビのほうが連動しまして情報発信を行っております。

加えまして、県のシステムを使いましてＬネットといいましてあらゆる媒体からのですね、テレビ

ですとかラジオ、そういったものから情報が発信されるという形になっております。 

○委員（藤田直仁君） 

続きまして、多言語化というのがあるんですけれども、今、たしか前回、５か国ぐらい対応とい

うのは、たしか聴いた記憶があるんですけど、今どのようになっているんでしょうか。 

○安心安全課防災グループ長（荒木 誠君） 

きりしま防災・行政ナビについては、現在４か国語の多言語化のほうに対応いたしておりまして、

これに加えまして、今般、アプリの更新を行いまして、外国語を増やすという形ではなく、やさし

い日本語ということで、外国の方でも、難しい日本語でしたら例えば土足厳禁という言葉はやさし

い日本語で対応するようにしております。 

○委員長（久木田大和君） 

ここでしばらく休憩をいたします。 

「休 憩  午後 ２時４５分」 

――――――――――――――― 

「再 開  午後 ３時０１分」 

○委員長（久木田大和君） 

休憩前に引き続き、会議を続けます。 

○安心安全課防災グループ長（荒木誠君） 

先ほどアラームが鳴る前の説明で、すいません若干、補足をさせてください。私４か国語という

ふうに申し上げたんですけれどもその４か国語が日本、韓国、中国、あと英語になります。その中

の中国語が繁体字と簡体字、の２か国分、語がございますので、委員がおっしゃったとおり、内容

としては５か国語対応という形になっております。それと、やさしい日本語が対応する形になりま

したという説明が途中だったんですけれども、例えば土足厳禁という表示ですと、なかなか外国人

の方分かりにくいということになるんですけれども、靴を抜いてくださいという表示に変わるよう

な形で、アプリを通じて、メッセージがいくという形になります。それとすいません先ほど私説明

の中で、Ｌネット、Ｌネットというものを通じてテレビラジオに情報が発信されますと、県のシス
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テムを使う、使いましてというふうに発言してしまったんですが、Ｌアラートの誤りでした。ここ

は訂正をさせていただきます。すいません。 

○交通防犯グループグループ長（東村大輔君） 

私も訂正させていただきます。先ほどの前島市議のカーブミラーの質問の中で、申請時期の御質

問がございました。私６月頃とお答えしましたが、受付は随時ということになっております。以上

です。 

○委員（藤田直仁君） 

ちょうどタイミングよく、ちょうど黙とうがあったんですけれども、もうまさにそういう形で、

救える命は１人でも救っていくというようなための災害時の発生対応だと思うんですけれども、つ

いでに次は何か、その中身のことを聞きたかったんですが、以前から何か話が出てるように、今、

霧島市に１番多い在住の外国人ってのはベトナム人というふうに私認識しているんですけども、た

しか前回のなんかそんな形で、ベトナム語の対応はできないのかというのは、別な議員からの話も

あったと思うんですがそこについてはどのようなふうに進捗しているのか教えてください。 

○安心安全課防災グループ長（荒木誠君） 

お答えします。外国人、霧島市本市に在住されていらっしゃる外国人の方で、直近でいきますと

やはりおっしゃるとおり、ベトナムの方が多いというふうに認識をしております。ベトナム語対応

の情報発信の在り方という部分につきましては、きりしま防災行政ナビにおきましては、先ほど説

明させていただいたんですけれども、やさしい日本語を用いることによってですね、とある、とあ

るといいますか多くの外国人の方が理解を、今までの内容よりはですね、理解を頂けるという形で、

改善を図ったところでございます。また外国語をですね、アプリを改修していって増やしていくと

いう部分についても検討しているところであるんですけれども、当然開発費用、改善改修費用等も

それなりに必要になってまいりますので、そこはそういった、費用対効果等も考えながらですね、

今あるシステムの内容をしっかりと検証しながら検討を進めてまいりたいというふうに考えており

ます。以上です。 

○委員（藤田直仁君） 

分かりました。あと霧島市のホームページの中には、ちょうどそこの案内のとこで外国人向けの

災害情報発信、情報提供アプリということで、セーフティートリップですか。これの何か推奨とい

うか、表示もしてあるみたいですが、こことの連携はどのようなふうに考えてらっしゃるんでしょ

うか。 

○安心安全課防災グループ主査（鮫島友和君） 

お答えいたします。セーフティートリップの存在につきましても、把握はしているところでござ

いますが、そちらをどのように活用していくとかについては、今後検討の課題になると思います。

以上です。 

○委員（藤田直仁君） 

ということはホームページで一応そういうのがありますよという情報提供だけというふうな認識

でよろしいでしょうか。 

○市長公室長（永山正一郎君） 

今の議論の中でですね、きり防ナビがベトナム語に、多言語化たくさんはされてないということ

で、霧島市のホームページがですね、今後４月から、もう既に多言語化されてますので、そちらか

ら情報がとれるようにですね、案内していくのがまずは必要なのかなと、今ちょっと議論聞いてて

思いましたので、早速そっちのほうをやっていって、予算の関係もありますので、やがては、きり

防ナビも多言語化、より多くの言語がいけたらいいんでしょうけど、まずは、今あるシステムを使

ってホームページで同じ情報がとれますので、そちらのほうを外国人の方にも積極的に案内してい
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きたいと思います。 

○委員（藤田直仁君） 

そうですね、今見てみたらセーフティートリップのほうもそこにも、には、ちゃんとベトナム語

もなんかあるみたいなので、あとは消防のほうもやっぱりそういう形で多言語化をいろいろして、

努力をされてるみたいなんで、ぜひ、こちらの安心安全課のほうも、やはり費用対効果もあったり

いろいろ、予算もあることでしょうってことはよく分かるんですけれども、やっぱり救えるものや

っぱ作っていただきたいなという気持ちがありますので、ぜひ善処していただければというふうに

思います。あと最後に、最後のところで文字情報の発信をということでありますがこの文字情報の

発信について具体的にどういうものをされてるのかをお示しください。 

○安心安全課防災グループ長（荒木誠君） 

先ほどのＬアラートの関係の説明をさせていただきます。災害発生時に、私ども防災の担当から

県のシステムを用いまして、例えば、緊急情報、避難情報であったりですとか、あと避難者の状況

等を登録をいたします。それをすること、あと被害の状況等ですね、それを登録することによりま

して県のシステムを通じまして、テレビ、ラジオ、あと新聞社、あとポータル、いわゆるポータル

事業者ヤフーであったりですとか、そういったところに情報が同時に行き渡るという形になります。

具体的にはもうそれが情報行くことによりまして例えばテレビでしたら、災害時に帯で流れていく

ような形でですね情報が発信されるという形になります。以上です。 

○委員（松枝正浩君） 

それでは安心安全課にお尋ねをします。今、藤田委員が質疑をされていた災害発生対応事務の中

のアプリの話ですけれども、令和７年度登録者数ですね、どのぐらいを目指しているのかお示しい

ただけますか。 

○危機管理監（平田雄嗣君） 

年度の具体的な目標というものは、今のところはございません。あとですね、まず霧島市の基本

計画では、もともとは 2027 年の目標が１万 1,840 ということでありましたので、それは超えている

という状態ではあります。あと立地適正化計画のほうでも 40 年度［３月 14 日議事録２ページで訂

正発言あり］で約１万 8,000 ダウンロードというところ、目標を示してるところでありますので、

そことの関連を図りながらですね適正な数値について検討をしていきたいと考えております。 

○委員（松枝正浩君） 

私自身も登録をして非常にいいアプリであるというふうに思っているんですけれども、やはりこ

の７年度の予算、維持管理の部分だけではなくて当然に、このアプリを伸ばしていって市民の皆様

に周知をし、そして活用していただくというのが本来の趣旨だと思いますので、これ是非、令和 7

年度、早い段階でですね、目標数値を定めてですねそれに向かって、進んでいっていただきたいな

というふうに思います。それでは、５ページ、送配水ポンプ導入管理事業ということで、６年度の

予算額、112 万 2,000 円からしますと、87 万 3,000 円ということで減額になっているわけですけれ

ども、この中の内訳を見てみますと、需用費の燃料等ということでこれは昨年度より上がっており

ます。燃料等の高騰ということで理解ができるわけですけれども、委託料が、運用の業務委託とい

うことで、６年度が 100 万円ということで組んであったものが 64 万 8,000 円になってるんですけれ

ども、この辺はどのような背景があってこの金額になっているのか、お示し頂けますか。 

○安心安全課長（山口留美子君） 

移動式総配水ポンプは、令和５年度に導入をいたしまして、令和７年度導入から３年が経過する

ということで、確実かつ継続的に運用できるように、令和７年度から毎年１台ずつをバッテリー交

換と保守点検をすることといたしました。これ、このこと、また、業者委託につきましても、これ

までの実績を踏まえて精査いたしまして、ポンプを出水期に、常時２トンダンプに掲載し、業者へ
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の委託についてもポンプの積み下ろしだけを委託をすることを制度化したことに伴いまして、委託

料のほうは減額になったということでございます。 

○委員（松枝正浩君） 

非常にこの危険な状態の中での作業、業者さんがいいというわけではありませんけれどもやはり

慣れた方にしていただくというのが筋なのかなというふうに思うわけで、職員の方々が準備をし、

やっていくということがこれまであったわけですけれども、こういう業務っていうのをしていくの

は私自身はいかがなものなのかなというふうに思うわけです。減額にすることも確かにいろんな経

緯でなってはいるんですけれども、本来は、慣れている業者さんを専門としてですね、やっていた

だくというのがいいと思うんですが、この辺改めて令和７年度検証をしていただいてですね、どの

ようにされるのかですね、今の流れていくのか、また検討する余地があるのかどうかというのをお

示しいただけますか。 

○危機管理監（平田雄嗣君） 

５年度、６年度の運用を踏まえまして、２トンダンプへの積載・卸下については業者に委託をし

ようという形であったところであります。実際、昨年度がそこで実働としては１回、今年度は実働

で動かしたのは１回、待機が１回という形でありまして、全体訓練もまた４回とかやっておりまし

て、職員の運用に関する練度自体は上がってきておりますので、現在のところは、今のこの形で運

用について職員による形でいこうと考えているところであります。 

○委員（松枝正浩君） 

職員の方からも不安な声がやっぱり上がってきているのも事実であります。なのでそこもですね

しっかりと聞いていただきながらですね今後検討について、運用については検討を頂きたいという

ふうに思います。それでは、事務事業評価の中でですね、自主防災育成事業ということで、地区防

災計画の作成というのがあります。令和５年度は２地区なっている、令和６年度は計画が２地区と

いう形でありますけれども、まず全体の数、どのぐらい定めなければならないという中で令和６年

度、今の現時点にいたって、どのぐらいの地区数がなされているのかお示し頂けますか。 

○安心安全課防災グループ長（荒木誠君） 

地区防災計画の策定につきましては、何地区定めなければならないというものではないというふ

うに認識しておりまして、ただし、昨年の能登半島地震であったりですとか、近年頻発します大規

模地震、を踏まえながらですね、私たちも当然そうなんですけれども地域の皆さんの中でも防災意

識が高まっていること、あと大規模地震におきましては特に自助、その次に共助、による防災活動

が有効であること等を踏まえまして、この間、地区防災計画の策定並びにですね、地区防災計画策

定までいかないにしましても、地区の防災マップであったりですとか、避難訓練であったりとかの、

要領等を踏まえたですね、出前講座であったり、周知等を行っているところでございます。その中

で、まだ計画策定までには至ってないんですけれども、今年度につきましても、防災計画策定に向

けてですね、ぜひ勉強してまいりたいという形で出前講座等を行っているという状況でございます。

あと数字につきましては、現在策定済みは９地区になっております。以上です。 

○委員（松枝正浩君） 

なかなかここが進まないというところでお互いに協力し合ってするとしても、なかなか意識が高

まらなければ、それも進んでいかないところでありますので、おおよそ全体のスケジュールを決め

る行政の中で決めていく、そしてその中でどういうふうに進めていくのかということも数値をもっ

て目標を持っていないとなかなかやっぱり曖昧になってしまうところがありますので、これについ

ても令和７年度中にですね、やはりしっかりと議論をしてですね、そこの形としては決めていくべ

きだと思いますので、ぜひ御検討をお願いをしたいと思います。以上です。 

○委員（前島広紀君） 
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説明資料の３ページのところなんですけれども、広報きりしまについてお尋ねしたいと思います。

すごくいい広報だというふうにいつも見ているところなんですけれども、お尋ねしたいのは上旬号

が年 12 回発行、下旬号が 10 回発行ということなんですが、それぞれの発行部数と、それから配布

の仕方、それについてお尋ねしたいと思います。 

○秘書広報課主幹（富久亮二君） 

まず、上旬号につきましては、今年度、令和７年度が、部数にいたしまして４万 2,850 部、それ

から下旬号お知らせ版につきましては、４万 2,000 部を毎月、作成する予定といたしております。

それから、配布方法でございます。配布方法につきましては、自治会文書を通じた配布と、それか

ら当然自治会に加入してない市民の皆さんもいらっしゃいますので、その方につきましては、公共

施設等にですね、今広報紙を配布いたしまして、そちらで受け取っていただくように御案内してお

ります。以上です。 

○委員（前川原正人君） 

二、三お聴きをしておきたいと思います。まず安心安全課の関係ですけど、今市内を見渡すと、

大体白線、消えた白線がですね、引き直しが少しずつ少しずつできていっているというイメージで

見ているんですが、先日の新聞等でも５年間をかけて、鹿児島県は引き直しをしていくんだという

ことで報道もありました。その中で、交通安全対策事業だったり、これは公安委員会が所管をする

わけですけど、霧島市として、要請はするけど、どれだけできましたというそういう成果報告とい

うのはないんですか。 

○安心安全課長（山口留美子君） 

昨年の所管事務調査におきまして横断歩道の要望を行った件数と実績件数につきまして答弁をい

たしておりますので、再度答弁をいたします。本市から霧島警察署へ要望を行った過去３年の要望

ですけれども横断歩道につきましては、令和３年度が 15 件、令和４年度が 11 件、令和５年度が 17

件です。それから補修の実績でございますが、令和３年度が約 71 か所、令和４年度が約 76 か所、

令和５年度が約 15 か所とのことです。毎年 75 か所程度補修をされているとのことですが、令和５

年度は国民体育大会があったため実績が少なかったということで報告を受けております。 

○委員（前川原正人君） 

例えばこれは県の公安委員会の所管になって、なかなかこちら側から警察署を通じて公安委員会

のほうにお願いをするという形ができてるんですけど、例えば市道にしても、県道にしても、幹線

道路の部分については、やはり優先順位という点では、そういうこちら側の意向というのは、県の

ほうはくんでもらえるというそういう性格の、融通がきくという点ではどうなのでしょうか。そう

いうのはもう全く融通きかなくて、優先順位、危険度の高いところとかいうことだけのみで判断を

相手側がしているという理解でよろしいですか。 

○市長公室長（永山正一郎君） 

横断歩道の線の引き直しですけれども、市の安心安全課を通して警察署に行く場合と、市民が直

接、県や警察署に行く場合もありまして、全体で仕事をした分は分かるんですけども全体でどうな

ってるかというのをちょっと把握していないところで、優先順位につきましても、こちらからここ

を先にしてくれ、そういったことは、申出たことはないと思います。 

○委員（藤田直仁君） 

安心安全課にお尋ねします。ここに６ページのほうに火山活動対策事業というのがあるのですが、

直接的にここにはここの範疇超えてるんですが、今、県のほうが、桜島の大正の大噴火からも 110

年以上経ってるんですかね。そういうのを踏まえて、鹿児島市においては、ブロックに分かれて、

近隣の自治体に広域避難を計画してるというのをちょっと情報、ニュースで見た記憶があるんです

けれども、霧島市においては、もちろん、鹿児島市、それから垂水市、鹿屋市とはちょっと違って、
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あまりこう被害に、風向きによってもあまり被害がこうむらないのかなというな感じるんですけれ

ども、霧島自体、現時点で他の自治体に行くような広域避難というのは検討とか話合いを持たれて

いないか、お示しください。 

○安心安全課防災グループ長（荒木 誠君） 

霧島市から他の自治体に桜島の噴火に際しまして、避難をするという計画はございません。 

○委員（有村隆志君） 

安心安全課にお聞きします。先ほどの交通安全のこと、白線のことでした。今、横断歩道それで

通るのかという話なんですよ。ないために、子どもたちが入ってきた。そこで、事故があったとい

う時、本当悲しい想いをするので、ここは本当に部長、本当にしっかりと県のほうにもしっかりと

言っていただきたいと思います。それから、一つ気になるのは防災行政無線の運営事業で、各地区

で毎年このように修繕料が上がっておりますので、今気になってるのは先ほどからＦＭきりしまの

お話もあって、いろんな多重化でいろんな放送されているということでございましたんで、その中

にやはりＦＭきりしまも入ってらっしゃるので、年々、もうつくってから相当年月がたつのかと思

うので、その辺の機器の関係の事も少し気にしていただけるのかなという気がしますけど、そこら

辺については検討されておられますか。 

○安心安全課防災グループ長（荒木 誠君） 

  ＦＭきりしまにつきましては、情報を私どものほうから霧島防災行政ナビで緊急情報を発信しま

すと、それをＦＭきりしまが受け取りまして、生放送中のときは放送されるアナウンサーが、その

内容をラジオで放送されます。生放送以外のときには、割り込み放送でデジタル発信をするような

形で連携をさせていただいている。ＦＭきりしま放送を使いまして、させていただいてる状況でご

ざいます。 

○委員（有村隆志君） 

そういうふうに使ってらっしゃるので、機械自体はもう放送開始してから、局が開局してからす

ごく経ってきたので、そこの部分は大丈夫かということ。ここでよかったんですかね。どうでした

っけ。 

○市長公室長（永山正一郎君） 

ＦＭきりしまの放送の設備については、市の施設ではないので何とも言えないんですけれども、

当然市としてもいろいろ活用してますので、そこが壊れて放送でいざというとき放送できなかった

というのは困るので、その辺はまた注意深く見守っていかないといけないのかなと思います。あと

先ほどありました、横断歩道の件ですけれども、先般、議会のほうから、県のほうに要望書を出さ

れて、そういったのもあって今回、今あちこち引かれてると思うんですけど、市のほうとしまして

も、市長会のほうに霧島市から横断歩道の線の引き直しを早くしてくれというような今提案をする

準備をしているところで、議員の皆さんと一緒になって、県のほうに要望していけたらと考えてお

ります。 

○委員（前川原正人君） 

説明資料のほうの災害対策費で、安心安全課所管の部分ですが、６ページの中で委託料の観測シ

ステム保守と降灰除去等の予算が昨年の６年度の当初予算と比較をすると大体、110 万円ほど減額

になっております。これとあわせて、災害時の重機借り上げ事業についても 70 万円だったものが

50 万円に減額になっているわけですけれど、これはどういう理由というか、議論の上でマイナスと

いう予算計上というふうになったのか。お示しいただけますか。 

○安心安全課防災グループ主査（鮫島友和君）  

まず火山活動対策事業の委託料の減ですけれども、霧島市内の私道に関する降灰除去に関しまし

て、入札の実績額等を考慮して、その額に近い額で予算計上したというところにございます。続き
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まして災害時重機借り上げ事業にの減額に対しましては、令和４年、５年、６年とちょっと申請件

数の減、もしくは令和６年度については、一応要望等なしという形になっておりました。そこも踏

まえまして、予算の調整をしたところでございます。 

○委員（前川原正人君） 

結局、これまでの実績に基づいた予算措置ですよという理解でよろしいですね。 

○安心安全課防災グループ主査（鮫島友和君） 

ご理解のとおりだと思います。 

○委員（池田綱雄君） 

カーブミラーのについては安心安全課でいいんですか。ならお尋ねしますが、あちこち汚れて見

えにくい、あるいは方向が違って当たり前のところを照らしてないというのが、結構あるんです。

そういうのの点検というのはされないんですか。 

○安心安全課交通防犯グループ長（東村大輔君） 

点検というものは行っていないんですけれども、住民からの通報とか、自治会からの通報等には

速やかに対応しているところでございます。 

○委員（池田綱雄君） 

もう１点ついでに、ガードレールがさびついて、もう見苦しいところがたくさん身請けられるん

ですから、そういうのの点検補修ができないかお尋ねいたします。 

○安心安全課長(山口留美子君) 

ガードレールなどの防護柵につきましては、建設施設管理課だったり耕地課のほうで設置をして

おりますので、そちらのほうにちゃんとつないでおこうと考えております。こちらから連絡してお

きます。 

○委員（木野田誠君） 

  市長会のことで教えてください。県の市長会とか全国の市長会とかよく口にされますけども、こ

の市長会の中で意見を言えるのは市長だけですか。それとあるいは、秘書課で市の意見を文書か何

かで具申できる制度とかそういうものはあるのかどうか。 

○秘書広報課主幹（堀ノ内周作君） 

市長会のほうにはもう文書で出しまして、それを会議の中で首長が意見を述べるというのはあり

ます。基本は文書で市長会のほうには上げるという要望等をですね。という形になっています。 

○市長公室長（永山正一郎君） 

市長会に上げる議題としては、まず市長会から秘書広報課のほうにこういう会議がありますよと

したら、全庁的に流してそこで意見を述べるようなことはないかというような確認をします。要望

等が上がってきて、その中で、市長会で霧島市としてこういう意見があるというのを述べるという

形になっています。 

○委員長（久木田大和君） 

ほかにありませんか。 

［「なし」と言う声あり］ 

ないようですので、これで市長公室の質疑を終わります。ここでしばらく休憩します。 

「休 憩  午後 ３時３４分」 

――――――――――――――― 

「再 開  午後 ３時３６分」 

○委員長（久木田大和君） 

休憩前に引き続き会議を開きます。次に、議案第31号令和７年度霧島市交通災害共済事業特別会

計の審査を行います。執行部の説明を求めます。 
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○市長公室長（永山正一郎君） 

議案第 31 号令和７年度霧島市交通災害共済事業特別会計予算について、ご説明します。この特別

会計予算には、交通災害共済事業の実施のために必要な見舞金や支給事務に要する経費等を計上し

ております。詳細につきましては、安心安全課長が説明しますので、よろしくご審査くださいます

ようお願いします。 

○安心安全課長（山口留美子君） 

令和７年度霧島市交通災害共済事業特別会計予算についてご説明します。予算に関する説明書の

４ページから７ページをお開きください。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,798 万 1,000

円を計上しております。はじめに、歳入についてご説明します。予算に関する説明書８ページから

９ページをお開きください。（款）１事業収入（項）１事業収入（目）１共済掛金収入では、1,126

万 9,000 円を計上しています。これは、一人 500 円の掛金による収入になり、掛金を納入された方

のみが共済加入者となります。次に、予算に関する説明書 10 ページから 11 ページをお開きくださ

い。（款）２繰越金（項）１繰越金（目）１繰越金では、671 万 2,000 円を計上しています。これは、

令和６年度事業からの繰越金を見込んでいます。続きまして、歳出についてご説明します。予算に

関する説明書12ページから13ページ、予算説明資料１ページをお開きください。（款）１総務費（項）

１総務管理費（目）１交通災害共済管理事務費では、640 万 1,000 円を計上しています。このうち、

交通災害共済審査会費は、見舞金の支払に関する重要な事項が発生したときに、その審査をするた

めの会議の開催に伴う経費で、６万 4,000 円を計上しています。次に、その他交通災害共済管理事

務費は、共済事業の運営に係る経費として、加入申込書兼納付書や加入促進用チラシ等の印刷製本

費で 87万 3,000円、加入申込書兼納付書の郵送料で 515万 2,000円、その他の事務経費で 31万 2,000

円、合計で 633 万 7,000 円を計上しています。次に、（目）２交通災害共済見舞金は、死亡見舞金で

200 万円、傷害見舞金で 858 万円、合計で 1,058 万円を計上しています。以上で、説明を終わりま

す。よろしくご審査下さいますようお願いいたします。 

○委員長（久木田大和君） 

ただいま執行部の説明が終わりました。これから質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○委員（前川原正人君） 

交通安全共済の関係ですけれど、決算で見てみますと大体加入者数が２万 4,384 人ということで

出ているわけですけれども、今回の予算上ベースでは、どれぐらいの人数で、想定されていらっし

ゃるのかお示し頂けますか。 

○安心安全課交通防犯グループ長（東村大輔君） 

過去５年あたりの状況を見てみますと、年々、1,000 人ほど減っておりますので、毎年 1,000 人

減ずつの加入者数を見込んで予算計上しております。 

○委員（前川原正人君） 

これは世帯で入るのではなくて、一人一人で加入をするという性格のものなんですけど、人数的

には前年度並み加入者数が２万 4,384 名ということで、一つの数字が出ているわけですね。ですか

ら、それからいけば、また新しい年度では 1,000 人ほどまた減るという想定見込みの上での予算計

上なんですか。 

○安心安全課交通防犯グループ長（東村大輔君） 

おっしゃるとおりです。 

○委員（前川原正人君） 

やはり、大いにこの宣伝も必要だと思うんですね。アピールをして加入をしていただく。昔の昔

のというといけないですね、一円保険という形で、旧国分がずっと、こういう形で特別会計を組ん

でやって、ほかのこういう会計がないところでは、県事業が主体となって、一円保険という形で、
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それがずっと今霧島市になって、そのまま生きているという、施策として残っているという性格が

あるわけですけど。やはり、大変よい制度であるんですがまだ周知が足らない、周知が足らないと

いうのは失礼な言い方ですけど、こういう制度があること自体を知らない人たちも結構いらっしゃ

いますし、私たちもこういう保険がある、共済制度が霧島市は持っているんだよということで、初

めて知ったという人たちも中にはやはりいらっしゃるので、その辺のアピールの仕方等も、もっと

工夫が必要ではないかと思いますが、室長はどうお考えですか。 

○市長公室長（永山正一郎君） 

広報の仕方ですけれども、交通安全災害共済につきましては、これは、珍しく全世帯に郵送でや

っております。こういったのはほかにはなかなかないのではないのかなと。ですから、知らなかっ

たと言えば、もう開けてももらえなかったのかというようなことになると思いますので、いろんな

機会をとらえて紹介していきたいと思います。 

○委員（木野田誠君） 

案内があったかもしれませんけど、例年 1,000 名ずつ減っている。この７年度は何名で予算を組

んでいらっしゃいますか。 

○安心安全課交通防犯グループ長（東村大輔君） 

令和５年度で加入者が２万 4,384 人で令和６年の２月末時点で２万 3,230 人の加入者となってお

り、あと一月ありますが、これより多少増えるぐらいかなと思っております。ですから、令和７年

度でいきますと、２万 2,300 人ほどと見込んでおります。 

○委員（前島広紀君） 

この事業の継続に関しましては、以前からいろいろ協議されているわけなんですけれども、今回

の令和７年度のこれを見ると、見舞金として支払う金額が 1,000 万円。そしてその上のほうの通信

運搬費が 500 万円という話なんですよね。見舞金の割に対しては、経費のほうが結構かかり過ぎて

いるというふうに感じるところなんですけれども、執行部としては、この事業をまだ続ける予定な

んでしょうか。 

○市長公室長（永山正一郎君） 

加入率が 20％を若干切っているわけですけれども、12 万 3,000 人余りの人口の中で、２万人以上

の方がまだ入れられているということですので、それなりの意義はこの制度自体はあるのかなと考

えております。以前から申し上げておりますとおり、20％を切ったら検討を開始しますというふう

に申し上げているんですが、令和５年、令和６年が今２年連続で 20％切りそうです。令和７年も 20％

を切るようであれば、その段階で具体的にどうしていこうという検討をするべきなのかなと。やは

り２万人という数がありますので、早期に結論を出せないのかなと考えております。 

○委員（藤田直仁君） 

先ほどの広報という意味で、４月になったら、各地域で自治公民館長とかの会がありますけど、

過去にそこで御案内したことがありますか。この件について。 

○市長公室長（永山正一郎君） 

せっかくの機会を逃しているようですので、大切な御意見ありがとうございます。 

○委員（藤田直仁君） 

合わせて４日の日には、４月４日、交通安全の推進委員のあれがありますよね。そこでも必ずこ

のことは伝えていただければと思います。 

○委員長（久木田大和君） 

ほかにありませんか。 

［「なし」と言う声あり］ 

ないようですので、これで議案第31号の質疑を終わります。ここでしばらく休憩します。 
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「休 憩  午後 ３時３４分」 

――――――――――――――― 

「再 開  午後 ３時３６分」 

〇委員長（久木田大和君） 

休憩前に引き続き会議を開きます。まず、財産管理課より発言の申出がありましたのでこれを許

可します。 

○財産管理課長（宗像茂樹君） 

先ほど総務部の審査の中で、野村委員のほうから御質疑のあった件につきまして、答弁を申し上

げます。公用車につきましては、公益社団法人全国市有物件災害共済会の自動車損害共済に加入し

ていますが、事故のありなしによる保険の増額はございません。このことにより、昨年と比べまし

て、保険料もさほど増減はないところでございます。以上で答弁を終わります。 

〇委員長（久木田大和君） 

何か質疑ありませんか。続きまして、税務課より発言の申出がありましたので、これを許可しま

す。 

○税務課固定資産税グループ長（福留敏郎君） 

先ほど、野村委員のほうから御質問のございました、税務課固定資産税の地籍図の各支所の発行

の件数につきましてですけれども、支所ごとでよろしいわけですか。分かりました。それでは、令

和６年度につきまして、支所ごとの地籍図等の発行件数をお答えいたします。本日時点で、集計い

たしましたので、お願いします。まず本庁の税務課が 6,717 件、隼人市民福祉課でも発行しており

まして、1,186 件、続きまして、溝辺地域振興課 864 件、横川地域振興課 907 件、牧園地域振興課

1,072 件、霧島地域振興課 862 件、福山地域振興課 1,605 件というふうに、令和６年度はなってお

ります。 

〇委員長（久木田大和君） 

何か質疑ありませんか。 

［「なし」と言う声あり］ 

ないようですので次に、企画部の審査を行います。執行部の説明を求めます。 

○企画部長（藤崎勝清君） 

議案第 27 号令和７年度霧島市一般会計予算のうち、企画部所管の予算概要について、説明します。

企画部における令和７年度当初予算は、地域公共交通の確保、移住定住の促進、自治体システム標

準化への対応、ＤＸの推進など、効率的な行政運営を図るための事業に要する経費及び市民の利便

性向上につながる施策に要する経費等について計上しています。「第二次霧島市総合計画」の６つの

政策における主要事業としましては、産業の活力があふれ、交流と賑わいが生まれるまちづくりに

ついては、地域公共交通乗務員確保支援事業に要する経費を、誰もが支え合いながら生き生きと暮

らせるまちづくりについては、定額減税補足給付金給付事業（不足額給付）に要する経費を、市民

とつくる協働と連携のまちづくりについては、元気なふるさと再生事業、移住定住促進補助事業に

要する経費を、信頼される行政経営によるまちづくりについては、基幹系システム保守運用事業、

内部情報システム運用事業、情報化推進事業に要する経費を計上しています。以上、企画部所管の

予算概要を説明しましたが、詳細につきましては、担当課長が説明しますので、よろしくご審査い

ただきますようお願いします。 

○企画政策課長（野村博昭君） 

企画政策課に関する令和７年度一般会計予算について説明します。予算に関する説明書の 118～

121、128～131 ページ、一般会計予算説明資料（企画部）の１～３ページ、当初予算主要事業資料

は 30 ページです。それでは、一般会計予算説明資料（企画部）に基づき説明します。１ページをご
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覧ください。まず、（目）企画調整費のうち 1,470 万 4,000 円が企画政策課関連の予算です。企画調

整総務管理事務事業をはじめ、計上している５つの事業は、全て継続事業であり、事業目的及び予

算内容については、記載しているとおりです。令和６年度と比較しますと、企画政策課関連の予算

は、63 万 5,000 円の増額となっています。主な要因は、令和６年４月の組織改正に伴い、広域行政

運営事業の所管が地域政策課から企画政策課に変更されたことによるものです。次に、２ページを

ご覧ください。（目）霧島ふるさと元気再生事業費のうち 112 万円が企画政策課関連の予算です。霧

島市産学官連携推進事業と企業版ふるさと納税推進事業の２つの事業は継続事業であり、事業目的

及び予算内容については、記載しているとおりです。令和６年度と比較しますと、企画政策課関連

の予算は、8,000 円の減額となります。次に、３ページをご覧ください。（目）定額減税補足給付金

給付事業費の予算額は、３億 1,806 万円を計上しています。定額減税補足給付金給付事業（不足額

給付）は、令和６年度に実施した定額減税の当初調整給付の算定に際し、令和５年所得等を基にし

た推計額を用いて算定したことなどにより、令和６年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した

のちに、本来給付すべき所要額と、調整給付額との間で差額が生じた者等に給付するものです。歳

入の特定財源に係る説明につきましては、歳入予算及び財源充当事業一覧表を作成しましたので、

説明に代えさせていただきます。なお、ページ番号は、予算に関する説明書に付されたページ番号

です。以上で、説明を終わります。 

○地域政策課長（宮永幸一君） 

地域政策課に関する令和７年度一般会計予算について説明します。予算に関する説明書の 118～

121 ページ、170～173 ページ、一般会計予算説明資料（企画部）の４～８ページ、当初予算主要事

業資料の 1 ページ、52～53 ページです。それでは、一般会計予算説明資料（企画部）に基づき説明

します。４ページをご覧ください。まず、（目）企画調整費のうち 1,099 万 6,000 円が地域政策課関

連の予算です。地域政策総務管理事務事業をはじめ、計上している７つの事業は、全て継続事業で

あり、事業目的及び予算内容については、記載しているとおりです。令和６年度と比較しますと、

地域政策課関連の予算は 62 万 5,000 円の増額となります。次に、６ページをご覧ください。（目）

霧島ふるさと元気再生事業費のうち３億 4,599 万 9,000 円が地域政策課関連の予算です。霧島ふる

さと総務管理事務事業をはじめ８つの事業の予算を計上しており、元気なふるさと再生事業が拡充

事業です。次に、７ページをご覧ください。元気なふるさと再生事業は、高齢化率が５割を超える

地区自治公民館（元気なふるさと再生集落）の活動を支援するため、大学生を派遣することや、地

域おこし協力隊員の任期終了後の起業・事業承継に要する経費及び隊員が定住するための空き家の

改修に要する経費を補助し、隊員の定住を図り、引き続き、地域の活性化に取り組むものです。次

に、８ページをご覧ください。地域公共交通乗務員確保支援事業は、地域公共交通の維持確保にお

いて、交通事業者における乗務員の確保が喫緊の課題であることから、市内バス事業者・タクシー

事業者に新たに従事した乗務員に対し就労支援補助金を交付するとともに、雇用した各事業者に対

して事業継続支援補助金を交付するものです。残りの６事業の事業目的及び予算内容については、

記載のとおりです。令和６年度と比較しますと、地域政策課関連の予算は、2,091 万 2,000 円の減

額です。主な要因は、移住定住促進補助事業の減額等によるものです。次に、８ページ下段をご覧

ください。（目）環境衛生総務費のうち 1,131 万 5,000 円が地域政策課関連の予算で、再生可能エネ

ルギー寄附金等による環境まちづくり基金積立事業として、同額を積み立てるものです。また、（目）

環境対策費のうち、１万 6,000 円が地域政策課関連の予算で、地球温暖化対策推進事業として、エ

ネルギー管理講習を受講するためのものです。以上で、説明を終わります。 

○情報政策課長（八ヶ代秋吉君） 

情報政策課に関する令和７年度一般会計予算について説明します。予算に関する説明書の 124～

125 ページ、140～141 ページ、一般会計予算説明資料（企画部）の９～11 ページ、当初予算主要事
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業資料の 55 ページです。それでは、一般会計予算説明資料（企画部）に基づき説明します。９ペー

ジをご覧ください。まず、（目）情報管理費のうち、７億 2,933 万 9,000 円が情報政策課関連の予算

です。基幹系システム保守運用事業をはじめ４つの事業の予算を計上しており、内部情報システム

運用事業は拡充事業、残りの３つの事業は全て継続事業であり、事業目的及び予算内容については、

記載しているとおりです。令和６年度と比較しますと、情報政策課関連の予算は、１億 9,297万 9,000

円の増額となっています。主な要因は、基幹系システム保守運用事業における標準準拠システム構

築に係る委託料やガバメントクラウド環境利用料の増などによるものです。次に、11 ページをご覧

ください。（目）統計調査総務費の予算額は、1,429 万 7,000 円を計上しており、令和６年度と比較

しますと 113 万 5,000 円の増額となります。主な要因は、人件費の増によるものです。次に、（目）

基幹統計調査費の予算額は、5,952 万 3,000 円を計上しており、令和６年度と比較しますと 4,946

万 8,000 円の増額となります。主な要因は、令和７年度に実施される国勢調査の関連経費の増によ

るものです。以上で、説明を終わります。 

○ＤＸ推進課長（三善智弘君） 

ＤＸ推進課に関する令和７年度一般会計予算について説明します。予算に関する説明書の 124～

127 ページ、一般会計予算説明資料（企画部）の 12～14 ページ、当初予算主要事業資料の 15 ペー

ジ、56～57 ページです。それでは、一般会計予算説明資料（企画部）に基づき説明します。12 ペー

ジをご覧ください。まず、（目）情報管理費のうち 3,455 万 9,000 円がＤＸ推進課関連の予算です。

ＦＭきりしま難聴対策事業をはじめ計上している４つの事業は、全て継続事業であり、事業目的及

び予算内容については、記載しているとおりです。令和６年度と比較しますと、ＤＸ推進課関連の

予算額は、253 万 8,000 円の増額です。主な要因は、財務会計システムの電子決裁化・文書管理シ

ステムの導入や LGWAN 系ネットワークの無線化など、ペーパーレス化の推進をはじめ、更なる業務

効率化の実現を図るものです。次に、14 ページをご覧ください。（目）溝辺地区ケーブルテレビ運

営事業費の予算額は、7,140 万 2,000 円を計上しており、令和６年度と比較しますと、3,884 万 4,000

円の増額となります。主な要因は、溝辺総合支所ヘッドエンド設備移設業務に伴うものであり、令

和６年度の設計業務委託に基づき、令和７年度において設備工事等を行うものです。以上で、説明

を終わります。 

○委員長（久木田大和君） 

ただいま説明が終わりました。これから質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○委員（松下太葵君） 

地域公共交通乗務員確保支援事業とあるんですが、この地域公共交通の担い手を確保し、地域に

不可欠な交通手段を維持するためであって、市内バス事業者、タクシー事業者にと書いていますが、

ほかの事業者には出ないという認識でよかったですか。この公共交通のタクシーとバス以外には出

ないという認識でよかったですか。 

○企画部地域政策課長（宮永幸一君） 

委員がおっしゃるとおり、公共交通の定義としては、バス、タクシーになりますので、今年度は

商工振興のほうでは、代行関係も確か対象になっていたかと思いますが、代行は公共交通に該当し

ませんので、地域政策課のほうでは公共交通に係るバス、タクシー事業者に対しての、これは確保

事業でございます。 

○委員（松下太葵君） 

すみません、自分の認識では、ちょっと調べたりしたら、運転代行なども公共交通という認識に

入るってあったんですが、僕の勘違いでした。 

○委員（松枝正浩君） 

まず、委員会の了解を得まして、令和５年度の決算におけるもので、先に質疑のほうをお願いし
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たところでありますけれども、決算の中で、溝辺のケーブルテレビの徴収業務を本庁へ移行できな

いかということを御検討くださいということで申し上げましたけれども、この当初予算の間、どの

ような議論がなされて、どのように令和７年度なされていくのか、お示し頂けますか。 

○ＤＸ推進課長（三善智弘君） 

決算委員会でありました徴収業務の本庁移行についてですが、そもそもケーブルテレビの徴収業

務は、加入申込みから工事の調整、そして口座振替手続、変更・廃止などの一体的な業務となって

いるというところがあります。徴収時には金額の根拠などを説明している、説明が必要な場合もあ

ります。これまでの経緯からも、地域住民にとっては総合支所で納付相談を行うという意識が定着

しているものと考えております。まずは、自主納付を促すよう、引き続き滞納整理に取り組むとと

もに、収納課をはじめ徴収業務を行っている各課のそういうノウハウだったり、取組を参考に、引

き続き、総合支所と連携しながら、滞納整理も含めて、ケーブルテレビの今後の在り方について検

討していきたいというふうに考えております。 

○委員（松枝正浩君） 

今の業務の中では、恐らく溝辺の中で業務がなされているというような状況で、非常に支所の業

務も多岐にわたり、大変な状況であるというところがありますので、完全に移行ということではな

くて、ＤＸ推進課のほうとも連携をしながら、まずは取組をしてみるというところも一つの方法な

のかなというふうに思うわけですけれども、そこも含めて是非７年度、事業のほうをする中で、一

緒にまずはやっていただきたいということを申し上げておきたいというふうに思います。それから

令和７年度の当初予算方針の中で、この歳入の部分、これ今先ほどもずっと確認をしてきていると

ころでありますけれども、この中に、未利用財産の処分とかふるさと納税とか企業版ふるさと納税

の確保ということが申し上げられているわけでありますけれども、この辺の取組ですね、令和７年

度、具体的にどのように増に向けてやっていかれるのかお示し頂けますか。 

○企画政策課主幹（藤田光治君） 

企業版ふるさと納税を担当しておりますので、その分について回答させていただきます。企業版

ふるさと納税は、実際に霧島市で令和３年度から取組始めて、年々、寄附額が上昇しているところ

です。これまでもホームページのリニューアルでありますとか、仲介事業者を介した取組を行って

おります。７年度におきましても、引き続き、積極的な周知・広報、あとホームページを使った周

知・広報、仲介事業者を積極的に活用しながら、幅広く寄附を獲得していきたいと思っております。 

○委員（松枝正浩君） 

ぜひ、ふるさと納税と併せて、この企業版のほうも増に向けていただきたいと思うんですけれど

も、説明資料の中の３ページで、企業版ふるさと納税推進事業というものがあります。この中で事

務事業評価を見てみますと、成果、コストともに拡充ということになっておりますけれども、令和

６年度の事業費、令和７年の事業費というのは、同額になっているわけであります。100 万円とい

うことですね。こういうことで考えると、このコストの部分の拡充も含めて考えると、まだ、出し

てもいいのかなと、増額してもいいのかなというふうに考えるわけですけれども、この辺はどのよ

うな議論があって、事務事業も経て、どのような議論があってこの 100 万円という形になっている

のかお示しいただけますか。 

○企画政策課主幹（藤田光治君） 

この企業版ふるさと納税推進事業につきましては 500 万円、100 万円の寄附が５件という想定で

計上しております。手数料を 20％と計算しまして、歳入は 500 万円、歳出が 100 万円という形で組

んでおります。令和５年度の補正予算で 50 万円、令和６年度の当初予算で 100 万円という形で増額

をしたんですけれども、実際に寄附実績を見ますと、なかなか伸びてこないというところがござい

まして、令和７年度も同額とさせていただいているところでございます。 
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○委員（松枝正浩君） 

実績を見ながらなされたということであります。その部分については理解をするところでありま

すけれども、やはり、企画部だけではなくて、ほかの部署とも連携をしながら、この取組について

は、方針の中で歳入の確保をしていくということもうたってありますので、ぜひ連携をしていただ

きながら、この増に向けて、今後、取組をしていただきたいと思います。 

○委員（藤田直仁君） 

今の企業版ふるさと納税の続きみたいな形で、ちょっと関連で話をさせていただきたいんですが、

ホームページを見ると、この地方再生プロジェクト、地域再生計画は、今年の３月 31 日で一応、期

間を終えるみたいな形で書いてあるんですけれども、この後の予定はどのように考えているのか、

例えば、このままただ期間を延ばすのか、中身をちょっと一部プラスアルファして何かやるのかと

いうのも含めて御説明ください。 

○企画政策課主幹（藤田光治君） 

企業版ふるさと納税の制度につきましては、令和６年度までの措置とされておりますけれども、

今現在、国の令和７年度の税制改正の中におきまして、３年間の延長が検討されておりますので、

本市としましては、引き続き、また、地域再生計画を認定していただいて取り組んでまいりたいと

考えているところでございます。 

○委員（藤田直仁君） 

ということは、内容は一切見直しはせずにそのままただ期間だけを延ばすという考え方でよろし

いでしょうか。 

○企画政策課主幹（藤田光治君） 

この税制改正に伴う地域再生計画の延長というのは、期間だけの延長という申請になりますので、

計画そのものはこれまでのものと同様となります。 

○委員（藤田直仁君） 

松枝委員も言ったんですけれども、力を入れようと思うのであれば、やはりここの部分はいじれ

ないというのは分かっても、確かピックアップして、できる部分がありましたよね、ピンポイント

で。今４事業だったですかね。これを五つに増やすとか、六つに増やすとか、やはり次の一手を打

たないと、同じことの繰り返しではないのかなと。20 万円掛ける５の 100 万円でいいというのは、

そういうとこから発想が来ているのではないかなというふうに思いますので、ぜひとも、こないだ

の一般質問で言いましたけど、ものすごくいい事業だと思うんですよ。力を入れてあげて、財源の

確保に努めていただきたいなと思います。 

○委員（前川原正人君） 

定額減税の補足給付金給付事業について、お尋ねをいたします。これはいわゆる所得税３万円、

住民税１万円を定率減税ということで、その不足分を対応するということで予算化されているわけ

ですけれど、これは全てプッシュ型というか、申請主義がメインになるのか、今までの記憶では、

ブッシュ型というのもあったような気もするんですが、その辺についての取組方はどのようにされ

ていくのか、お示しいただけますか。 

○企画政策課主幹兼行革推進グループ長（米元利貴君） 

令和７年度の不足額給付におきましては、プッシュ型を予定しております。 

○委員（前川原正人君） 

ポンチ絵のほうで 30 ページの中で、その給付内容、事業費の内訳、そしてスケジュールなども事

細かに説明があるわけですけれども、これが全体で推計で給付対象数で、7,500 人ということでな

っているので、世帯数でいくと何世帯ぐらいに想定をされていらっしゃるんですか。 

○企画政策課主幹（米元利貴君） 
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この定額減税の対象者というのは、世帯ではなくて、納税者という概念ですので、世帯数という

はじき方はしておりません。 

○委員（前川原正人君） 

ということは、一人一人ですけど、個人住民税と所得税ですので、同じおうちの中にいる世帯で

それぞれ違ったりすると、当然違ってくるんですけど、一概に 7,500 名というのは、世帯数での換

算はできないということなんですか。 

○企画政策課主幹（米元利貴君） 

この不足額給付に同じ世帯の中でも該当する方、同じように働いていらっしゃっても、該当する

方、しない方いらっしゃいますので、その世帯数という概念自体がちょっと存在しないということ

になります。 

○委員（前川原正人君） 

一つはいわゆるプッシュ型ということで、今御説明いただいたんですけど、要は本課税が今年の

６月に本課税で決定をするわけですよね。昨年度の所得、収入が分かっていくわけですけど、この

場合、例えば余分には予算ですので、組まれているとは認識をしているわけですけど、万が一、減

額というか不足した場合、不足の給付なんですけど、不足した場合の対応というのはどうなります

か。 

○企画政策課主幹（米元利貴君） 

給付金の不足ということでよろしいでしょうか。そのようなことがないように予算を計上してい

るつもりでございますけれども、もし万が一、足りなかったときには、６月補正に計上させていた

だくことになるかと思います。 

○委員（前川原正人君） 

その場合も、10 分の 10 で全額、国の予算のほうで対応ができるという理解でよろしいですか。 

○企画政策課主幹（米元利貴君） 

おっしゃるとおりです。 

○委員（松枝正浩君） 

それでは、１ページの霧島市施設管理公社事業への補助及び交付金ですね。令和６年 1,100 万と

いうことで出されておりますけれども、令和７年度が 82 万 7,000 円の増ということになっておりま

す。この辺の増になった背景がまず何であるのかお示しください。 

○企画政策課主幹（藤田光治君） 

施設管理公社に対する補助金の増加の理由につきましては、主な理由は、臨時職員に係る人件費

の上昇分という形になります。 

○委員（松枝正浩君） 

分かりました。では毎年度、この施設管理公社へはこのお金が交付されているわけでありますけ

れども、この事業効果をどのように担当課としては見られているのかお示しいただけますか。 

○企画政策課長（野村博昭君） 

施設管理公社は、霧島市の公共施設の管理を担っているわけですけど、その中で、指定管理とし

て都市公園などを管理しております。この都市公園などについては、結局、収益が見込めないとい

うことで、ほかの事業者の参入というのが、公募に対してなかなかこう手が挙がってこないという

ところでございますので、そこら辺のセーフティーネットというんですかね。そこで、施設管理公

社のほうで担っていただいているということで、霧島市の公の施設の管理運営がしっかりとなされ

ているというところが一つの効果ではないかというふうに考えております。 

○委員（松枝正浩君） 

わかりました。それでは２ページ、霧島市産学官連携推進事業の中で、若干ですけれども昨年度
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からすると減額になっているというところでありますけれども、この事業目的の中に人口減少の克

服や地域活性化というようなことで、今、霧島市の中でも問題になっております人口減少の関係で

すけれども、この辺が具体的にどのような効果を生んでいくのか、この事業でですね。少し御説明

頂けますでしょうか。 

○企画政策課長（野村博昭君） 

この霧島市産学官連携事業というところで、霧島市ふるさと創生有識者会議というところを持っ

ております。この中で、霧島市の総合戦略における様々な事業、施策を検証していただいて、この

総合戦略の目標が人口問題というところでございますので、そこら辺の検証をしていただいて、霧

島市の事業が効率的に行われているかというところなどについて、有識者から意見を頂いていると

ころでございます。 

○委員（松枝正浩君） 

有識者の方々の御意見をお伺いしながら、この人口減少をどのように食い止めていくかというと

ころを具体的に、また、その会の中でしていただくわけですけれども、同じ部の中に、７ページで

すけれども、人口増につながるような事業として移住定住促進補助事業、そしてまた、移住定住の

ＰＲ促進事業というのがありまして、ここに力を入れていくということであれば、増で出てくるの

かなというふうに思っておりましたが、二つとも減の状況であります。財政が厳しいのかなという

ふうに思いますが、せめてこの移住定住のＰＲ促進事業ですね、この部分については、予算を積極

的に出してやっていくということが、今後の中で、やはり足で稼ぐ、人と会って面会しながら話を

していく、魅力を伝えていくというのはすごく大切なことであるように思うんですが、この辺のと

ころの議論がどのようになされて、最終的に 131 万 2,000 円という形になったのかお示しいただけ

ますか。 

○企画部地域政策課長（宮永幸一君） 

限られた予算の中で積極的にＰＲをして、移住定住を増を図っていくという部分につきまして、

確かに、東京圏とか大阪に出張しまして、移住のイベントに参加しておりますが、そこの部分を回

数は減りましたけれども、やはり最近はウェブ上での移住の相談とかというのも多く受けておりま

す。今は、移住のウェブについても、定期的にといいますか、もう５時以降を使って、応募のあっ

た方については受けてはいるんですけれども、やはりニーズとしましては、相手方が相談をしたい

時間帯というのが容易じゃない時間もありますので、できるだけ相手のニーズに沿うように、通常

業務の間でも、来年は、その相談に対応していこうかなあと考えているところです。あと、やはり

補正予算の審査の時に言ったんですけども、そういう、ウェブの広告とか、そういうのを閲覧され

る方も、やはり若い方々も多いものですから、今の状態は、そういう若い世代といいますか、単身

者も含めて、そういう方々が相談も多かったり、あるいは実際移住をされている状況にございます。 

○委員（松枝正浩君） 

おっしゃったように、新たな方法で取り組んでいくということはあるかと思います。ウェブもあ

るかと思うんですが、これは補足的なものであるように私自身は思うわけです。やはり行ってです

ね、面会をしてて、いうことがあるのではないかなと思います。旅費が減らされたというのは非常

に残念な話だなというふうに思いますので、また、今後の検討の中で、足らなくなれば当然補正を

組んでいいと思いますので、ぜひ積極的に広告を打っていただきたいというふうに思います。 

○委員（野村和人君） 

６ページの路線バス支援事業についてお聴かせいただきたいと思います。少しばかり増というよ

うな状況ではありますけれども、新たに支援する路線が増えたのかどうか、確認をさせてください。 

○企画部地域政策課長（宮永幸一君） 

今回の路線バス支援事業につきましては、昨年度と比べますと278万3,000円の増ですけれども、
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これは主に燃料高騰に伴うバス運行補助金の増によるものでございます。 

○委員（野村和人君） 

続いてコミュニティバス等運行事業についてのきりしまＭワゴンの部分が少々増になっているよ

うでございますが、昨年の当初と比べるとですね。新たなエリア拡大とかいろいろ今までも要望、

一般質問でも出てきていると思いますが、令和７年度の計画について御説明いただきたいと思いま

す。 

○地域政策課主幹（美坂雅俊君） 

きりしまＭワゴンにつきましては、この予算のところでは増になっているんですけども、こちら

につきましては、きりしまＭワゴンがシステムであったりとかコールセンター業務、その分を昨年

度、このこちらのきりしまＭワゴンの保守・運用費のように出していたんですけども、あともう一

つは、運転士を雇う運転業務のほう、こちらにつきましては、昨年度はコミュニティバスの運行の

ほうの予算のほうに入れておりました。そのため本年度につきましては、もうＭワゴンの予算とい

うのが一括で分かったほうがいいかと思いまして、こちらのきりしまＭワゴンの保守・運用のほう

に、運転士の分も含んで計上したために、今ここの状況では増額になっているように見えるんです

けれども、トータルでは、昨年度より少し金額としては下がっている形になります。今後につきま

しては、エリア拡大等の要望等もすごく出ているところであるんですけども、やはり今後、今すご

く利用者も多くて、なかなか当日予約がとれない状況も出てきておりまして、今後エリアを拡大す

るとなりますと、やはりこの車両を増やしていかないといけないというところにはなるんですけれ

ども、そうした時に、今委託をしておりますタクシー事業者様のほうが、深刻な運転士不足等もあ

りまして、ちょっとこれ以上、運転士さんをこちらのＭワゴンのほうで回していただくというのが

非常にちょっと難しい状況というのもございますので、令和７年度につきましては、まずはこの運

転士確保のほう、とにかく進めていかないといけないということで、今年度また運転士確保の支援

の事業のほうを組んでいるところでございます。あと、曜日につきましては、現在霧島市の中心市

街地のほうが、月曜日と木曜日と、あと日曜日は運行していないんですけれども、こちらにつきま

して、月曜日から土曜日までは運行を４月１日からは行うようにしております。あと溝辺地区につ

きましても、これまで月曜日と木曜日の運行でありましたけれども、こちらが病院等がちょっとお

休みになるとか、あと月曜日が振替休日になってしまって、ちょっと病院等も休みになるというこ

とで、利用者のほうから利用しにくいという話もありましたので、溝辺地区のほうは水曜日と金曜

日に曜日のほうも変更して、さらに利用しやすいように運行をしていこうというふうに考えており

ます。 

○委員（野村和人君） 

すごくお褒めの事業だと思いますので、ぜひ前向きによろしくお願いします。 

○委員（前川原正人君） 

今の野村委員の関連になるんですけど、予算説明資料の６ページで、地域公共交通計画の推進事

業ということで予算計上がされております。その中で、これはコミュニティバス等の運行事業にも

関連をする議論をする場だというふうに認識をしてるんですけれども、今度のこの当初予算の中で、

先ほどおっしゃったように、運転士不足が一つのネックになってるというのも今社会的問題になっ

ているわけですけれど、要は、やはりこれだけ広いまちで、604 ㎢を抱える霧島市としては、この

中心だけではなくて、周辺部ももっとこの中心部に行けるような、そういうバスの運行だったり、

様々な努力はされていると思いますけれども、まだ便数を増やしてほしいとか、そういうニーズも

あるのも事実です。ですからそういう議論の中で、何とかこの路線権の問題も、民間の路線権の問

題もありますけど、霧島市としてやはり、住民の交通手段の確保をしっかりとやっていくんだとい

う、そういうことがやはり今求められると思うんですね。そうしないと、過疎化はどんどん進んで
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いって、買物難民だったり、様々、病院難民だったり、行きたくても便数が少なかったりとか、そ

ういうのが往々にしてあるものですから、やはり行政として、そういうこの格差が出ないような努

力というのは当然必要になってくると思うんですが、その辺についての議論というのがまだまだ掘

り下げられていくべき問題ではないのかなと思うんですが、それについての企画部での調整だった

り、議論の在り方だったり、それについてどのようにお考えなのか、お聴きをしておきたいと思い

ます。 

○企画部地域政策課長（宮永幸一君） 

まずコミュニティバス、あと、路線バス支援事業の絡み、両方なんですけれども、やはり、この

前も議会の行政視察の受入れのときにも話をしたんですけども、いかなる方法か必ず、とにかく公

共交通の確保は、市民の移動手段の確保はしないといけないという考えの下で、そういう路線バス

とかコミュニティバス、あとデマンド交通、そういったものをつなぎ合わせながら、この交通網と

いう形で、霧島市の場合は整備、整備といいますか、運行しているところでございます。あと、実

際、昔からふれあいバスの運行については、なかなか利用者が少ないという中で、それをどういう

ふうに利用させるのか、あるいはまた別な運行の新しい方法で、もうちょっと機動力のあるような

運行方法を考えるべきなのかというのがやはり、この広い面積ですと課題になりますので、確かに

そこは、今でも、ふれあいバスの部分については、中山間地の部分で、横川とか牧園地区などにお

いては、デマンド交通のほうが逆に使いやすい可能性がありますので、そちらのほうに転換という

ような形をとっております。今、ちょうど市街地については、そういう市街地循環バスの代替とい

いますか、ＭワゴンをきりしまＭワゴンを運行することで効果が出ておりますので、それをそのま

ま中山間地域に持っていって、それでは乗るのかといったら、乗るかどうか定かではない、ちょっ

と、なかなか中山間地では、そういうＭワゴンのシステムといいますか、逆にあまり効果が出てい

ないようなちょっと話も聴いたりするもんですから、であれば、そういう今デマンド交通というの

を導入しておりますので、それをうまく別な形でといいますか、うまくやっていけないかというの

はちょっと考えているところでございます。 

○委員（前川原正人君） 

努力を本当にされていると思います。何とかその地域の交通手段の確保という点では霧島市も相

当力を入れて、金を入れて、労力を入れてやられているのは認識しております。ただ問題は、やは

り民間バスが通っていますと、どうしても、いわゆる路線権というやつが出てくるわけですよね。

路線の権利がありますので、やはりそこをコミュニティバスでいうと、なかなかバス会社に委託は

しているものの、やはり最終的には、お金に携わっていく部分になっていって、その分の確保がで

きなければもうやめますとかですね、その辺がやはり路線権の問題等もあるんですけど、そういう

ここへ出てくる地域公共交通会議ですか、そういう中での議論というのが、やはり必要になってく

るのかなと思うんですが、行政としてはそこまでは踏み込むことはやはり無理がやっぱりあるんで

すか。難しい部分ですけどね。路線権という点でいけばですね。その辺がやはりもっと霧島市が主

導権を持って、立場が弱いところ、強いところありますけど、その辺についての議論というのはも

っと掘り下げていくべきではないのかなと思うんですが、その辺についてどうなんでしょう。 

○企画部地域政策課長（宮永幸一君） 

運送法上の部分で、そこのバス事業者の、そこの部分についてはなかなか立ち入れないところが

ございますので、やはりそういう路線バスも維持しながら、私ども市のほうとしては、交通網の確

保というのはしていかないといけないのかなと考えているところでございます。 

○委員（前川原正人君） 

それともう一点は、この拡充事業で、元気なふるさと再生事業ということで、これも昨年度同様

の予算措置になっているわけですけれども、これを拡充するということですが、もう報償費として、
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大学生派遣ということで９万 7,000 円ということなんですけれども、この大学生の派遣については、

人選とか人員確保という点では、どのようなプロセスを経て、このような事業展開になっていくの

か、お知らせいただけますか。 

○地域政策課主幹（今村伸也君） 

大学生の派遣につきましては、マンパワーとして、地域の行事や農作業等に、地区外在住の人々

に手伝ってもらうことで、交流と地域の活性化を図るとともに集落の現状を知ってもらうというの

が目的でございまして、具体的には、もうこれはもう前から、平成 20 年度から開始しているんです

けれども、鹿児島大学だったり、第一工科大学の学生を派遣して参加してもらっている状況です。

ちなみになんですけれども、令和６年度の実績としまして、福山の佳例川地区ですね、お田植祭が

ございまして、そこのお手伝い支援ということで、６月 23 日に参加しております。このときは２名

ですね、お田植祭と清掃作業という形であります。もう一つが、国分の平山地区、これが１月３日

に鬼火焚きをするものですから、そこの準備作業ということで、12 月 29 日に第一工科大学の４名

の方に鬼火焚きの準備作業ということで参加していただきました。 

○委員（前川原正人君） 

実績があるというのは私も認識しておりますが、要はその人選という点では地域に全部お任せな

んですか。例えば佳例川だと、館長さんがこのつながりがあるということで、いろんな人伝えで、

同大学を出たということで、そういうのもあるんですけど、その人選とか、人員確保等について、

例えば行政が中に入って紹介をするとか、そうではないんですか。もう個人的に各地域で人員確保

というのはされてるという理解でよろしいですか。 

○地域政策課主幹（今村伸也君） 

地域からの要望といいますか、いついつ、このお田植祭なり、鬼火焚きの準備作業がありますの

で、派遣をしてくださいということでございまして、市役所のほうにございまして、鹿児島大学だ

ったり、第一工科大学に連絡をしているという状況です。 

○委員（前川原正人君） 

それともう一点は、移住定住促進補助事業ですけれど、令和６年度から見ると、約 3,000 万円ほ

ど減額になってるんですね。これが、移住定住補助金の当初の申請分と、最終申請分、相当減額に

なっているんです。しかし、移住支援金と地方就職学生支援金については、若干ですけど、200 万

円ほど増額になっているわけですけど、これに至った背景は何だったのかお知らせいただけますか。 

○地域政策課主幹（今村伸也君） 

一番の要因が、最終申請分の減少ということでございます。令和７年度の最終申請というのが、

令和２年のときに申請を行った、５年前ですので、その方々になります。令和６年度の最終分とい

うのは、平成 31 年のときに申請を行ったので、そこの間で制度改正が行われています。令和元年の

時に、例えばなんですけれども、新築でいえば 100 万円だったんですけど、令和２年の申請のとき

には 50 万円ということであったので、駆け込みが令和６年度のときにはあって、その差が最終申請

分に出ているということが主な要因です。 

○委員（野村和人君） 

溝辺地区のケーブルテレビの運営事業について、難聴地域対策として始まっているこのケーブル

テレビですけれども、施設が古くなってきているのも本音で、いつ止まるかどうかというぐらいの

気持ちなのかなという中で、このヘッドエンドの移設について取り組んでいただいたこと、ありが

たく思っているところでございますが、昨年もケーブルテレビ放送運営委員会、運営委員会予算、

とってあったと思うんですけれども、昨年は開催されていないように思うんですけれども、ここの

ことについてしっかりと御検討していっていただきたいというふうに思いまして、改めて今後の運

営委員会について御答弁をお願いします。 
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○企画部ＤＸ推進課主幹（二宮紀仁君） 

令和６年度につきましては、運営委員会のほう開催いたしておりません。令和７年度につきまし

ては、このヘッドエンドの移設もありまして、今後の展開に向けての意見ですとかをお聴きする場

として、開催のほうを検討をしていきたいと考えております。 

○委員（松枝正浩君） 

先ほど前川原委員のほうが質疑をされておりました、元気なふるさと再生事業の拡充の部分です

けれども、令和６年の予算が 447 万円ということで、今回 159 万 7,000 円ということで、その内訳

を比べてみますと、報酬等で任期が終わって、新たな形で補助金を支給していくという流れの中で

拡充というような捉え方でよろしいんでしょうか。内容の確認を少しさせてください。 

○企画部地域政策課長（宮永幸一君） 

地域おこし協力隊の任期が終わるということで、そこの部分については、今までの必要経費とい

うのが予算上はなくなりますが、新たに、協力隊の承継といいますか、事業承継とか、そういう起

業の部分の補助を、今度、予算化しましたので、そういう意味で拡充というふうにしております。 

○委員（有村隆志君） 

ＤＸの外部デジタル人材管理事務事業について、ちょっと聞きそびれました。ここの部分に 1 人

人材を確保する。育成に取り組むとともにデジタル化を活用した業務の効率化をということで、具

体的にどういうことをされようとしているか教えてください。 

○ＤＸ推進課長（三善智弘君） 

今、ＣＩＯ補佐官と行政デジタルアドバイザーの２名の方を派遣していただいております。これ

は本市のＤＸ推進ということで、専門的知見等からアドバイスを頂いているところです。今年度ま

では、派遣契約に基づいて２名の方に派遣していただいておりましたが、来年度は準委任契約のほ

うで委託を考えております。というのも、来年度は、情報化推進計画に位置付けております霧島Ｄ

Ｘ未来図の改定がございます。ですので、また全庁的なヒアリングを行いながら、本市のデジタル

化の課題であったり、ニーズというものを整理していくというのが一つと、あと、今年度も人材育

成、キャリア形成ということで、ワークショップ研修を実施しておりますが、そちらのほうもまた、

来年度も実施を予定しております。補正予算のときにも申し上げましたとおり、２名の方が来られ

ておりますが、日本情報通信株式会社として、組織全体で、今、うちのＤＸ推進について助言、ア

ドバイス等頂いておりますので、準委任契約のほうで、来年度は検討していきたいというふうに考

えております。 

○委員長（久木田大和君） 

ほかにありませんか。 

［「なし」と言う声あり］ 

ないようですのでこれで企画部の質疑を終わります。ここでしばらく休憩します。 

「休 憩  午後 ４時５５分」 

――――――――――――――― 

「再 開  午後 ４時５９分」 

○委員長（久木田大和君） 

休憩前に引き続き会議を開きます。次に、議案第32号、令和７年度霧島市温泉供給特別会計予算

の審査を行います。執行部の説明を求めます。 

○建設部長（西元 剛君） 

議案第 32 号令和７年度霧島市温泉供給特別会計予算について、ご説明いたします。霧島市温泉供

給特別会計予算の総額につきましては、歳入歳出それぞれ 8,380 万円で、前年度と比較して 437 万

5,000 円の増額となっています。本予算は、観光の振興及び住民福祉の向上などを目的として、霧
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島地区 265 戸、牧園地区 19 戸に対し、それぞれ給湯するための経費です。以上で、総括説明を終わ

りますが、詳細につきましては、霧島副総合支所長が説明いたしますので、よろしくご審査いただ

きますようお願いいたします。 

○霧島総合支所副総合支所長兼霧島総合支所市民生活課長（山下 晃君） 

予算説明資料と予算に関する説明書は 31、32 ページになります。（款）１総務費 （項）１総務

管理費 （目）１一般管理費 本費目は、職員の人件費及び使用料収納事務等や温泉供給事業の一

般管理に係る経費で、一般管理費の総額は 3,453 万 1,000 円です。主なものは、委託料 277 万 2,000

円で温泉使用料収納管理システム保守委託などです。特定財源は、その他財源として、温泉供給事

業基金繰入金 545 万 8,000 円や加入金 60 万円など、総額 739 万円を充当しています。（款）１総務

費 （項）１総務管理費 （目）２温泉施設費 本費目は、温泉施設の維持管理に係る経費で、温

泉施設費の総額は 4,633 万 4,000 円です。主なものは、光熱水費 1,006 万 2,000 円や修繕料 1,470

万 6,000 円などの需用費 2,495 万 9,000 円のほか、市道戸崎原線温泉管布設替の工事請負費 1,110

万円です。特定財源は、地方債として温泉施設事業債 1,110 万円、その他財源として分湯装置工事

分担金 50 万円を充当しています。次に、予算に関する説明書 33、34 ページになります。（款）２公

債費 （項）１公債費 （目）１元金 ２利子 本費目は、市債の元金償還 89 万円と元金償還に係

る利子４万 5,000 円です。次に、予算に関する説明書 35、36 ページになります。（款）３予備費 （項）

１予備費 （目）１予備費 予備費の 200 万円は予算外の支出、または、予算超過の支出に対応す

るために計上しています。以上で説明を終わります。 

○委員長（久木田大和君） 

ただいま説明が終わりました。これから質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○委員長（松枝正浩君） 

それではこの温泉施設費の中にあります、工事請負費が 1,110 万円あるわけですけれども、事業

の概要を少し説明していただいてもよろしいですか。 

○霧島市民生活課温泉グループ主査（荻原政徳君）  

工事概要としましては、市道戸崎原線、土木課発注の市道の道路改良工事に合わせまして、温泉

管の入替えをするものです。延長としましては、総延長が 220ｍでございます。令和５年度に改良

工事に合わせまして、118ｍ完了しております。令和７年度に 102ｍ改良工事に合わせて、総延長 220

ｍの整備を行う予定です。温泉パイプが高密度ポリエチレン管、空気弁が１か所、給湯切替工１か

所を予定しております。 

○委員長（松枝正浩君）松浦委員。 

非常にいい起債を工事につきましては使われておられまして、起債が 100％ということで、この

起債に合わせての交付税措置、充当率と言われるのはどのぐらいのパーセンテージなのでしょうか。 

○霧島市民生活課主幹（貴島俊一君） 

この起債は公営企業債の中の観光その他事業も活用してるんですけれど、充当率について 100％

なんですけれど、これについて企業会計ということで、交付税措置はされないところです。過疎債

とか使えないかなという霧島地区ということだったんですけれど、ちょっと企業会計ということで

それは使えないところです。 

○委員長（松枝正浩君） 

起債の充当が 100％ということで交付税の措置はないというところであります。今先ほど、概要

をお聞きした中でここの事業については、もうこの令和７年度で完了するという見込みでいるんで

すか。今後また新たに含めて工事等を計画していくようなところがあるんでしょうか。 

○霧島市民生活課温泉グループ主査（荻原政徳君） 

今回の市道戸埼原線については、令和７年度事業で完結予定です。あと、未改良の温泉管という
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ことで３路線ほどありますが、それもまた今後計画していくところです。 

○委員長（松枝正浩君） 

この令和７年度の事業の内訳を見てみますと、工事費が 1,100 万円。それにあわせて、今まで布

設してきた、恐らく修繕が 1,470 万 6,000 円ということで、改良費を上回っているような、補修を

していかないといけないというような状況もあります。この予算措置を見てみると、ここにいらっ

しゃる職員の方々の報酬自体もこの中で見ているような形であります。本来であれば、この事業の

中のものを少し、人件費については取り出して別なところで見る形をとって、そしてあわせて、事

業の中にお金を投入していくべきだというふうに思います。この予備費も 200 万円ということで、

これだけいるのかなということも思うわけですけれども、今後この温泉事業については、継続はし

ないといけないと思うんですけれども、新たな展開をしていかないといけないのかなというふうに

思う。見る限りですね。思うわけですけれども、この辺の考え方について部長いかがでしょうか。 

○建設部長（西元 剛君） 

温泉供給につきましては、会計自体が公営企業ということで、料金収入をもって経営を行う独立

採算制を基本としております。そのことから、現時点では一般会計での人件費の計上としては考え

てはおりませんけれども、業務しているものであればその分を一般会計で、兼用しているものであ

れば一般会計に持っていける可能性もありますので必要であればまた今後、勉強はしていきたいと

思っております。 

○委員長（松枝正浩君） 

企業会計の話も出てきましたけれども、今後、工業用水についても、水道事業の中でというよう

なところも検討をなさっているというところでありますので、企業の考え方からいくと、この温泉

事業の会計についても、上下水道部を含めて今後検討していくということが必要ではないかなと思

いますので、その点についても、報酬の問題もそうですけれども、この上下水道部での検討という

ことも改めてあるかと思いますので、この点についてはまた御検討を部のほうとなされていただき

たいと思います。 

○委員（前川原正人君） 

  温泉供給特別会計ですけれど、今部長がおっしゃるように、独立採算というのが大前提になって

るわけですけれど、本来であれば、施設関係が老朽化をしていくというのは、これもう避けて通れ

ないわけで、しかし、一方では減価償却という点でいけば、現金を伴わない、一つの利益というふ

うにも捉えることができるんですけど、減価償却という点では、温泉供給会特別会計の本会計の扱

いという点ではどうなってるんですか。 

○霧島市民生活課主幹（貴島俊一君） 

  国は企業会計についても、水道みたいな複式簿記とかそういうのが推進をされてるんですけど、

温泉の関係で規模も小さいのもあって、ちょっと具体的にそこの検討までまだしてないところです。

本当は温泉管とかそういうことなんかの試算なんかを整理してというのが、本来は償却なんかしな

いといけないんでしょうけれど、ちょっとまだそこまで規模の関係でしてないのが実情です。 

○委員（前川原正人君） 

これはこの会計自身が旧霧島町が持ってた特別会計であって、そういう流れを踏襲しているとい

うことも認識をしているんですけど、やはり企業会計というのはあくまでも独立採算ですので、そ

の会計の中で、歳入歳出を合わせていくと。そして少しでも利益を上げていくというのが理想なわ

けなので、その辺についても今後やはり検討が必要なのかなという点は申し上げておきたいと。そ

れと、今回、温泉供給事業基金繰入金ということで、545 万 8,000 円。それでその上で、今回積立

金を歳出のほうで 30 万 2,000 円ということになっているわけですけれど、この年度末、いわゆる令

和７年度末の企業の温泉供給特別会計の基金残高をどれぐらいになっなるというふうに、見通して
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いらっしゃいますか。 

○霧島市民生活課主幹（貴島俊一君） 

令和６年５月末時点で、１億 4,998 万 415 円ありまして、６年度は基金の取崩しはありませんで

したので、令和６年度の積立てということで、予定額 929 万 386 円を超えると５月末で１億 5,917

万 801 円の見込みです。 

○委員（野村和人君） 

供給先なんですけれども、昨年の数字でいうと霧島が 264 戸と、牧園が 20 戸なのかなというふう

に思いますが、この増減についてどのような背景があって増減になったのか、お示し頂きますか。 

○霧島市民生活課主幹（貴島俊一君） 

牧園地区につきましては、昨年も 19 戸で、増減無くの 19 戸です。霧島地区につきましては、新

規が２戸にありまして 265 戸、合わせて 284 戸なんですけれど、今、１月２月で廃止の移行されて

いくことが承継があるので、全体的には、昨年よりやはり、２戸程度の減少になるかと思います。

その前までは、五、六件の件数だったんですけれど、今年はちょっと減る件数が２件程度、圧縮は

されてるような状況です。やめられる理由としては、やはり高齢化で、空き家なんか出るというこ

とでやめてらっしゃることがあるということで、先ほどちょっと新規の２戸というのは、別荘なん

かにまた、今、温泉ブームというか、そういうことで給湯したいという方々がありますので、実情

的にはそんなところです。 

○委員（野村和人君） 

  牧園地区の 20 戸は資料上も当初予算の中にも書いてあるんですけれども、だから、当初予算 20

戸と今現状牧園は、今年度は 19 戸という表現で１個減った。その点については、先ほどあったよう

な空き家になったとか、そういう背景だということでよろしかったですか。 

○霧島市民生活課主幹（貴島俊一君） 

牧園地区分譲地を中心に購入されたんですが、やはり高齢化等でその分が空きになってきてます。 

○委員（木野田誠君） 

それでは使用料について、未収金がそれぞれ幾らぐらいずつ、累計でいいです。 

○霧島市民生活課主幹（貴島俊一君） 

  ちょっとその辺は数字を調べてきてましたので、ちょっと読み上げます。未収金とい うか、令

和６年度の滞納繰越し分が今の時点で 836 万 7,960 円です。そして、現年度分は今収入は 5,651 万

7,080 円です。 

○委員（前島広紀君） 

お尋ねしますけれども、この霧島地区の 265 戸、それから牧園 19 戸、ここの中にホテルとか、そ

ういう商業系が含まれていますか。含まれていれば件数までお願いします。 

○霧島市民生活課主幹（貴島俊一君） 

 霧島地区の 265 件の中に営業施設が 24 件、そして共同の地域の公衆浴場が６件で、個人の方が

235 件です。これは 265 件の内訳です。そして、牧園地区についてはもう個人の方だけの 19 戸とい

うことで、合計が 284 戸です。 

○委員長（久木田大和君） 

ほかにありませんか。 

［「なし」と言う声あり］ 

ないようですのでこれで議案第 号の質疑を終わります。以上で本日予定をしておりました審査

を全て終了いたしました。次の審査は14日金曜日の９時から行います。本日はこれで散会します。 

 

「散 会  午後 ５時１９分」 


	予算常任委員会会議録

